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議 事 日 程（第１号） 平成２１年９月９日（水） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議会運営委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 議案第４１号 大津町子育て・健診センター条例の制定について 

日程第 ６ 議案第４２号 大津町立診療所の設置等に関する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第４３号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第４４号 大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例の一部を

改正する条例について 

日程第 ９ 議案第４５号 大津町乳幼児健康支援一時預かり事業手数料徴収条例の一部

を改正する条例について 

日程第１０ 議案第４６号 大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について 

日程第１１ 議案第４７号 大津町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１２ 議案第４８号 公有財産の使用について 

日程第１３ 議案第４９号 平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）について 

日程第１４ 議案第５０号 平成２１年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１５ 議案第５１号 平成２１年度大津町老人保健特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１６ 議案第５２号 平成２１年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１７ 議案第５３号 平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第１８ 議案第５４号 平成２１年度大津町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

日程第１９ 議案第５５号 平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）

について 

日程第２０ 議案第５６号 平成２１年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について 

日程第２１ 認定第 １号 平成２０年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２２ 認定第 ２号 平成２０年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認
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定について 

日程第２３ 認定第 ３号 平成２０年度大津町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第２４ 認定第 ４号 平成２０年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２５ 認定第 ５号 平成２０年度大津町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２６ 認定第 ６号 平成２０年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第２７ 認定第 ７号 平成２０年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２８ 認定第 ８号 平成２０年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２９ 認定第 ９号 平成２０年度大津町工業用水道事業会計決算の認定について 

              一括上程、提案理由の説明 

日程第３０ 議案質疑 

議案第４１号                  質  疑 

議案第４２号及び議案第４３号          一括質疑 

議案第４４号から議案第４６号          一括質疑 

議案第４７号及び議案第４８号          一括質疑 

議案第４９号                  質  疑 

議案第５０号                  質  疑 

議案第５１号及び議案第５２号          一括質疑 

議案第５３号から議案第５６号まで        一括質疑 

認定第１号                   質  疑 

認定第２号及び認定第３号            一括質疑 

認定第４号から認定第９号まで          一括質疑 

日程第３１ 委員会付託 

議案第４１号から議案第５６号まで 

認定第１号から認定第９号まで 

請願第１号 

陳情第２号 

 

               午前１０時００分 開会 

開議 
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○議 長（大田黒英生君） おはようございます。ただいまから、平成２１年第６回大津町議会定例会

を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２０条の規定によって、手嶋靖隆君、永田和彦君を指名します。 

 

     日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。 

 ただいまから、議会運営委員会におけます審議の結果と経過とについてをご報告いたします。 

 当委員会は９月１日午後１０時から委員会Ａ室におきまして、議会運営委員全員、また大田黒議長

に出席を願い、平成２１年第６回大津町議会定例会について審議をいたしました。 

 まず、町長提出議案の２５件について執行部より大筋の説明があり、その後、請願・陳情の取り扱

いについて協議をいたしました。 

 また、議事日程、会期日程、その他の議会運営全般についてを協議いたしました。 

 なお、認定第１号、平成２０年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第９号、

平成２０年度大津町工業用水道事業会計決算の認定のついてまでの９件の決算関係については、本日

の会議で町長の提案理由の説明のみとし、所管部長の詳細説明は省略することといたしました。 

 なお、一般質問については７名ですので、一般質問の１日目に通告者の１番から４番まで、２日目

が５番から７番までの順で行うことになりました。 

 委員会については、今定例会は決算認定がありますので、４日間行うことになりました。したがっ

て、会期日程につきましては、議席に配付のとおり、本日から９月１８日までの１０日間と決定いた

しました。 

 また、最終日に契約案件が追加提案される予定です。 

 以上、大田黒議長に答申をいたしました。 

 これで、議会運営委員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程（案）のとおり、本日から９月１８日までの１０日間にしたいと思います。ご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１８日までの１０

日間に決定いたしました。 

 

     日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第４ 議会運営委員会所管事務調査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、議会運営委員会所管事務調査報告についてを議題とします。議

会運営委員長から所管事務調査報告の申し出があっておりますので、この際これを許します。議会運

営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） ただいまより議会運営委員会研修報告をいたします。 

 委員会は、去る７月２１日午後２時、福岡県志摩町役場におきまして、志摩町議会と、それから合

併についてを研修いたしました。志摩町は、平成２２年１月１日に志摩町と二丈町、それから前原市

の１市２町で合併することが決定しており、現在人口１万７千人、面積は５４.５５平方キロメートル

で、福岡県の最西部に位置し、一般会計予算では５６億９千万円、議員数は現在１２名で、条例の定

数は１３名で、町の職員数１１４名、議会の会議時間は午前９時半から午後５時までで、議案の送付

につきましては、開会日の１週間前を原則としており、常任委員会は２委員会で、総務文教厚生委員

会と産業建設委員会で６名ずつとなっており、委員会の任期は４年とし、議会運営委員会は副議長及

び各委員会から２名の５名ということでありました。予算・決算は、それぞれ予算特別委員会と決算

審査特別委員会を議員全員で構成し審議しており、一般質問の締め切りは議会運営委員会の開催日午

前９時の３０分前まで。質問は、答弁も含めて５０分、質問回数は特に制限はなく、答弁は課長答弁

の後、町長が答弁をし、また議会広報紙につきましては、町の広報紙の中に一緒に印刷してありまし

た。合併に関しては、平成２２年の１月１日に１市２町で合併をし、糸島市が誕生することになって

おりました。人口１０万人となり、新たな出発を迎えたとのこと。しかし、それまでには大変苦労が

あったということでした。平成１６年９月に合併協議会を進めたが合併が不成立となり、平成１９年

７月になって同じ組み合わせの市町で合併調整会議を設置、糸島１市２町合併調整会議を立ち上げ、

平成１９年の１１月に志摩町住民投票では１７５票差で合併賛成が多かったとのこと。これを基に議

会に上程をし、糸島１市２町合併協議会を設置し、平成２０年１月に第１回の合併協議会、同１１月

に二丈町住民投票におきましては１千２００票の差で合併賛成が多く、二丈町も議決をしたというこ

とでありました。前原市との合併が決定し、糸島市が平成２２年１月１日に誕生するとのことであり

ました。 

 次に、７月２２日午前１０時半より佐賀県嬉野市役所におきまして、旧汐田町役場でありますが、
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におきまして議会運営についてと議会基本条例制定についてを研修いたしました。嬉野市は、平成１

７年に嬉野市と汐田町が合併をし新嬉野市となり、現在４年目、２万９千２００人でありますが、合

併当時は３万３９０余人だったということであります。面積は、１２６.５１平方キロメートル、嬉野

茶と肥前吉田焼きが有名で、一般会計予算は１１１億６千万円、議員定数２２名、現在は２１名との

ことでありました。常任委員会は３委員会で、総務企画委員会、文教厚生委員会、産業建設委員会、

任期は２年であり、議会運営委員会は６名で、同じく任期は２年ということでありました。一般質問

締め切りは議運開催日の２日前まで、時間は答弁を含んで９０分、議員の質問に対しての執行部から

の議員に対する反問権があるとのことでありました。議会基本条例について、平成２０年５月から議

会運営委員会で基本条例の検討をはじめ、１２月議会で特別委員会が設置をされ、名称を議会制度改

革特別委員会とし、半年にわたって集中審議をし、平成２１年６月議会におきまして議員発議で提案

をされ、議決がなされ、現在九州では７市２町で、全国では６３市町でこの制定が行われているとい

うことであります。さらに、現在は１３５の市町がこの制定に準備をしているとのことでありました。

嬉野市議会は、積極的な情報公開、議会活動への市民参加、行政機関との緊張保持、議員の自己研鑽

と資質の向上で公平性と透明性の確保など議会の責務を果たし、市民の負託に応えられる議会を築く

ためにこの条例を制定したとのことでありました。年に１回、市内校区におきまして議員が出掛けて

いき、議会報告会を開き、７から８カ所、２２名の議員が３班に分かれて町民への議会報告を開いて

いきたいとのことでありました。そのためには、議員の勉強と資質の向上が必要であり、議会のレベ

ルアップ、議員間の勉強、政策討論能力、市民参加の推進、公平性・透明性の確保につながっていく

との説明でありました。 

 両市町の議会運営を学び、大変参考になりました。なお、この資料などを詳しく分析をして、今後

に生かしていきたいというふうに思っておりますが、特に議会基本条例の制定の動きにつきましては、

全国の議会でも急速に広がっており、大津町議会でも取り組んでいくべきではないかという感じをし

たところであります。 

 以上をもちまして、議会運営委員会の研修報告といたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで、議会運営委員長報告を終わります。 

 

     日程第５ 議案第４１号から日程第２９ 認定第９号まで一括上程 

提案理由の説明 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、議案第４１号、大津町子育て・健診センター条例の制定につい

てから、日程第２９、認定第９号、平成２０年度大津町工業用水道事業会計決算の認定についてまで

の２５件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。今回の定例会に提案いたしました案件の提案

理由を申し上げます。 
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 議案第４１号、大津町子育て・健診センター条例の制定についてですが、子育てに関する支援を行

い、地域における子育て支援基盤を確立するとともに、町民の総合的な健康づくり対策を推進し、健

康増進を図るため、地方自治法第２４４条第１項の規定に基づき、大津町子育て・健診センターを設

置することに伴い、条例を制定しようとするものです。 

 次に、議案第４２号、大津町立診療所の設置等に関する条例の制定についてですが、新型インフル

エンザのまん延期において、町内での感染拡大を防止するために、地方自治法第２４４条第１項の規

定に基づき、臨時的に新型インフルエンザ専用の大津町立診療所を設置することに伴い、条例を制定

しようとするものです。 

 議案第４３号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例についてですが、大津町立診療所の設置等に関する条例の設置に伴い、条例の一部を改正しよう

とするものです。 

 議案第４４号、大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例の一部を改正する条例について

ですが、幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第４５号、大津町乳幼児健康支援一時預かり事業手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

てですが、大津町乳幼児健康支援一事預かり事業の実施場所が、大津町老人福祉センターから大津町

子育て・健診センターに移転するため、条例の部を改正しようとするものです。 

 議案第４６号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてですが、護川小学校校区学

童保育施設の設置に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第４７号、大津町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてですが、健康保険法等の一

部を改正する法律の施行に伴う健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、条例の一部

を改正しようとするものです。 

 議案第４１号から議案第４７号につきましては、条例を制定、一部改正するものであり、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第４８号、公有財産の使用についてですが、西原村の俵山の町有地に計画されておりま

す水源涵養林の用地として、熊本市と協定・分収林契約を結び、公有財産を使用させるものです。公

有財産の使用については、地方自治法第２３８条の６第２項の規定により、議会の議決を求めるもの

です。 

 次に、議案第４９号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）についてですが、今回の補

正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５千９４６万２千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１８億２０６万３千円とし、第２表で債務負担行為を追加補正するも

のです。歳入では、地方特例交付金５００万７千円、使用料及び手数料８万１千円、国庫支出金４１

４万５千円、県支出金１千３８９万７千円、財産収入１千５７４万円、繰入金５千７９１万４千円、

繰越金２億３千４３２万４千円、諸収入６千３６万３千円をそれぞれ増額し、地方交付税を１億３千

２００万９千円を減額するものです。歳出では、総務費１億２千２６９万８千円、民生費７７６万８

千円、衛生費５千５９４万円、労働費１５２万３千円、農林水産業費２千７８８万５千円、土木費１
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千３８０万１千円、消防費１８万１千円、教育費２７６万６千円、予備費２千６９０万円をそれぞれ

増額するものです。 

 議案第５０号、平成２１年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてですが、今

回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千３２８万７千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ、２６億２千３４万円としたものです。歳入では、国庫支出金７７７

万５千円、療養給付費等交付金１千７５４万６千円、諸収入４１４万円のそれぞれの増額が主なもの

です。歳出では、保険給付費１００万６千円、後期高齢者支援金等３１０万１千円、老人保健拠出金

１千５４３万１千円、諸支出金８４４万１千円のそれぞれの増額が主なものです。 

 議案第５１号、平成２１年度大津町老人保健特別会計補正予算（第１号）についてですが、今回の

補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０９万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１千１１２万５千円としたものです。歳入では、繰越金３１２万円、諸収入３７９

万５千円のそれぞれの増額が主なものです。歳出では、諸支出金を５０９万円増額するものです。 

 議案第５２号、平成２１年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第

２号）についてですが、今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４８５万１千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千６万４千円としたものです。歳入では、諸

収入を４８５万１千円増額し、歳出では総務費を４８５万１千円増額するものです。 

 議案第５３号、平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてですが、今回

の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１千８６２万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７千８７２万５千円としたものです。歳入では、繰入金を６４４

万４千円、繰越金を１千２１７万８千円、それぞれ増額するものです。歳出で、公債費を１千８６２

万１千円を増額するものです。 

 議案第５４号、平成２１年度大津町介護保険特別会計補正予算（第１号）についてですが、今回の

補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６千１４５万９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１９億６千３９万円としたものです。歳入では、国庫支出金２９６万９千

円、繰越金５千７８５万円増額するものです。歳出では、総務費３万３千円、地域支援事業費２８７

万３千円、諸支出金２千２３５万３千円、予備費３千６２０万円、それぞれ増額するものです。 

 議案第５５号、平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）についてですが、今

回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７万８千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６億６千４３５万１千円としたものです。歳入では、繰入金を２０３万１千

円減額、繰越金を２５０万９千円増額し、歳出では事業費を４７万８千円増額するものです。 

 議案第５６号、平成２１年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてですが、

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７８万１千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億３千８２７万６千円としたものです。歳入で、繰越金を１７８万１

千円増額し、歳出では予備費を１７８万１千円増額するものです。 

 議案第４９号から議案第５６号までの８議案につきましては、平成２１年度一般会計及び各特別会
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計の補正予算についてですので、地方自治法第２１８条第１項の規定により議会の議決を求めるもの

です。 

 続きまして、認定第１号から認定第９号までの案件は、平成２０年度一般会計、各特別会計及び事

業会計の歳入歳出決算の認定についてですが、各会計の決算内容につきましては、各常任委員会でご

審議いただくこととなっております。一般会計では、歳入総額１１９億８千７２万７千円、歳出総額

１１６億３千３７１万円、翌年度に繰越すべき財源、繰越明許費繰越額１千２６９万３千円を差し引

きまして、実質収支額３億３千４３２万４千円となっております。大津町国民健康保険特別会計外各

特別会計におきましては、歳入総額７２億４千１２８万３千円、歳出総額７０億５千１３１万５千円、

翌年度に繰越すべき財源、継続費逓次繰越額１４０万円を差し引きまして、実質収支額１億８千８５

６万８千円となっております。また、大津町工業用水道事業会計の決算では、収入済額６千５００万

６千円、支出済額５千１７７万１千円となっております。決算の認定につきましては、地方自治法第

２３３条第３項及び地方公営企業法第３０条第４項の規定により、議会の認定を求めるものです。 

 また、監査委員の審査意見書及び主要な施策の成果を配付しておりますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 なお、ここで大津町の昨年度の決算状況について、簡単にご説明申し上げます。大津町の収入の約

４４％は、町民の皆さんや企業が納められた町税によるものです。町税総額は約５３億１千万円で、

昨年より約９億５千万円の減額となっています。法人町民税が昨年秋からの経済不況を反映して、１

２億１千万円減額となったのが大きく影響しています。また、町債の残高につきましては、平成１６

年度をピークに減少していましたが、平成２０年度は約１０１億円となりました。財政指数では、平

成１７年度から４年連続普通交付税の不交付団体となりました。また、２１年度の普通交付税につい

ては、先日確定し、５年ぶりに普通交付税交付団体となり、７億４千７百万円の交付が予定されてお

ります。一般的にいう財政力指数は３年間の平均で表しますので、２１年度も１.０２５と１を超える

指数となり、数字だけ見ますと財政カが豊かな自治体となります。基金につきましては、年度末の総

額は５１億円で、前年度より約８億円の減額となっています。これは、まちづくり交付金事業や工場

等振興奨励補助金に、基金を繰り入れたことによるものです。また、今年度予算では、法人町民税の

減額に伴う財源の不足を補うために財政調整基金を繰り入れていますが、このように大津町は法人町

民税に依存する財政構造となっていますので、かねてから可能な限り財政調整基金への積み立てを行

い、健全な財政運営に努めなければならないと考えています。地方公共団体の財政の健全化法に基づ

く、財政指標につきましても、早期健全化基準を下回るものとなっております。また、全国の類似団

体と比較しても健全財政を堅持しておりますが、今後とも行財政改革大綱、集中改革プランを着実に

実行し、住民サービスの向上と簡素で効率的な行財政運営の確立を図るため、行財政改革の更なる推

進に努めてまいりたいと考えています。 

 以上、簡単ではございますが、町の財政状況のご説明とともに提案理由のご説明を申し上げました

が、ご審議のうえ、ご議決、ご認定を賜りますようよろしくお願いいたします。なお、各会計の決算

認定以外の議案につきましては、所管部長をして詳細説明させていただきますので、よろしくお願い
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いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長兼ねて子育て支援課長大塚武年君。 

○教育部長兼ねて子育て支援課長（大塚武年君） おはようございます。 

 議案第４１号、大津町子育て・健診センター条例の制定についてご説明を申し上げます。 

 議案集の１ページをお願いいたします。現在、老人福祉センター内で行っております子育て支援事

業、同じく老人福祉センターあるいは町民交流施設などで行っております健診事業について、旧アル

コール工場跡地に子育て健診センターを開設し、地域全体で子育てを支援するとともに、町民の健康

増進を図るため、大津町子育て健診センターを設置することといたしましたので、条例を制定しよう

とするものでございます。 

 説明資料によりご説明を申し上げます。説明資料の１ページをお願いいたします。施設の平面図で

施設の概要についてまずご説明をいたしたいと思います。１階が健診センター、２階が子育て支援セ

ンターとして利用をいたします。このセンターは、履き物は入口で脱いでいただきまして、素足で利

用していただくことにいたしております。まず１階の正面玄関ホールに新たにエレベーターを設置し

まして、利用者の皆さんの利便性を図ることといたしております。１階の健診センターですが、玄関

を入りまして北側の部屋を各種健診時の受付、待合室といたします。次に、中央の部屋を問診、それ

から保健指導として利用し、一番奥の部屋を歯科診療、保健指導室及びその北側の部屋を内科の診察

室、運動発達検査、身長体重の測定室として活用をいたします。また廊下の南側の一番奥を心理相談

や母子住民の個別な相談室として活用し、構内にトイレを配置し、健診や各種事業でも使いやすいよ

うな配置にいたしております。なお、健診等の事業としまして、毎月行います３、４カ月児健診から

３歳児健診の各種乳幼児健診とがんの複合健診等の住民健診の実施を適時相談、心理相談、マタニティ

セミナーなどの相談業務で活用していく予定でございます。 

 次に、２階の子育て支援センターですが、メインの大ホールを「すこやか広場」と命名しまして、

子育てに関します多くの事業をこの部屋で行ってまいります。特に子育て中の親子が集える場として、

毎日開設をいたしております子育て支援拠点事業をこのホールで実施をしてまいります。「すこやか広

場」の西側に事務室を設けまして、その北側の和室を２部屋と、廊下を挟みまして南側の和室１部屋

をそれぞれ独立させて、病後児室「ひだまり」として、病気回復時の子どもたちをお預かりする部屋

といたしております。エレベーターの奥に授乳室兼相談室として「ほほえみルーム」を設けまして、

トイレは子どもたちが利用しやすいように全面改修をいたしております。また乳幼児のための沐浴室

も設置をいたしておるところです。 

 議案集をお願いします。議案集の２ページになります。大津町子育て・健診センター条例について

ご説明をいたします。第１条、設置で、子育てに関する支援を行い、地域における子育て支援基盤を

確立させるとともに、町民の総合的な健康づくり対策を推進し、健康増進を図るため大津町子育て・

健診センターを設置するものです。第２条が名称及び位置で、名称を大津町子育て・健診センター。

位置につきましては、大津町大字大津１１５６番地３です。第３条事業で、１の子育て事業をアの子

育て世代の交流の場と情報を提供することから、ウのその他子育て支援に関する事業まで。２の健診
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事業をアの母子の健診及び相談に関することからオのその他、町民の健康に関する事業まで、それぞ

れ定めております。 

 ３ページをお願いいたします。第４条、開館時間及び休館時を定めております。第５条で使用の許

可と第６条で許可の制限。 

 ４ページをお願いいたします。第７条で許可の取り消し等を定めております。第８条使用料で、別

途のとおり部屋ごとの料金を定めております。使用料につきましては、後ほどご説明を申し上げます。

第９条で使用料の返還。 

 ５ページをお願いいたします。第１０条で権利譲渡等の禁止、第１１条で原状回復義務、第１２条

で損害賠償、第１３条で免責、第１４条で使用者負担をそれぞれ定めております。 

 ６ページをお願いいたします。第１５条で、指定管理者の指定等を定めまして、指定管理者導入に

対応できるように定めております。第１項で、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法人

その他の団体であって町長が指定する者にセンターの管理に関する業務を行わせることができるとい

たしております。実施業務については、第１号から第３号まで定めております。第２項で、指定管理

者に管理業務を行わせる場合、第５条、第６条及び第７条の規定中、「町長」とあるものは「指定管理

者」と読み替えるとしております。第３項で、指定管理者に業務を行わせる場合、町長の承認を得て、

第４条の規定にかかわらず開館時間または休館日を変更し、もしくは臨時休館日を定めることができ

るといたしております。第６条で、委任の規定をいたしております。 

 ７ページをお願いいたします。別表第８条関係の使用料について定めております。１階の健診セン

ターにつきましては、週２回程度の健診ですので、事業を行わないときには一般への貸し出しはでき

るものと考えております。２階の子育て支援センターにつきましては、基本的には毎日子育て事業を

行いますので貸し出しはないかと考えておりますが、万が一のことを考慮しまして、センター内のす

べての部屋について使用料を設定いたしております。使用料の額につきましては、同規模の町民交流

施設と同額といたしております。 

 ６ページをお願いします。附則で、この条例は平成２１年１０月１日から施行することといたして

おります。 

 次に、議案第４４号、大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例の一部を改正する条例に

ついてご説明を申し上げます。議案集は１８ページでございます。幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

改正に伴いまして、市町村事業に係る国庫補助限度額が改正されるため条例の一部を改正するもので

す。幼稚園の就園奨励費につきましては、国の補助金交付要綱で補助限度額を国が毎年度予算で定め、

別に通知するとなります。今回その対象区分の改正が行われましたので、それに伴います改正をお願

いするものです。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。今回の改正は、入園料、保育料の合計額の補助限度額は

大幅に引き上げられたことに伴い条文の改正と限度額の改正を行うものです。 

 まず、別表の方からご説明を申し上げます。説明資料の９ページをお願いいたします。別表１の補

助限度額の同一世帯から２人以上就園している場合の第２子が「３万８千円」から「４万９千円」に、
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第３子以降が「６万６千円」から「７万７千円」に引き上げられます。説明資料の１１ページをお願

いいたします。次に、別表２の補助限度額の小学生１年生から３年生の兄弟を有している場合の第３

子以降が「３万２千円」から「７万７千円」に引き上げられるものです。 

 説明資料の８ページに度っていただきたいと思います。今、ご説明申し上げました補助限度額の引

き上げに伴いまして、実際の支払額が下回る場合がございますので、第２条の保険料の減免で但し書

きを付け加えるものです。改正後で、「なお、実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払い限度

額を限度とする」を加えるものです。 

 議案集をお願いします。議案集の１４ページをお願いいたします。附則で、この条例は公布の日か

ら施行し、この条例による改正後の大津町立幼稚園入園料及び保育料減免特別措置条例の規定は、平

成２１年４月１日から適用するといたしております。 

 次に、議案第４５号、大津町乳幼児健康支援一時預かり事業手数料徴収条例の一部を改正する条例

についてご説明を申し上げます。議案集は１５ページでございます。大津町乳幼児健康支援一時預か

り事業の実施場所が大津町老人福祉センターから大津町子育て健診センターに移転することに伴い、

条例の一部を改正するものです。 

 説明資料によるご説明を申し上げます。１２ページをお願いいたします。第２条中、事業の実施場

所の移転に伴い、大津町老人福祉センターを大津町子育て・健診センターに改めるものです。 

 次に、第３条中、給食・間食等を含むを削除するものです。手数料の額の中で給食・間食を含めを

削除するものですが、現状といたしまして給食または間食につきましては、病気回復時の幼児及び児

童でありますので、保護者が子どもの体調にあった弁当、あるいはお粥、離乳食などを持参させてお

り、給食・間食については提供していないというのが実情であります。また、新しい施設といたしま

す子育て支援センターに給食室がありませんので、今回改正をするものです。利用料についても補助

いたしましたけれども、約９０％の子どもたちが半額の利用料の保育園等に通う幼児でありまして、

また現在病後児保育を行っている県内の９市町村のうち菊陽町、それから合志市、山鹿市などの近隣

市町村のほとんどが大津町と同じ利用料金で、弁当につきましては保護者の持参ということになって

おります。やはりその日の子どもの状態とか、あるいは年齢も様々でありますので、保護者が子ども

にあわせた食事を持参をしていただくということで考えております。 

 議案集の１６ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２１年１０月１日から施行する

といたしております。 

 次に、議案第４６号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げま

す。議案集の１７ページでございます。護川小学校校区の学童保育施設の設置に伴いまして、条例の

一部を改正するものでする 

 説明資料によりご説明を申し上げます。説明資料、１３ページをお願いいたします。第２条の名称

及び位置で、名称を護川小学校校区学童保育施設。位置を大津町大字杉水３０９２番地を新たに加え

るものでございます。護川小学校敷地内のプレハブ教室を改修いたしまして、学童保育施設として１

０月１日から学童の受け入れを行うものです。 
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 議案集の１８ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２１年１０月１日から施行する

といたしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） おはようございます。 

 議案第４２号、大津町立診療所の設置等に関する条例の制定について説明いたします。議案集の８

ページ、それと説明資料綴りは２ページです。まず、条例の説明に入ります前に、基本的な考え方に

ついてご説明したいと思います。菊池圏域では、開設期間は４週間から８週間と想定していますが、

実際の患者動向等を把握した上で、菊池地域新型インフルエンザ対策協議会が協議し、発熱外来の診

療所を開設と休止、終了を決定いたします。この間は原則、他の医療機関では被感染患者等への感染

防止のため、発熱外来は行いません。今回、提案しています町立診療所は、新型インフルエンザに係

る診療を効率化し、混乱を最小限にするために設置される外来専門の医療施設になります。第３段階

の感染拡大期までの発熱外来は、新型インフルエンザの患者とそれ以外の疾患の患者とを振り分ける

ことで両者の接触を最小限にし、感染拡大の防止を図ることを目的としております。第３段階の蔓延

期以降における発熱外来は、感染防止策を徹底した上、新型インフルエンザの外来集中に対応するこ

とに加え、軽症者と重症者のトリアージにより入院治療の必要性を判断することを目的としておりま

す。メリットといたしまして３つございます。１つ目、住民の皆さんへの医療の確保ができることで

す。流行時に多くの患者さんが医療機関に押し掛け混雑するのを防ぐことはもちろんですが、医療機

関での診療ができないことを想定して軽症の患者さんは医療機関での診療を受けずに治療薬を受領で

きることです。病院内での感染拡大も防止できます。また、短期間で多くの方へ治療薬をお渡しする

ことができます。２番目、重症者のトリアージです。外来の皆さんに集中に対応することに加え、軽

症者と重症者のトリアージにより入院治療の必要な患者さんは病院への紹介をすることもできます。

３つ目、重症者の方の入院施設の確保ができることです。重症者の患者さんが入院施設を確保できる

とともに病院機能を破綻させないことが大切になります。菊池圏域では、菊池郡市医師会病院、再春

荘病院、熊本セントラル病院、熊本リハビリテーション病院の４病院で最低２００床を準備します。

その他、新型インフルエンザ以外、慢性疾患とか事故等の入院を担当する病院を別に７病院お願いす

ることにしております。 

 それでは、今回の条例についての中身について説明いたします。今回の条例の制定については、新

型インフルエンザの蔓延期において町内での感染拡大を防止するために、臨時的に新型インフルエン

ザ専用の大津町立診療所を設置することに伴い、条例を制定するものです。条例の内容については、

説明資料綴りで説明いたします。 

 ２ページをお願いします。条例の題名を大津町立診療所の設置等に関する条例としております。第

１条、設置の趣旨ですが、菊池地域新型インフルエンザ対策行動計画に基づき、カテゴリー２以上、

これ致死率０.１％以上でございます、の新型インフルエンザが地域に蔓延した場合、菊池地域新型イ

ンフルエンザ対策協議会において重症度や地域での発生状況を勘案して、大津町立診療所を臨時的に
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設置開設するとしています。第２条で、名称及び位置、第３条では診療科目を規定しています。第４

条で診療時間では、休診日は設けず、診療時間は午前９時から午後９時までとし、スタッフは６時間

ごとの交代としています。また運営開始から２８日間中７日間は２４時間診療とし、２市２町の順番

で実施することにしています。 

 ３ページをお願いします。第５条で診療事項として問診、診察及び薬剤の投与を行うこととしてい

ます。第６条は、診療費の算定方法について定めています。それから、第７条の診療所に従事する職

員についてですが、医療スタッフは菊池郡市医師会会員及び圏域の病院勤務医と圏域の医療機関に勤

務する看護師とし、事務スタッフは開設自治体の職員としています。また、薬剤の分包については、

あらかじめ菊池郡市薬剤師会に委託することにしています。 

 ４ページから６ページの別紙１と別紙２で、発熱外来のレイアウト及び外来スタッフの業務の概要

について記載説明していますので、後でご参照下さい。第９条は委任規定です。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するとしています。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第４３号、特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について説明いたします。議案集の１１ページ、それと説明資料は７ページです。今

回の条例改正は、議案第４２号で説明しました大津町立診療所の設置等に関する条例の制定に伴い、

条例の一部を改正するものです。条例の改正の内容については、別表の大津町地域公共交通会議委員

の次に、新たに大津町発熱外来診療医師及び大津町発熱外来診療看護師の報酬をそれぞれ記載のとお

りとするものです。 

 附則で、この条例は公布の日から施行するとしています。 

 以上、よろしくお願いします。 

 次に、議案第４７号、大津町国民健康保険条例の一部を改正する条例について説明いたします。議

案集の１９ページ、それと説明資料は１４ページです。今回の条例改正については、健康保険法施行

令等の一部を改正する政令の施行に伴い、国の緊急の少子化対策及び子育て支援の一環として、出産

育児一時金の増額が図られたことにより、国民健康保険条例の一部を改正するものです。なお、増額

に係る予算措置につきましては、今議会に補正予算を計上しております。 

 ２０ページをお願いします。附則の第３項で、今回の出産育児一時金の増額が経過措置であるため、

その適用期間を平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間の出産と規定し、引き上げ

額を４万円と規定しています。 

 附則で、この条例は平成２１年１０月１日から施行するとしています。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第５０号、平成２１年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

て説明いたします。補正予算書をお願いします。今回の補正の主なものは、平成２０年度の特別会計

の歳入歳出の額の確定に伴う繰越金及び後期高齢者支援金等の平成２１年度保険者負担分の額の決定

に伴うものです。 
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 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２千

３２８万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６億２千３４万円とするもので

す。 

 歳入について、予算に関する説明書の９ページと、併せて別冊補正予算の概要の８ページ、９ペー

ジをお願いします。款３、項１、目１療養給付費等負担金、款３、項２、目１財政調整交付金及び１

０ページ、款４、項２、目１財政調整交付金については、平成２１年度後期高齢者支援金、老人保健

医療費拠出金、介護納付金の額の確定に伴うもので、それぞれ負担割合により増額補正しています。 

 ９ページに戻りまして、款３、項１、目２及び１０ページ、款４、項１、目１の共同事業負担金に

ついては、平成２１年度共同事業負担金の額の確定に伴う減額補正です。９ページお願いいたします。

款３、項２、目２介護従事者処遇改善臨時特例交付金については、平成２１年度の介護報酬改定プラ

ス３％により、介護従事者の処遇改善を図ることに伴う保険料の上昇を抑制する措置として国から交

付されるものです。２２年度が２分の１、２３年度は０でございます。款３、項２、目３出産育児一

時金補助金については、平成２１年度１０月１日以降の出産に対し４万円が増額されることに伴い、

国の２分の１の補助金です。 

 １０ページをお願いします。 

 款５、項１、目１療養給付費等交付金については、平成２０年度療養給付費等交付金の精算に伴う

増額補正です。 

 １１ページをお願いします。 

 款１０、項１、目２その他繰越金については、平成２０年度特別会計の歳入歳出の額の確定に伴う

繰越金を減額計上しています。 

 款１２、項４、目２退職被保険者等第三者納付金については、交通事故等で保険を利用した場合の

返還金で、実績による増額補正です。 

 次に、歳出で１２ページをお願いします。 

 款１、項１、目１一般管理費、１３委託料は、第三者納付金の増加に伴う事務委託料、１８備品購

入費は窓口用のコピー機を購入するものです。これは卓上型のコピー機が故障したためです。 

 款２、項４、目１出産育児一時金については、１０月１日以降の出産に対し給付金が４万円増額さ

れることに伴い、２５件分を補正計上しています。 

 １３ページの款３、項１、後期後継者支援金等、款４、項１前期高齢者納付金等、１４ページ、款

５、項１老人保健拠出金、１５ページ款６、項１介護納付金及び款７、項１共同事業拠出金について

は、平成２１年度のそれぞれの額の確定に伴う補正です。 

 １６ページをお願いします。 

 款１１、項１、目３償還金については、平成２０年度療養給付費等交付金、国庫の額の確定に伴う

増額補正です。目５高額医療費特別支給金については、平成２０年４月から１２月までの７５歳到達

者に対し、医療費が限度額を超えた場合に支給される高額医療費特別支給金を今年度限りで補正計上

しています。 
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 款１２、項１、目１予備費で、補正に伴う財源調整をしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩します。１１時１０分から再開します。 

午前１１時００分 休憩 

                    △ 

午前１１時１２分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、議会を再開いたします。 

 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 続きまして、議案第５１号、平成２１年度大津町老人保健特別会計補正予

算（第１号）について説明いたします。 

 補正予算書をお願いします。今回の補正は、平成２０年度医療給付費等の事業精査に伴う補正です。

予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０９

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千１１２万５千円とするものです。 

 歳入について、予算に関する説明書の７ページと併せて補正予算の概要の１０ページをお願いしま

す。 

 款１、項１、目１医療費交付金については、第三者納付金の増に伴う減額補正です。 

 款４、項１、目１一般会計繰入金については、平成２０年度老人医療給付費精算に伴う増額補正で

す。 

 款５、項１、目１繰越金については、平成２０年度老人保険特別会計歳入歳出の額の確定による繰

越金を計上しています。 

 ８ページをお願いします。 

 款６、項３、目１第三者納付金については、交通事故等で保険を利用した場合の返還金で、実績に

伴い補正計上しています。 

 次に、歳出について、説明書の９ページをお願いします。款２、項１、目１償還金については、平

成２０年度老人保健医療給付費等事業実績報告に伴う支払い基金交付金、国庫負担金、県負担金の精

算に伴う増額補正です。款２、項２、目１一般会計繰出金は、第三者納付金の増に伴い、一般会計に

繰出金として歳出処理するものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議案第５４号、平成２１年度大津町介護保険特別会計補正予算（第１号）について説明いたします。

補正予算書をお願いします。今回の補正は、平成２０年度特別会計の歳入歳出の額の確定による 

繰越金及び介護予防実態調査分析支援事業の実施に伴うものが主なものです。 

 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６千

１４５万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億６千３９万円とするもので

す。 

 歳入について、予算に関する説明書の８ページと併せて別冊補正予算の概要、１１、１２ページを
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お願いします。 

 款３、項２、目３介護保険事業費補助金については、介護予防事業のシステム面を強化したモデル

事業で、１０分の１０の国庫補助金を計上しています。 

 款８、項１、目１繰越金については、平成２０年度介護保険特別会計歳入歳出の額の確定に伴う繰

越金を計上しています。 

 款９、項２、目２被保険者第三者納付金については、交通事故による第三者納付金の２件分を計上

しています。 

 次に、歳出について説明書の９ページをお願いします。 

 款１、項１、目１一般管理費、１３委託金については、第三者納付金２件分の発生に伴う事務委託

金を補正計上しています。 

 款３、項１、目４介護予防実態調査分析支援事業は、できるだけ多くの高齢者の生活機能の実態を

把握し、リスクの高い高齢者にアプローチすることが急務となっており、モデル事業として１０月か

ら事業が開始されるものです。この事業は、６５歳以上の要支援、要介護認定者を除く全高齢者に特

定高齢者把握事業の基本となります基本チェックリストを配付し、５割以上を回収するというもので

す。節７賃金は、チェックリスト未回収者へのアプローチのため、保健師及び事務補助員を臨時的に

雇用するものです。節９旅費は、モデル事業に伴う研修会出席のため１回分を計上しています。節１

１需用費については、消耗品としてチェックリスト及びお知らせ等のコピーに伴うトナー代等、また

印刷製本費として返信用封筒、パンフ等の印刷代です。節１２役務費は、チェックリスト配付返信用

の郵便代及び未回収者への電話代、それから節１４使用料及び賃借料については、事業実施に伴うパ

ソコン等機器のリース料を計上しています。 

 １０ページをお願いします。 

 款６、項１、目２償還金については、平成２０年度の介護給付費の額の確定に伴い、国・県負担金

支払基金及びシステム改修事業国庫補助金の確定による返還金です。款６、項２、目１一般会計繰出

金については、平成２０年度の介護給付費及び事務費の精算確定に伴う補正です。 

 １１ページをお願いします。 

 款７、項１、目１予備費で、財源調整を行っています。 

 以上、よろしくお願いします。 

 議案第５６号、平成２１年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について説明いた

します。補正予算書をお願いします。今回の補正は、平成２０年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出

の額の確定に伴う補正です。 

 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１７

８万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３千８２７万６千円とするもので

す。 

 歳入について、予算に関する説明書の７ページと、併せて別冊補正予算の概要１３ページをお願い

します。 
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 款５、項１、目１繰越金については、平成２０年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出の額の確定に

よる繰越金を計上しています。 

 次に、歳出について、説明書の８ページをお願いします。 

 款５、項１、目１予備費については、繰越金を平成２０年度の精算に備えるため予備費に計上する

ものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 議案第４８号、公有財産の使用についてご説明します。議案集の２１ペー

ジと、説明資料は１５ページからになります。公有財産の使用についてですが、西原村の俵山の町有

地に計画されております水源涵養林の用地として、熊本市と森林整備協定と分収林契約を結び、公有

財産を使用させるものです。 

 ２２ページをお願いいたします。１の財産で、所在は熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子大字俵山３５９

９番３で、地目は原野、面積が５２万７千７００平方メートル、使用目的は造林となっております。

使用期間につきましては、２００９年１０月１日から２１０９年３月３１日までとなります。２の契

約の相手方は、熊本県熊本市手取本町１番１号、熊本市長、幸山政史様となります。 

 説明資料の１５ページをお願いいたします。熊本市が計画されています水源涵養林整備５カ年計画

からご説明します。熊本市が大津町、西原村、南阿蘇村の原野で合計１００ヘクタールに水源涵養の

ための広葉樹を植えたいということで協議があっております。 

 その広葉樹造林の説明を申し上げます。熊本市の水源涵養林整備５カ年計画、平成２１年から２５

年度です。事業内容は、熊本市の清冽な地下水を将来にわたり保全するには、上流域での森林づくり

を進めていくことが必要。そこで、平成２１年度からの５カ年計画で白川上流域の地下水涵養域内の

大津町所有原野約４０ヘクタール、次の１６ページの地図をごらんいただきたいと思います。当該地

域を表示しております。図面の中央左から走っております道路が県道熊本高森線で、位置としまして

は俵山トンネルの付近になります。これが大津町所有の４０ヘクタールとなります。１５ページをも

う１回お願いします。大津町所有の４０ヘクタールと、別に南阿蘇村所有原野３０ヘクタール、西原

村所有原野３０ヘクタールで、広葉樹造林を実施し、１００ヘクタールの水源涵養機能の高度な発揮

を図るとされております。この計画では、上下流自治体が連携をして森林の造成や整備を推進するこ

とにより、森林の公益的機能を高め、住民生活に欠かすことのできない水資源の確保などを訳する水

源涵養林森林整備協定を締結し、同時に契約期間１００年の分収造林契約１００年の森を締結し、造

林補助制度や水と緑の森づくり税起債を活用して水源涵養機能が高度に発揮できる山づくりを目指す

というものです。また、造林地を上下流住民交流森林ボランティア育成森林環境教育の場として活用

し、水源涵養林整備への理解を深めるとされております。２の計画箇所の概要ですが、西原村で大津

町所有の原野、区域面積約５３ヘクタールのうち４０ヘクタール、南阿蘇村の所有原野で約４５ヘク

タールのうち３０ヘクタール、西原村の所有原野で３７ヘクタールのうち３０ヘクタールとなり、合

計１００ヘクタールになります。 
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 次に、３の５カ年計画の事業料ですが、表の一番上の欄の大津町所有では、２１年度６ヘクタール、

２２年度７ヘクタール、２３年度７ヘクタール、２４年と２５年度が１０ヘクタールで、合計４０ヘ

クタールです。 

 次の４については、熊本市が実施される事業費です。 

 １６ページの図面は、大津町所有の原野、先ほど説明しました４０ヘクタールに５カ年計画で順次

広葉樹を造林されるものです。 

 次、１７ページをお願いいたします。この事業を進める上で水源涵養林森林整備協定書が必要であ

り、熊本市甲と大津町乙は、熊本県の立ち会いの下に協定を結ぶこととしております。第１条は目的、

第２条は区域で、西原村鳥子の５２万７千７００平方メートルの区域になります。第３条は整備に関

する事項で、別に締結する分収林契約に基づくとしております。第４条、有効期間、同じく分収造林

契約に定める期間で１００年となります。第５条は交流、第６条は道路の補修、大津町が所有する道

路について、この協定で必要な道路の補修は熊本市が行う。第７条帰属で、熊本市が補修を行った道

路等は大津町に帰属するということで、次の１８ページで、熊本県知事の立ち会いで熊本市と協定を

結ぶものです。 

 次に、１９ページをお願いします。分収林契約ですが、これは熊本市と大津町で分収の契約を締結

するものです。第２条の有効期限で、２００９年から２１０９年とすぐ１００年の期間を定めていま

す。第３条は植栽の計画で、予定の樹種は広葉樹です。植栽は最初の５年間で、その後管理を行い、

３で２０１０４年から２１０９年で伐採予定となっております。 

 次に、２０ページの第１３条の分収の方法ですが、この契約に係る造林による収益が出た場合、収

益は熊本市１０分の６、大津町が１０分の４とするものです。以下についても、この割合で規定をい

たしております。 

 公有財産の使用について、以上であります。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） 議案第４９号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）について

ご説明を申し上げます。別冊の補正予算書の１ページをお開き願いたいと思います。併せまして、別

紙補正予算の概要をご参照願いたいと思います。 

 第１条で規定の予算総額に２億５千９４６万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１８億２０

６万３千円とするもので、当初予算費７.１２％の増になっております。第２条で、債務負担行為の追

加を第２表債務負担行為補正のとおりといたしております。今回の補正予算の主なものとしましては、

歳入面では普通交付税が交付決定により７億４千７７３万１千円となりまして、当初から１億３千２

００万９千円の減額となりました。また平成２０年度繰越額の確定による繰越金２億３千４３２万４

千円などです。一方、歳出面では財政調整基金積立１億２千万円、新型インフルエンザ蔓延期に設置

します町立診療所の設置関連費用５千８５万９千円、村づくり交付金事業関係で１千８０７万５千円、

外牧の中畑分収林の保育事業委託で１千７１万円などを計上させていただいております。 

 予算書の８ページをお願いいたしたいと思います。第２表債務負担行為補正でございますけれども、
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大津小学校プレハブ校舎の借上料につきましては、大津小学校が来年度より児童数の増加によりまし

て、教室数が不足するため、分離校が新設されるまでの期間、２階建て４教室のプレハブ教室等をリー

スで新設して使用するものでございます。２４年度までの総額３千１５０万円を計上いたしておりま

す。 

 説明書１８ページをお願いいたします。歳出から説明をさせていただきたいと思います。 

 款２、項１、目１一般管理費、節３職員手当等の増額につきましては、職員の申請に伴う補正でご

ざいます。節４共済費の増額につきましては、緊急雇用対策相談員配置事業に伴う社会保険等の事業

主負担金でございます。目５財産管理費、節１２役務費につきましては、公有施設のごみ処分場が１

０月から有料化されたものによるものでございます。節１４の入札情報システム使用料につきまして

は、インターネットによる工事実績情報検索システム利用のための１台分を追加するものでございま

す。目１０男女共同参画推進費につきましては、県の緊急雇用創出事業交付金を利用いたしまして、

男女共同参画社会に関する意識調査等を実施する関連費用でございます。 

 １９ページをお願いいたします。 

 目１３財政調整等基金費につきましては、平成２０年度繰越額の確定に伴いまして繰越金の２分の

１を下回らない金額を財政調整基金に積み立てるもので、２０年度繰越総額３億３千４３２万４千円

で、当初予算の繰越額１億円を差し引きまして２億３千４３２万４千円の２分の１を積み立てており

ます。款２、項２、目２賦課徴収費、節１３委託料の住民税システム改修業務委託につきましては、

所得証明課税台帳記載事項証明書の表示変更のために電算システムの改修を行う者でございます。 

 ２０ページをお願いいたします。 

 款２、項５、目２各種統計調査費につきましては、国政調査区設定委託金、経済センサス基礎調査

委託金等の確定に伴う事業費の調整でございます。 

 款３、項１、目２、節１２役務費の医師意見書作成手数料につきましては、障害区分認定に伴う意

見書作成件数の増加によるものでございます。 

 次の２１ページ、節２３につきましては、平成２０年度実績に伴います各補助金の確定に伴う返還

金でございます。款３、項２、目１児童福祉総務費、節７賃金につきましては、育児に悩みのある親

の話を傾聴し、家庭訪問や相談事業を行い、育児期の孤立感や育児不安の解消を図るため支援を行う

ために、精神保健福祉１名を子育て支援課に配置するものでございます。これは、県の安心こども基

金を活用させていただいております。節１３委託料の子育ち食育応援事業につきましては、乳幼児か

ら思春期までの子どもとその親を対象に年齢や子どもの発達段階に応じて必要とされる食に関する学

習の機会や情報提供を進め、健康で明るい活力の中で子育てを応援するためにＮＰＯ団体に事業実施

を委託するものでございます。病後児保育事業委託につきましては、県の補助基準額の変更に伴う増

額分でございます。地域子育て創生事業委託につきましては、地域における子育て力を育み、コミュ

ニティの活性化を図るための子育て支援対策といたしまして、１０月開設予定の大津町子育て・健診

センターにおいて行うイベント開催事業の委託費用でございます。 

 ２２ページをお願いいたします。 
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 款４、項１、目１保健衛生総務費、節２０の扶助費につきましては、妊婦の県外出産対象者の増加

に伴うものでございます。目２予防費につきましては、今後大流行の発生が懸念されます新型インフ

ルエンザの蔓延期において、町内での感染拡大を防止するために町がインフルエンザ専用の外来診療

のために診療所を臨時に設置する関連経費計上させていただいております。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 目４健康増進費につきましては、国の経済対策といたしまして、助成特有のがん検診としまして、

子宮がん検診、対象者が２０歳、２５歳、３０歳、３５歳、４０歳及び乳がん検診対象者が４０歳、

４５歳、５０歳、５５歳、６０歳の女性の方を対象に実施するもので、それぞれ約千名の受診率３０％

を見て予算を計上させていただいております。 

 款５、項１、目１労働諸費でございます。節７の賃金につきましては、緊急雇用対策で離職者等の

就業支援策としての相談員を配置させていただいておりますけれども、平成２２年３月までの４カ月

間延長するための賃金でございます。節９旅費から、次の２４ページ節１８備品購入費までは、無料

職業紹介事業所開設に伴う関連費用を計上させていただいております。 

 款６、項１、目３農業振興費、節１９の４鳥獣害防止対策事業補助金につきましては、イノシシ被

害増大による電気撲殺機設置の２分の１の補助です。ソーラー式５台、電池式３台を予定しておりま

す。目５農業構造改善事業費、節１８備品購入費につきましては、総合交流ターミナルの備品で、老

朽化した冷蔵庫及び給湯器を購入するものでございます。次の２５ページに掛けての目６農地費の主

なものにつきましては、村づくり交付金事業に関する農道修道の専権変更に関するもの及び用地費、

電柱移転補償費等の増額でございます。節１９の５、新農業水利システム保全対策事業補助金につき

ましては、大菊土地改良区の事業に関する補助金でございます。目７圃場整備費、節１３委託料につ

きましては、矢護川圃場整備事業の受益面積の拡大に伴います地図作製委託料の増額分でございます。 

 ２６ページをお願いします。 

 款６、項２、目２林業振興費につきましては、外牧の中畑団地分収林の間伐５.６９ヘクタール及び

作業道１千４３６メートルの補修整備を行うもので、全額森林農地整備センターの補助になります。 

 ２７ページをお願いいたします。 

 款８、項２、目２道路維持費の節１３委託料の護岸雑草処理業務委託につきましては、中島区に白

川護岸雑草処理を委託するものでございます。目３道路新設改良費につきましては、国道３２５号室

交差点改良工事に関連する町道部分の測量設計委託内容変更による減額と、次の２８ページ、節１７

の用地費で、森上鶴線ほかの道路用地の購入費に係るもの及び節２２で道路改良に伴う電柱、上水道

との移転補償費の増額になります。款８、項３、目１都市計画総務費では、地域新エネルギー省エネ

ルギービジョン策定関連の事業費の調整を行っております。 

 ２９ページをお願いいたします。 

 款８、項３、目３公園緑地費、節１１の修繕料につきましては、町立公園の外灯、トイレ等の修理

と矢護川公園水路改修を行います。節１５工事請負費につきましては、美咲野中央公園の東屋の支柱

がシロアリに腐食され危険なため取り替えるものでございます。昭和園集水桝改修工事につきまして
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は、雨水の自然浸透で陥没した集水桝の改修工事を行うものでございます。目６まちづくり交付金事

業費、節１３の建物鑑定委託は、駅前楽善線建物等の調査費の増額分でございます。 

 ３０ページをお願いいたします。 

 款１０、項１、目２教育委員会の事務局費で、節７賃金の学校生活補助員賃金につきましては、要

支援児童生徒への教育支援を行うために、室南小、北中に各１名の補助員を雇用するものでございま

す。次の緊急経済対策促進事業補助員賃金につきましては、学校ＩＣＴと環境整備事業を行うため情

報通信機器の取扱いや運用に精通した臨時職員を１名雇用するものでございます。 

 款１０、項２、目１学校管理費、節１１の修繕料は、大津小学校の体育館の照明器及び南小学校の

車いす使用の児童に対応するためのスロープ設置水道蛇口修理及び防火扉の修理を行うものでござい

ます。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 款１０、項３中学校費では、大津中学校の体育館ステージバトン修理と男子トイレ修理費用を計上

させていただいております。 

 款１０、項５、目１社会教育費の節１９補助金につきましては、高尾野公民館のシロアリ等による

補修費用の３分の１補助分でございます。 

 ３２ページをお願いいたします。 

 款１３予備費で、今回の財源調整をさせていただいております。 

 続きまして、歳入の方を説明させていただきます。戻りまして、１２ページをお願いいたします。 

 款９、項１、目１地方特例交付金の増額につきましては、児童手当拡充分及び住宅借入金等特別控

除分の減収補てんのための交付金の確定によるものでございます。 

 款９、項２、目１特別交付金につきましては、恒久減税廃止に伴う経過措置として交付される交付

金の確定によるものでございます。 

 款１０、項１、目１地方交付税の減額につきましては、当初普通交付税を８億７千９７４万円見込

んでおりましたが、交付決定額が７億４千７７３万１千円となりまして、１億３千２００万９千円の

大幅な減額となりました。これにつきましては、交付税の見積もり積算におきまして基準財政需要額

が約９千万円多く国の方に算定されまして、基準財政収入額が２億１千万円の減額算定になったもの

でございます。国の方では大津町の提出するデータでもって積算して調整率を掛けて決定されており

ます。 

 １３ページをお願いいたします。一番下の欄でございます。 

 款１４、項２、目３衛生費国庫補助金につきましては、国の経済対策としまして今年度実施されま

す女性特有のがん検診推進事業、先ほど言いました子宮がん、乳がん検診の５歳刻みに対する補助金

でございます。 

 １４ページをお願いいたします。 

 款１５、項２、目２、節３児童福祉補助金の病後児保育事業につきましては、県の補助基準額の変

更による増額分でございます。地域子育て創生事業、これは新規事業でございますけれども、子育て
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創生事業といたしまして、子育て・健診センターのクリスマスイベント開催事業委託費１９２万円、

及び要支援児童対策事業といたしまして、要支援児童対策のための相談、家庭訪問を行います精神保

健福祉士１名雇用の補助金６０万円の合計２５２万円で、全額補助となっております。目３衛生費県

補助金の妊婦健康診査臨時特例交付金につきましては、妊婦の県外出産の増加に伴う２分の１の補助

でございます。目４農林水産業費県補助金、節３農地費補助金につきましては、事業主体の土地改良

区に交付されるものでございます。節４圃場整備費補助金につきましては、矢護川圃場整備事業地形

図作製のための補助金１５％が新たに認定されたものでございます。目５商工費県補助金の緊急雇用

創出事業補助金につきましては、非正規労働者、中高年者の一時的雇用、就業機会創出支援のための

事業でございまして、全額補助金を利用しまして５つの事業の展開を行います。事業の内容としまし

ては、本予算に上げておりますけれども、総務費関係では男女共同参画推進費の住民意識調査関連で

９８万７千円、児童福祉の子育ち食育応援事業といたしまして１０６万７千円、労働諸費の緊急雇用

相談員賃金関連で１０４万円、教育費の学校生活補助員賃金としまして１３６万６千円、それから学

校ＩＣＴ関係の緊急経済対策促進事業補助金賃金としまして５１万９千円の５つの事業を行わせてい

ただくことになっております。 

 款１５、項３、目１、節２統計調査委託金の減額につきましては、各調査委託金の交付決定に伴う

補正でございます。 

 １５ページをお願いいたします。 

 目５、節１土木費委託金の節１の護岸雑草処理業務委託金は、先ほど言いました白川護岸の草刈り

等の処理委託金でございます。 

 款１６、項１、目１財産貸付収入の節１土地建物貸付収入は、大津警察署と書いてありますけれど

も、これは当初の関係でございますけれども、今回の予算につきましては、法務局の移転用地の貸付

料で８月から３月までの８カ月分１０４万円を計上させていただいております。引の水の移転用地に

なります。 

 款１６、項２、目２資本金精算金につきましては、平成２１年６月３１日に解散しました大津町振

興公社の町出資の資本金精算金でございます。出資比率７７.５％で計算されております。 

 １６ページをお願いいたします。 

 款１８、項１は、２０年度決算に伴います老人保健、介護保険各特別会計からの繰入金でございま

す。 

 款１８、項２、目５財政調整基金繰入金は、今回の補正財源として繰り入れるものでございます。

今回は、普通交付税で約１億３千２００万円の減額となっておりますが、繰り越しに伴う財源などを

差し引きまして、不足額５千万円を繰り入れております。補正後の基金残高は、約５億５千万円の見

込みとなっております。 

 １７ページをお願いいたします。 

 款１９、項１繰越金につきましては、２０年度決算に伴う繰越額でございます。 

 款２０、項３、目３、節１雑入の水源林整備事業費１千７１万円につきましては、森林農地整備セ
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ンター関連でございまして、外牧の中畑団地分収林の整備分でございます。発熱外来診療費４千９６

５万１千円につきましては、町が緊急に設置いたします新型インフルエンザ発熱外来診療所での 

個人から徴収する診療費等になります。 

 続きまして、人件費関係の補正につきましては、給与明細書で説明させていただきます。一番最後

のページ、３３ページをお願いいたします。給与費明細書でございます。１、特別職の表でございま

すけれども、一番下との比較表を見ていただければいいと思います。その他の特別職で２８０人の増

加になっておりますけれども、この関係は新型インフルエンザ関係の医師と看護士との延べ人数でご

ざいます。この分の報酬合計は１千９２万円となっております。それと、比較の計欄の合計欄で統計

調査員報酬、減額１４万６千円となっております。差し引きまして１千７７万４千円でございます。 

 続きまして、３４、３５でございます。一般職の部でございますけれども、一般職についての人員

数については変更はありません。なお、３５ページに職員手当の増減につきまして記載してあります

ので、ご参考にお願いいたしたいと思います。この中で、一番大きい時間外勤務手当につきましては、

インフルエンザ関係のものになります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第５２号です。平成２１年度大津町外４ヶ市町村共有財産管理処分事

務受託特別会計補正予算書（第２号）についてご説明します。 

 今回の補正は、分収造林契約に基づき、旧緑支援機構、現在の独立行政法人森林総合研究所の間伐

及び作業道整備を実施するためのものです。 

 議案集は２６ページです。予算の概要は、１１ページになります。 

 特別会計補正予算書の１ページをお願いします。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ４８５万１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１千６万４千円とするもの

でございます。 

 説明書の７ページをお願いします。歳入からご説明申し上げます。 

 款３、項１、目１の諸収入、節２の雑入は、旧緑資源機構で現在の独立行政法人森林総合研究所と

の分収造林契約に基づく間伐及び作業道整備実施に伴う必要な水源林整備事業の財源としての収入で

ございます。 

 ８ページをお願いします。歳出でございます。 

 款１、項１、目１の一般管理費の節１３の委託料は、間伐及び作業道整備実施に伴う古城団地内の

切り捨て間伐、ヒノキでございますが、及び作業道整備に必要な間伐管理委託でございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第５３号、平成２１年度大津町公共下水道特別会

計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。今回の

補正は、前年度の事業確定による繰越額及び公債費の補正が主なものになります。 
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 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１千８６２万１千円増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７千８７１万５千円とす

るものです。 

 補正予算に関する説明書により、詳細を説明申し上げます。歳入から説明いたします。７ページを

お願いいたします。 

 款４、項１、目１一般会計繰入金は、繰越額の確定と公債費の増額により増額するものです。款５、

項１、目１繰越金は、前年度の確定により増額するものです。 

 歳出をご説明申し上げます。８ページをお願いいたします。 

 款１、項１、目１総務管理費は、財源の組み替えになります。 

 款２、項１、目１元金の増額及び目２利子の減額は、平成２０年度末の借換債について当初予算に

おいて１０年償還の元利償還払いで計上しておりましたが、７年償還になったために補正するもので

す。 

 続きまして、議案第５５号、平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）につい

てご説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。今回の補正は、前年度の事業確定に

伴う繰越額の補正が主なものになります。 

 １ページをお願いいたします。 

 第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４７万８千円増額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６億６千４３５万１千円とするものです。 

 詳細につきまして、補正予算に対する説明書により説明申し上げます。歳入から説明いたします。

７ページをお願いいたします。 

 款５、項１、目１一般会計繰入金は、繰越額の確定により減額するものです。 

 款６、項１、目１繰越金は、前年度事業確定により増額するものです。 

 歳出を説明いたします。８ページをお願いいたします。 

 款１、項１、目１総務管理費は、錦野地区の下水道接続が増加しているため水洗化助成金を増額す

るものです。目２農業集落排水事業費は、杉水処分場の上水道加入金を補正するものです。 

 款２、項１、目１元金は、財源を組み替えるものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで、提案理由の説明が終わりました。 

 しばらく休憩いたします。午後は、１時００分から始めます。 

午前１１時５８分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

     日程第３０ 議案質疑 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第３０ 議案質疑を行います。 

 まず、議案第４１号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４２号及び議案第４３号の２件を一括して議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４４号から議案第４６号までの３件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４７号及び議案第４８号の２件を一括して議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第４９号を議題とします。質疑はありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第４９号、一般会計補正予算について質疑いたします。 

 所管委員会のところは委員会で審議いたしますので、ここの予算の概要というやつを見ながら質疑

したいと思います。 

 まず、４ページ、予算の概要の４ページですね、農政課の農業構造改善事業費、節の１５、１８、

これが補正額といたしまして工事請負費と備品購入費がそっくりそのまま額が裏返っております。こ

の点につきまして、工事請負費で算出した９１万２千円が備品購入費としても９１万２千円という額

が上がっている。このことについてですね、きちんとこの備品に対しての額のあらかじめの、ある程

度の額というのは算出はなされているのか。 

 それと、また似たような形で、この６ページのですね、８の３の６、まちづくり交付金事業、委託

料と公有財産購入費としてそっくりそのままこの調査費の方にですね、財産購入費が委託料の調査費

の増額として６８６万３千円組み替えられておるということです。これも非常にざっとしたものでは

ないかなと、この２件についてですね、実際今回の補正予算、増額補正予算をされておりますが、そ

の内訳といたしますれば、一般財源が１億８千万円ほど入っておるということで、約７０％は一般財

源の持ち出しであるということでございます。補正予算でいろんなものを調整、そして要らないもの

はきちんと精査しながら補正していくというのが本来の筋であろうかと思いますが、ただその金額あ

たりをですね、そのまま持ってくるという根拠がどうも満額ありきで、その中で余ったら返しますよ

と、これだけ使っていいんですよというような気がしてなりません。この同額で持ってきた理由とい

うのも、併せてきちんと説明を願いたいと思います。 

 それと、５ページの公園緑地費の中の工事請負費ですね、これの美咲野中央公園の東屋の改修工事
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についてでありますが、５２万５千円、これについては、何年経つか、はっきりした経過した日数と

いうのは知りませんが、これは管理責任というのが出てくるんではないかなと。きちんとシロアリの

駆除なり何なりのそういった防衛策といいますか、を図っておけば、この改修工事というのは発生し

なかったのではないかなと思われる点がありますので、そういった防虫されないようにやっていたけ

れどもシロアリに経過年数が経つにつれてやられたのか。またその管理というのはきちんとされてい

たのかどうかというのをお聞きします。質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず、永田議員の岩戸の里の工事費の関係と、それから備品関係等の同額

ではないかということでございますが、まず当初におきましては、施設そのものが工事関係の修繕と

いうふうに予算計上をしておったところでございます。その中で、冷蔵庫等につきましては、これは

修繕等でなくて備品等の取扱いという形ではないかなということで、だからまずそちらの備品関係等

の見積もり等を取りまして、そちらの方を確認しまして、その分、修繕工事費から逆にその同じ同額

の減額をしたという経緯でございます。 

 それから、５ページの公園緑地関係でございます。その中におきましては、管理不十分ではないか

なということでございますが、シロアリ等も含めて、あるいは風等もありまして経過年数は経ってお

りますけれども、そういう管理不十分ということではないと思っておりますけれども、そうしたこと

を含めまして修繕をしなければ、当然手直しをしなければならないというところから計上をさせても

らっているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 今回につきましては、まちづくり交付金事業に関しては、土木部の予算関係全部一括で計上してお

ります。その中で、駅周辺関係につきましては、本年度業務委託を行いまして、駅周辺整備の検討を

進めておりますので、その関連で門出・中学通り線と書いてありますけれども、マイロード関係につ

いては、まだ着手できておりません。その分で、駅前楽善線の方が建物等が多くて、早めに積算等が

必要でありますので、門出・中学通り線の公有財産分を委託料の方に回しているということでご理解

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。委員会に付託されて深く審議されることだろうと思い

ますが、もう一つ引っかかる点がありますので。総合交流ターミナル施設のことでございますが、工

事請負費から備品に変わったということはですね、これは町が持つ責任があるのか。こういった備品

に関しては、今委託されているところが自分で、自分がやりやすいような備品を購入してやっていく

のが筋ではないかなと思います。こういった契約関係が線引きがきちんとしてないと、何もかんもが

町の負担になってしまう。経営は任せたけれども、何もかんも町の経費で落とされるんであるならば、
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誰がやったって黒字でますよ。問題はこういったところです。工事請負費と備品購入費というの、こ

れは両方とも町が見るべきなのか、そこの線引きはどこから引いてきたのか、質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず、工事請負関係と備品等の違いの中のどういうことかということでご

ざいます。この中におきましては、協定書関係を指定管理者関係のときにつくっておりまして、その

工事関係、当然町の施設施設の関係でございますが、その協定書の中に町が持つ備品台帳の施設一覧

表を取っておりまして、それからその中におけるところの施設の、前から工事関係については施設の

一部ということでございますので、この冷蔵庫におきますところの附帯施設の中でこれは町の施設と

いうことでうたって、契約協定書の中の備品一覧表の中でうたっておりますので、町の施設の備品と

して計上したところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５１号及び議案第５２号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第５３号から議案第５６号までの４件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、認定第１号を議題とします。質疑ありませんか。荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 認定第１号の平成２０年度の一般会計の決算認定についてお伺いをいたしま

す。一般会計の決算認定にあたっての疑問、質疑でありますが、ご承知のとおり昨年暮れからの経済

不況で、特に大津町に及ぼした財政的影響が非常に大きかったと。その中でも法人税の、まさに激減、

今年度はもっと減額となってしまっているわけですが、この法人税の激減に伴って、今回の決算にあ

たり新年度の予算編成にもその状況を反映をさせていかないといけないと思うわけですが、その中で

いわゆる標準財政規模が低下をすると。この標準財政規模を分母として各種の財政健全化についての

判断比率ですね、これがよく出されているわけです。これは、平成２０年度の財政健全化審査意見書

が今回添付がなされております。この中で、３番の実質公債費比率が２０年度は１２.８％、やがて１

３％に上がってきております。これは、監査委員さんの指摘事項だと思いますが、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づく各指数については、上記のとおり、特に指摘すべき事項はないが、

その中でも実質公債費比率の数値については注視をしていきたいということで、つまりこの実質公債

費比率がやがて１３％で、これが来年、今年度、来年度も上がっていく心配があるわけです。この実
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質公債費比率が１８％を超えると、起債が許可制にされてしまうと。ですから、実質公債費比率が１

８％に達するかどうか、その点については非常に町の財政にとっては要注意ではなかろうかと思いま

す。この標準財政規模を分母としてこうした各種の比率でありますが、私も独自で計算をしてみまし

たが、標準財政規模を分母として、いわゆる地方債、いわゆる借金残高ですね、債務負担も含めて標

準財政規模に対して何％に借金残高が当たるかという計算をしましたが、平成２０年度で１５０％を

超えて、今年度ですね、２１年度は２００％に近づいていくんではなかろうかと。要するに借金をこ

れ以上増やさない、当然財政担当課においてはご承知のこととは思いますが、大津町にとっては特に

気を付けなければならない問題ではなかろうかと思います。つまり、財政規模、大津町の法人税がこ

れだけ激減をする中で、身の丈に合わせてこれからの財政計画をきちんと見直していかないと、法人

税がまた元のようにですね、右肩上がりで上がっていくかどうかというのは、今のところはそう簡単

ではないと思われるわけです。一方で、借金をまたここで増やしていけば、住民サービスに影響が、

住民サービスに回す財政が絞られてしまうと、そういう心配もあるわけですけど、この決算を審査す

るにあたって、この２０年度の状況を新年度にどうやって反映をさせるか、財政当局の見解をお聞き

したいと思います。 

 それから、監査報告書の中で、監査委員の意見書ですね、監査委員さんの意見書の中で、９ページ

の町の人件費、構成費は２０年度下がってきていると。しかし、物件費に含まれる人件費もあるわけ

ですが、今のこの経済不況で町民の中にもいわゆるワーキングプアという人たちが全国的に増えてい

ると言われておりますが、町民のこの暮らしと福祉に責任を持つこの行政がですね、直接責任を持っ

ております臨時職員、あるいは嘱託職員ですね、こういった人たちの賃金体系が一体どうなっている

のか。あるいは、人数はどうなってきているのか。こういうものは、本来、決算の中で歴年でですね、

人数増えたのか、減ったのか、賃金が改善をされたのか、悪くなったのか、よくなったのか、こうい

うものを本来示すべきではなかろうかと思います。とりわけ臨時職員については、物件費ということ

で人間でありながら物扱い区分がなされております。これは国のそういう統計上の問題であるかと思

いますが、我々議員ではこの物件費の中に一体人件費、臨時職員の賃金がどうなっているのか、この

資料ではまったく判断も付かないと思われます。この点について、本来歴年の比較を、毎年報告する

べきではなかろうかと思いますが、お尋ねをいたします。 

 それから、具体的な事業についてお尋ねをしますが、これまでも、いわゆる同和対策について一刻

も早く終結を求めてまいりましたが、２０年度においてもとりわけ団体活動助成金ですか、３８０万

円ほど支出がなされております。あるいは、教育費関係で学校人権教育研究会にも毎年２５０万円支

出がなされております。もう国の特別法がなくなってからかなりの年数が経つわけですが、一体いつ

までこういう特別扱いを続けていくつもりなのか。果たしてこれが同和問題の解決に私は逆行すると

思いますけれども、この先の見通し、いつまで続けていくのかお尋ねをしたいと思います。とりわけ、

個人に対する活動費、補助金の中で個人に対して１日出たら何千円、こういうことをやっている 

補助金は、ほかにはもはやあってはならないし、やっていないと思いますけれども、こういうことが

この同和団体の補助金の中で使用がなされている。あるいは役員手当、これもまた支払いがなされて



 

 37

いると。こういうものはなくすべきだと思いますけど、いつまでこういうことを続けていくつもりな

のか、お尋ねをしたいと思います。 

 ３点目、民生児童員への補助金がございます。民生児童員活動補助金が支出がなされて４０３万円

ですかね。もちろん民生児童員に対する補助は、国・県の補助金ではとても足りないということで、

そのうち町が３８２万円ほど支出がなされております。この支出そのものは必要なことだと思います

が、この民生児童員に対するこの補助金がどのように使われ、適正になされているのか。あるいはそ

の使い道に対して規定がなされているのかどうかをお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） 荒木議員さんの質疑の中で、全般的な決算に対するご意見・ご質疑だろう

と思います。 

 まず、皆さんの本日９月定例会に普通会計決算状況調べというのがお手元に配付されておると思い

ます。それから、併せまして決算に伴う監査委員さんの意見書等が配られておりますので、また後刻

見られてもらえば結構だと思います。その中で、今後の財政計画の見通しというのを全般的に危惧さ

れているという形での答弁をさせていただきたいと思います。荒木議員さんご存じのように、昨年か

らの経済不況によりましてかなり大津町の税収の減というのも響いているのは現状でございます。そ

けから、経常収支比率という形での提案もしておりますけれども、一応現状としては９１.４％と大変

大きく上がってきているような現状でございます。ご存じのようにこの比率につきましては、人件費、

扶助費、公債費などとの経常経費に歳入で見ます町税、普通交付税、地方譲与税などの一般財源がど

の程度充当されているかを見る指標でございます。この指標で申します比率が低いほど、一応財政構

造にですね、弾力性があるということも言われています。一般的には８０％を超えると弾力性を失い

つつあると言われますが、大津町の構造としましても、分子にあたります経常経費の総額としてはほ

とんど変わりませんけれども、分母となる一般財源総額が、先ほど言いましたように町税の減収等に

より大きく落ち込んでいるということで、全体的には上がったものという形で９１.４％となっており

ます。今後数年間の見通しですけれども、これは財政当局として考えていることですけれども、経済

状況上向きつつあるということが載っておりますけれども、一応法人町民税においては厳しい状況が

今後も続く、２、３年は続くものという形を想定させていただいております。当然、懸念されます財

政状況、財政計画についても、再度精査していかなければならないということを考えております。 

 それから、もう１つ地方債発行の関係でございますけれども、言われますように後年度負担を伴う

ものでございますけれども、振興総合計画、それに行財政改革、集中改革プランということをですね、

今着実に実行させていただいておりますので、事務事業において歳入面においては徹底した見直しを

やっていくべきということを考えております。 

 それと、もちろん限られた財源の中という形で振興総合計画でうたっております「みんなでつくろ

う 元気 大津人と自然にやさしい 心かよいあうまち」という形の目標を目指してですね、住民サー

ビスの低下を招くことなく住民自治実現のために頑張っていくものと思っております。 

 なお、各年度の決算の状況につきましては、今申しましたように各委員さんの方にお手元の配って
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おりますけれども、昨日一応決算カードの方でですね、作成ができておりますので、後刻各議員さん

に配付させていただきたいと思っております。なお、決算の状況につきましては、住民の方への周知

といたしましては、１１月の広報、それにホームページでですね、状況をお知らせいたしたいと思い

ますし、また１２月には半期に一度の状況報告をさせていただきたいという形で思っております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 荒木議員の２点目の質疑についてご説明します。 

 臨時職員の給与体系と人数、嘱託職員の給与体系と、歴年の比較をということであります。町の臨

時職員については、半年間の任用契約しかできなかった以前の臨時職員の勤務体系から整理を行い、

平成２０年度、昨年２０年度からは勤務時間を正規職員の４分の３以内として、一部の職員を除いて

ほとんど職員を非常勤職員として採用をいたしております。非常勤職員は、１年から半年間でしたけ

れども、１年から３年間の任用期間を設定したということで、事務効率化や専門性の業務が可能な優

秀な非常勤職員さんが確保できるメリットとともに、雇用の安定化が図られていると考えております。

また、併せてすべての職種について、その労働の対価である報酬額の見直しを行った結果、職種によ

り単価が異なりますけれども、時間単価では最低の７００円が７２０円に増額、全体としては１時間

当たり２０円から３００円程度の増額といたしました。日額の単価については、１日の勤務時間が短

くなったために減額となった職種もありますけれども、そういうことで改定をしたところです。賃金

体系については、臨時職員が日額、非常勤職員は職種により日額報酬と月額報酬と分けております。 

 次に、臨時及び非常勤職員の採用人数の比較については、臨時職員は平成１９年４月１５６人、平

成２０年４月現在が２１人、１５６から２１ですね。２１年４月、本年度４月現在が１４人と、対１

９年度比で１４２人の減としております。それに比べまして非常勤職員が平成１９年４月現在が９人、

平成２０年度４月が１０９名、２１年４月現在が１２６人と、対１９年度比では１１７名の増となっ

ております。臨時職員と非常勤職員の合計では、平成１９年４月１６５人、２１年４月が１４０人で

２５人の減となっております。今後、臨時及び非常勤職員の賃金及び報酬の額の見直しについては引

き続き行ってまいりますが、周辺自治体における同類、同職種の報酬額や、また社会情勢等における

賃金の動向などを参考に検討を行い、雇用の安定化とそれから給与の改善等などにさらに努めていき

たいというふうに考えております。議会への報告ということでお話がありました。３月議会でも賃金

改定のときにですね、説明を申し上げたと思いますが、人数の動向等は毎年ありますし、給与金額に

ついても改定検討をしていきたいと思っておりますので、年度間の推移とか、それから人員の増減、

また賃金改定等については議会の方にも逐次報告をさせていただきたいというふうに思っております。 

 次に、３点目ですけれども、同和対策事業と補助金の関係でご質疑がありました。町では、部落差

別をはじめとするあらゆる差別の解消を目指して、町民一人一人の人権が尊重される社会の実現に向

けて、各部各課において積極的に取り組んでいるところです。国や県については、この解決のために

同和対策特別措置法などの法律を様々に制定をしながら取り組みをしてきたところです。町でも人権

を守ることは当然であり、人権が尊重される社会づくりを進めるということの大切さを認識し、ハー
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ド事業から啓発事業など取り組んできたところです。長年、町人権同和教育推進協議会や各種団体、

審議会、そして部落解放同盟大津支部等、それぞれに連携をしながら同和問題の解決に向け、その啓

発や事業に取り組んできたところです。その結果として、一定程度の成果を上げながらも、なお差別

が現存する状況にあると町では認識をしております。これまでの取り組みの成果は、町民の意識の変

化に表れていると思います。理解をいただける町民の方がどんどん増えているということは間違いな

いと思います。しかしながら、差別的な事象についてはさらにメディア等でも依然として報告されて

おり、インターネットを利用した新たな差別も出てきております。平成１７年に熊本県が実施した人

権に関する県民意識調査でも結婚問題については３７.５％の県民が未だにやはり結婚差別意識がある

と答えております。大津町では、部落問題をはじめとする人権問題への町民の意識は高まっていると

思いますけれども、差別意識が完全になくなったとは言えない状況であります。町といたしましても、

差別が現存する限りにおいて、人権同和問題の解消に取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。また、その解決のためにも、これらの事業や啓発活動を継続しながら取り組むことが必要である

というふうに考えています。 

 次に、補助金についてですけれども、行政や学校及び運動団体等の様々な活動を通して、町民の理

解や地域交流なども次第に進んできております。部落差別をはじめ様々な人権に関する問題が存在す

る中、行政が担当する教育啓発活動と、それを補完するような団体に対しての助成は必要であるとい

うふうに考えています。運動団体として周辺地域との交流や今年度人権推進課と交流しました町の人

権啓発福祉センター活動とも連携をした町の取り組み、地域の活動など積極的に関わり、人権のまち

づくりにも積極的に取り組まれているところです。また、教育部門になるかと思いますが、就学前人

権同和教育研究会、また町人権同和教育推進協議会、学校人権教育研究会においても、それぞれ各保

育園・幼稚園・小中学校の先生方や各種の団体の皆さんが人権啓発に取り組んでおられます。幼・保・

小・中、社会教育の分野での研修や啓発を継続的に実施してこられたところです。お陰で人権問題を

自分の身近な問題として考える人が多くなっていることがアンケートなどからも見られるようになっ

てきました。このように、町を挙げて部落差別をはじめとする人権問題の解決に向けた取り組みがな

されており、その活動を支援していくことは重要なことだと認識をしております。役場がすべて取り

組むのではなくて、各種団体や先生方とも強く連携をしながら、それぞれの力を結集して啓発活動を

していくことで、町全体の啓発の広がりが可能になってくるのではないかというふうに思っておりま

す。各種団体の活動補助金については、町の行革審と補助金交付基準に関する要綱に従いまして、適

正な補助金運営を実施してまいります。決算書にも出ていますように、各団体で補助金の変更申請が

ありまして、減額できるものは減額ということで整備をしたところです。荒木議員ご指摘の運動団体

の助成金の中で役員手当があるじゃないかというお話でしたけれども、２１年度につきましてはずっ

とこう協議をさせていただいて、役員手当については廃止をさせていただいております。また個人的

な給付等の関係については、引き続き検討協議ということで、私たちも補助金適正化については努め

ていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） お答えいたします。 

 決算書では１０４ページの負担金補助金の中の民生児童員活動補助金４０３万３千３００円、主要

な成果の中では１８６ページの方に記載をしておるところでございます。質問の内容でございますけ

れども、適正にされているかと、基準はあるかというような内容だったかと思います。まず、大津町

の民生児童員につきましては、現在、民生児童員が４４名、それから主任児童員が３人配置されてお

ります。これにつきましては、ちゃんと基準がございまして、本来ならばもっとですね、大津町の場

合は人口も増えておりますし地域性がありまして足らない状況で今頑張っていただいておりますので、

見直しをしなければいけない時期に来ているところでございます。それで、まずその民生員の中で都

道府県知事が市町村長の意見をきいて定める地域ごとに民生員協議会を組織しなければならないと、

これは民生員法で決められております。その民生員協議会に対して町は補助金を出しているという形

になります。その民生員協議会の中で、毎年事業計画を定めていただきます。４月は何をするんだと

か、５月は何をするんだとか、研修会はどんなことをするんだとかですね、いろんな情報交換という

ことになりますけれども、その民生員協議会というのは、要するに地域の住民を取り巻く情勢がです

ね、変わってくると、そういうふうなことでですね、そういった変化、それからニーズに対する多様

化、そういったものがですね、民生員児童員個人の努力ではなかなか対応が難しい場面が出てくると

いうことで、同じ活動を担う民生員児童員同士が常につながりを持ってですね、お互いが持てる知恵

を出し合い、相互に協力しあって問題に解決を図る場が必要ですということで、その民生員協議会と

いうのがつくられております。活動を進める上で必要な地域や技術を習得したり、関係行政機関、役

場とかですね、社協とか、福祉事務所とか、そういった関係機関との調整などの活動を展開するため

も民児協の役割がますます重要ということになってくると思います。その中でですね、もちろんその

中の予算とかですね、そういった決算、それからその中での監査をする方、それからもちろん会計も

いらっしゃいます。そういったところで適正にされておりますし、もちろん町でもですね、その中身

については十分チェックをしているところでございます。その４００万円の内訳でございますけれど

も、ほとんどが費用弁償でございます。民生員は報酬はありませんので、まず費用弁償が約１９０万

円ぐらいございます。大体定例会が月に１回ですので１２回でございます。それから役員会が７回、

それから監査が１回ですね、それから大きなメインの行事といたしまして、福祉まつりと伝統的にやっ

ているのがチャリティ餅つきなど、たくさんの行事がございます。そういったメインの事業に対する、

行事に対する準備とか、その当日の部分についてもですね、費用弁償２千２００円お支払いをしてお

ります。それと、学校訪問です。学校訪問に関してもですね、計画に基づいたところの人数によって

ですね、２千２００円をお支払いしていると。あと消耗品は、もうこれはわずかでございます。事務

用品でございます。９万円程度です。それから、餅つきをするときのいろんなけがとかですね、福祉

まつりなんかのときの保険を掛けさせていただいております、行事の。それと活動費が１１０万円ほ

どございますけれども、これにつきましては実際民生員によって活動の内容、地域性もございますけ

れども、差はございますけれども、委員さん１人に年間２万４千円の活動費を出しております、年間
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でございます、１人。ですので、月に直しますと２千円でございます。ただ、必ず民生員さんは、こ

れは全国的に民生員の日というのが定められておりまして、１２日でございます。１２日前後には、

必ずそういった要援護者のところを訪問するというようなお約束を大津町の民児協ではしております

ので、一人暮らしのところとか、自分が抱えている福祉表を作成しているところについては、何らか

の形で安否確認がなされているということでございますので、１回以上はしていだくということで、

もう最低の１回２千円をお支払いしておるということでございます。それともう１つが研修費でござ

います。１万５千３００円の４７人分の、今回は２０年度は４１人しか参加がありませんでしたので、

４１人分の８４万５千円ということでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 財政問題については、担当部でなされておると承知をいたしましたが、本来

の地方自治体が果たすべき役割、住民の暮らし、福祉、こちらにしわ寄せがなされることがないよう

念を押しておきたいと思います。 

 それから、同和対策特別事業ですが、いわゆる一般的な人権を守る運動、活動事業は、当然まさに

人権侵害がなくなるということは多分永遠にないと思います。人権対策そのものはですね、当然必要

なことではあろうかと思いますが、引き続きですね、個人支給をされているような特別扱いは、まさ

に人権対策の上からも一刻も早くなくしていくべきではなかろうかと思い、質疑をしたところです。 

 それから、民生児童員について再度お尋ねをします。私がちょっと懸念をしているのがですね、こ

れは大津町ではありませんけど、私の知り合いがやはり民生員をやっておりますが、確かに手当はい

ただいているけど、研修旅行のために何か積み立てをさせられて、参加しなくてもそれが帰ってこな

いと、参加せん方が悪いと。だから、無償で働いているこの民生員さんがですね、個人の懐から個人

でまたお金を出すと、そういう実態が、そういう心配は本当にないのかどうかですね、確認したかっ

たんですよ。わずかなお金をもらって、それ以上にお金を負担せにゃん、それは志は大切ですけれど

も、そういう大切なことをやっている人たちに個人の持ち出しを、あるのに知らんぷりをしていたら、

もしそういう実態があれば、本来の趣旨から外れると思いますけど、大津町にはそういう実態はない

んですかということでお尋ねをしたわけです。この主要な施策の成果でも、その他の会費が５３万６

千円計上がなされております。これは、つまり民生員さんが会費を個人から、一人一人が会費として

その協議会費か何か払っているのしらと、そういうことであったらまたおかしいんではなかろうかと

思うんですね。わずか２万４千円しかいただいてない、年間ですね。そういう個人の持ち出しがある

んではなかろうかということですけど、どうでしょう、実態は。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） お答えしたいと思います。 

 確かに会費ということで、１人当たり３千円、年間３千円でございますけれども、支払いをされて

おります。この３千円につきましてもですね、民生員児童員協議会で十分話し合いを出されて、全体

会議で掛けられて了承して、その使い道についてもですね、協議なされております。どんなものに使

うかというと、親睦ですね、親睦とか、もしくは町では出せないようなもの、例えばチャリティ餅つ
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きのときにですね、必要な部分が出てくるんですよね、それを協議会で揃えたりするときとかですね、

それとか、ちょっとこの補助金では出せないようなものがございます。そういったときに使われてお

ります。それが残った場合はですね、例えば旅行のときのまた、なるだけ個人出しがないように、そ

のときその昼食代をそれで出したりとか、そういった工夫をされているみたいです。それもすべて協

議会の中で話し合ってなされているようでございます。なるだけその個人のお金を出さなくていいよ

うにですね、負担がかからないように考えた末に会費ということで３千円ということで。 

○１５番（荒木俊彦君） 会費以外に個人負担が。 

○福祉部長（松永髙春君） それは、今のところはちょっと確認はしておりませんけれども。ただ餅つ

き、チャリティ餅つきしますよね、その餅が売れなくて残ることがございます。もちろん一人暮らし

のところに配りますけど、たくさんつくって、売ってですね、収益は赤い羽根の共同募金に社協の方

に寄附しておりますけれども、餅も最近寄附でもらう分がありましてですね、年々つく量が増えてき

まして売れない場合がございます。それを民生員さんたちが購入すると、自腹で購入すると。買った

収益は社協に寄附するというようなことをやっていらっしゃいますけれども、そういった負担は出て

くると思います。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑なしと認めます。 

 次に、認定第２号及び認定第３号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 認定第２号の国民健康保険特別会計決算について質疑をいたします。 

 ２０年度の国民健康保険特別会計ですが、実質収支が９千３９１万５千円、黒字が出ております。

併せて国保の基金が６千５００万円、合計しますと１億５千万円を超える、いわば黒字であります。

平成２０年度から後期高齢者が導入をされて、７５歳以上の方がこの町の国民健康保険から後期高齢

者制度の方に移られました。そういう中で、１億５千万円を超える黒字ですが、担当課としては１世

帯当たり、あるいは１人当たりがどのぐらいになっているかということを把握をなさっているかどう

か、お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） お答えいたします。 

 まず、基金が６千５３３万４千６８５円、それから繰越金が９千３９１万４千５３２円、実質収支

につきましては９千３９１万４千円で基金の分を合計いたしますと、議員おっしゃるように１億５千

９２４万９千２１７円ということになります。それを単純にその世帯数と被保険者数で割るというこ

とだろうと思うんですけれども、世帯数が３千８５２世帯でございます。それから、被保険者数が７

千１９４人でございますので、ちょっと計算いたしまして１世帯当たりが４万１千３４２円、それか

ら１人当たりにいたしますと２万２千１３６円という計算になるわけでございますけれども、ちょっ

と説明を加えさせていただきたいと思います。平成１９年度からの繰越金が２億１千５００万円ござ
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いました。その２億１千５００万円から６千万円をですね、将来に向けて基金を積み立てさせていた

だいております。ですので、２億１千５００万円から６千万円を除いた１億５千５００万円の歳入に

よりまして実質収支が９千３９１万５千円の黒字になっているわけでございますけれども、実際上の

単年度収支でいきますと、約６千万円の赤字となっております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 単年度では６千万円の赤字になっているわけですが、平成２１年度の補正予

算を見ましても、繰越金、また多分基金の残高も変わってないかと思いますよね。ということは、今

後も来年に持ち越すお金が同じように１億５千万円ほど確保できる、ということは２年連続して１億

５千万円ほどの実質的な黒字と考えられるのではなかろうかと思うんです。つまり、国民健康保険税

を値下げする根拠がそこに出てくるんではなかろうかと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 国民健康保険事業の健全な財政運営につきましては、単年度収支で黒字と

なるよう歳入の確保を行わなければならないと定められております。単年度収支が黒字となるために

は、事業運営に必要な課税総額、必要税収額を確保するとした場合でございまして、今現在の税率で

はですね、医療分、後期支援金分、介護分、いずれにしてもですね、税率が不足している状況でござ

います。それが今までの繰り越しによってですね、その部分を見直しをせずにですね、今までちょっ

と頑張ってきたというところでございます。今後、新型インフルエンザ等も発生することを考えます

とですね、今現在の状況で２０年度も単年度の収支におきましては６千万円の赤字が出ているわけで

ございますので、ちょっと厳しいところかなというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑なしと認めます。 

 しばらく休憩いたします。午後２時１０分から始めます。 

午後２時０４分 休憩 

                   △ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き議会を開きます。 

 次に、認定第４号から認定第９号までの６件を一括して議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 

     日程第３１ 委員会付託 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３１ 委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定によ
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り、議案第４１号から議案第５６号まで、認定第１号から認定第９号までを議案委員会付託表案、ま

た、会議規則第９２条第１項の規定により、請願第１号及び陳情第２号を請願・陳情委員会付託表案

のとおり、それぞれ所管の委員会に付託します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会します。 

午後２時１３分 散会 



 

 

 

 
 

本 会 議 

 

 

 
 

一 般 質 問 
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一  般  質  問 

 

 

１２番 永 田 和 彦 君     ｐ53～ｐ63 

 

     １．町の外交戦略について 

(1)阿蘇熊本空港を擁し韓国への国際線があるにも係わらず、何ら政策に反映されてい

ない。町長は再選時に経済危機が何するものぞ、チャンスの時だと発言された。Ｊ

ＡＬが経営立直し策として韓国線を含めた減便をしている今こそ、県も推進する熊

本－韓国ラインの利用強化による観光や文化教育交流、巨大市場中国を視野に入れ

たアジア戦略などの外交戦略が必要だ。 

 

     ２．一部事務組合と包括的民間委託の問題点 

(1)町が多額の負担金を払う菊池環境保全組合などは、組合議会に各自治体議会から数

名選出され議決を持って運営されているが、町民への運営や決算の説明責任欠如に

より監視や意見が行き届かず組合議会の存在価値は低い。包括的民間委託も請負業

者が儲けるから引き受けるのであって、極力税金や料金を抑えるための導入とは言

い難く、関係各位の能力不足によるものとも言える。公金支出抑制と経費削減の説

明責任を果たせない組合や制度は、町民不在の利権構造と言われてもしかたなく抜

本改革を求める。 

 

１５ 番 荒 木 俊 彦 君     ｐ63～ｐ72 

 

     １．町民の生活実態を把握しているか 

(1)年収２００万円以下の労働者が１０００万人を越えた。町民の暮らしを支えるため

に、収入、所得実態を把握する必要があると思う。 

 

     ２．国民健康保険証の取り上げは命に関わる問題 

(1)無保険者の実態はどうか。国保証取り上げは命に関わる、インフルエンザ予防にも

重大な支障となる。ただちに無条件に交付を実行するべきではないか。 

 

     ３．町営住宅の住み替え 

(1)住み替えの実態はあるか？条例では規定がないが対応が必要ではないか？ 

 

９ 番 坂 本 典 光 君     ｐ72～ｐ79 
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     １．町営住宅の側溝の件 

(1)町営住宅の中で西嶽住宅と北出口住宅の側溝は、老朽化している。 

また蓋が欠落しているところが多い。 

夜など危険である。以前から区長さんに打ち上げているとのことだが町はどうして

対応しないのか？ 

 

     ２．大津町運動公園（サッカー場）に漂う悪臭について 

(1)日によって運動公園には家畜のし尿のにおいが漂うことがある。原因は分かってい

るか？畜産農家には、それなりの理由があると思うが、いずれにしろ対策を打たな

いといけない。 

 

１ 番 金 田 俊 二 君     ｐ79～ｐ90 

 

     １．林業の振興について 

(1)大津町の林業の現状をどう捉えているか。 

(2)森林施業計画認定の目標値はどの程度に設定しているのか。 

(3)今後、民有林の整備をどのように推進するのか。 

 

     ２．財産の管理について 

(1)普通財産の管理を可能なかぎり地域のみなさんに委ねる考えはないか。 

 

     ３．住民の安全対策について 

(1)カーブミラーの設置、交換について交通安全協会に現地調査を依頼して決定する手

法をとっているようだが妥当であると思うか。 

 

７ 番 新 開 則 明 君     ｐ95～ｐ106 

 

     １．道路の機能と改良点を問う 

(1)５７号線の４車線化の促進と中九州高規格道路の進捗状況と今後の対策を伺う。 

(2)矢護川大津線の道路機能改良と伸長計画が必要になって来るのではないか伺う。 

(3)本町通りの道路機能の向上と景観面から電線の地中化や移設は、どこまで進められ

ているのか伺う。 

 

     ２．地中熱利用を問う 
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(1)クリーンな環境作りに地中熱を利用して冷暖房設備を公共の施設に取り入れる考え

はないか伺う。 

(2)住宅や店舗にも利用が高まっているが経費と環境面でも評価があり今後推奨できる

のではないか伺う。 

 

     ３．インフルエンザ対策を問う 

(1)大流行が予想されるが住民への対応と行政の任務体制はどう考慮されているか伺う。 

(2)インフルエンザワクチンの無料化と肺炎球菌のワクチンの助成は考えられないか伺

う。 

 

１１ 番 手 嶋 靖  君     ｐ107～ｐ112 

 

     １．高齢者の人間ドック費用一部助成について 

(1)最近、県内主要病院では人間ドック施設を整備し健康診断の体制づくりがなされて

いる。しかし、後期高齢者になれば助成対象にならない現状を踏まえ、病気の早期

発見に努め住民の健康管理システムを確立するためにも、後期高齢者の人間ドック

に対する町独自の助成をする考えはないか。 

 

     ２．図書館における利用者の個人情報について 

(1)町立図書館はオープン以来、町民に広く利用され文化生活の向上に非常に役立って

いると認識します。ところで図書の貸し出し記録からは利用者の思想信条や趣味嗜

好などを容易にうかがい知ることができるため重要な個人情報といえ、その取扱い

は厳重でなければならない。よって、図書館における利用者の貸し出し記録につい

て、その情報管理はどのようになされているのかお伺いします。 

 

     ３．新型インフルェンザヘの対応について 

(1)新型インフルエンザについては、８月２８日（金）に厚生労働省が発表した「流行

シナリオ」によれば国内の患者数は年内に約２５００万人、うち重症４万人、入院

３８万人との試算がされており、基礎疾患を持つ人や乳幼児では、重症化すると言

われております。特に乳幼児が通う保育園の場合、集団生活の中で感染する恐れが

あることから、クラスの閉鎖、自宅待機といった対応がとられると思います。そこ

で、そのようなケースに対して行政として何らかの方策を考えておられるかお尋ね

します。 

 

５ 番 鈴 木 ムツヨ 君     ｐ112～ｐ123 
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     １．「改正労働安全衛生法」に基づく労働安全衛生管理体制の整備について 

(1)役場での取り組みを問う。 

(2)学校での取り組みを問う。 

(3)労働時間の適正な把握について 

 

     ２．地域福祉・権利擁護事業と障害者の地域生活支援について 

(1)認知症をもつ高齢者や知的障害、精神障害のある方などが地域で自立した生活を送

ることができるよう取り組みがなされているか。 

(2)雇用促進法が２００８年１２月に改正され障害者雇用促進が規定される。民間企業

や役場での取り組み状況と法定雇用率の達成に向けて今後の対策は。 

 

     ３．光化学スモッグ汚染等への対応について 

(1)濃度測定による大気汚染への注意喚起は速やかに行なわれているか。 

(2)光化学スモッグをはじめ大気中の水銀を含めた汚染防止のための対策を問う。 
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議 事 日 程（第２号） 平成２１年９月１６日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。今回の一般質問者は７名ですので、本日が１番から４

番まで、明日１７日が５番から７番の順で行います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 １２番議員、永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 通告に従いまして、一般質問を行います。今回は２問、町長に対して質問を

いたします。本日は、国会におきましては、民主党の鳩山さんが総理大臣に指名を受け、内閣が発足

する予定だということでありましたが、我が地方自治体大津町といたしましても、それに負けず劣ら

ず町長と議論を踏まえて、よりよき方向へ、また新たなる一歩へ踏み出すために一般質問をして、自

分が持ち味と思っておりますそういった政策立案、そういったものを踏まえながら町長と前向きに議

論をしていきたいと思います。 

 まず、第１問目であります。町の外交戦略について質問いたします。地方自治体でこの外交戦略と

いうのは非常に大げさに聞こえるかもしれません。しかしながら、やはりすべてにおいて、経済にし

ても、何にしても、いろんな自治体といろんな国とつながっている関係はあります。そういうことを

考えますれば、町としても内政事情だけではなくて外交に対する意識を高めるべきだと私は感じ、こ

の質問をするものでございます。質問の要旨といたしまして、阿蘇熊本空港を擁して、韓国への国際

線があるにもかかわらず、何ら政策に反映されてないと思います。町長は、２期目当選の折に非常な

る経済危機、１年前ですね、だったわけでありますが、経済危機、何するものぞと、チャンスのとき

だと発言されました。今、ＪＡＬが経営建て直し策として、韓国線を含めた減便をしております。今

こそ、県も推進する熊本韓国ラインの利用強化による観光や文化、教育、そういった交流、そしてま

たその先にある巨大市場、中国を視野に入れたアジア戦略などが、そういった外交戦略が必要と私は

考えます。このことについて、ではその外交戦略を考えた場合、メリットは何があるかということを

考えてみました。観光による経済活性化につきましては、言うまでもなく韓国からこの大津町に来て

いただくことであります。すなわち、外貨をこの町に落としていただくということであります。魅力

ある商品や観光施設などを売り物にするということであります。おいしい唐芋や馬刺、また様々な農

産物を食べていただき、韓国市場への輸出へとつながれば夢は膨らみます。最近では、中国の駐福岡
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総領事が１４日熊本市のホテルで講演し、県酪農業協同組合連合会による牛乳輸出を上海からほかの

都市へ拡大するよう提案されております。また、県と友好提携する中国の自治区で、道路や鉄道など

インフラ整備に県内企業の参画も呼びかけられております。この「これからの中国と熊本」と題する

講演で２７年間にわたる交流関係で、多方面で実りのある成果を上げたと評価され、さらなる発展に

向けまして先端工業や農業、観光分野での経済交流促進を訴えられております。私は、この記事を読

みましてこう思いました。２７年間にわたる交流関係、これも先見の目があったものだと県の施策を

評価するとともに、我が町も新たなる最初の一歩を踏み出さなければならない、そんなことを考えま

すれば、韓国は中国、そしてアジア各国へ通じる拠点になるかもしれないと思いました。中国という

巨大市場へ韓国と連携し経済戦略をもって臨みまして、国や町の反映につなげる、そうなればいいと

願う次第であります。経済だけではありません。文化交流、教育交流、そんなものも町にとって大き

なプラスになると考えられます。例えば、テレビ番組を見てみれば１日に多くの韓国のドラマが放映

されております。それを見て、韓国に興味を抱いている人は少なくないのが現状ではないでしょうか。

ご多分に漏れず、私も韓国ドラマにはまった一人であります。昨年、家内と２人で「チャングムの誓

い」という物語があって、そのロケ地やその他の観光地を２人で見て回りました。食べ物もとてもお

いしく、楽しい旅でありました。こう考えますれば、私が今、町長に提案している今回の外交戦略の

逆のパターンを行ってきたわけです。すなわち、私は韓国に行って円を落としてきたわけであります。

ならば、我が町が町の戦略の１つに大津町を拠点とした文化交流と教育交流を考えるべきではないか

と考えたのであります。世界に誇る日本の文化をこの大津町に宿泊していただき、そしてまた触れて

もらう。また、学生たちの教育交流などもおもしろいかと考えます。中でもスポーツの交流として、

「スポーツの森」でサッカー交流試合などを計画したらいかがでしょうか。もし子どもたちの交流自

体ということになれば、親子で出かけてこられるかもしれません。また、韓国と子どもたちのサッカー

交流試合の計画では、他の市町村から多くの見学者や参加希望が期待され、文化や教育のみならず予

想外の経済効果を生み出す可能性もあると考えられます。そしてまた、北朝鮮という未知の可能性を

持った国への接点ということであります。情報収集するには、陸続きの韓国がいいと考えられます。

私は、これからの日本の立場と大津町を考えるとき、北朝鮮には大きな関心を持っておくべきだと思

います。北朝鮮という未知の可能性を持った国に対する適正な距離を確保することは重要で、狂気に

出た場合の防衛策、また逆に自由経済に参加したときに乗り遅れず優位な立場に立てるように適正な

間合いを取っておくべきだと私は考えます。聞くところによりますと、北朝鮮にはレアメタルなどの

鉱山が豊富にあると聞いたこともあります。いずれにしましても、県におきましてはここで申し上げ

るまでもなく重要な政策の一環として、熊本韓国ラインを位置づけております。政権与党となった民

主党も、外交安保マニュフェストにおいて中国、韓国など、アジア諸国との信頼関係構築に全力を示

しております。将来を見据えた町の形をどう示すかは、私を含めた議員の政策立案能力と町長のリー

ダーシップが重要に関わってくると思います。町長の答弁に期待しながら、最初の質問といたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。永田議員の町の外交と施策反映についてでありますけ
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れども、今、永田議員がおっしゃるように、大津町の井の中の蛙というか、それに留まっておる時代

ではないんじゃないかなという思いをしております。おっしゃるように、東アジアをはじめ韓国関連

等につきましては、もう弥生時代のときから鉄、鉄器やあるいは稲作、あるいは有田焼とかいろんな

形の文化を日本は生んできておりますし、特に九州と言えば北九州・福岡をはじめとする工業地帯関

連等についても十分その辺の恩典を受けておるわけでございますけれども、今後についてどうするか

という問題は、この九州、特に熊本についてのいろんな形で検討していかなくちゃならん。特に大津

町においても、そのような大事な時期ではあるというふうに思っております。おっしゃるように、韓

国と言えば、もうすぐに昔のイメージがあって、大変皆さんのなじみがないようでございますけれど

も、今、大津町における韓国関連等について、大変重要なことであります。もちろんおっしゃるよう

に阿蘇熊本空港につきましては、議員言われますように、全国でアシアナ空港は２２の路線を持って

おりますけれども、九州では４路線、福岡、熊本、宮崎、沖縄。しかし、阿蘇熊本空港について、も

う全国で一番下というような状況でございます。そういうことで、本年の１月に休止をするというア

シアナ空港の東京の支社の方の本社の方でお話があったと聞いております。そういうような休止の中

における対策として、県においては知事をはじめとする、また県の阿蘇熊本空港国際線の振興協議会

というものがありまして、そちらの方で本社の方に掛け合っておるわけでございますけれども、そう

いう中におきまして、平成１５年からアシアナ航空が就航しておりますけれども、本年度２０万人の

利用者の突破というような事業を、キャンペーンをやっております。振興協会におきますと、チケッ

トや宿泊券のプレゼントや県物産品のプレゼント、あるいは駐車場料金の半額、あるいは３人以上の

グループに１人当たり５千円を助成するということをやっております。町も銅銭糖や唐芋関係の１０

人分ぐらいですけれども、提供しながら空港を守るというか、そういう利活用をしようということで

行っております。もちろんそういう意味におきまして、県知事も８月の２７日から３日間ツアーを組

んで行かれております。そういう中で、観光交流部会におきまして事業提供を確認しようというのも

交わされておられるようでございます。もちろん１月休止になるという話を聞きまして、本年度の振

興協議会の予算、アシアナ空港の８００万円補助金を出しておられます。もちろん、熊本空港ビルディ

ングにおきましても、アシアナ空港の営業関係に対する賃貸料関係も無料で今お貸しをして、県とし

ても頑張っておられるというような状況でもあります。もちろん、大津町としても、この阿蘇熊本空

港の昭和４７年に開港になり、そのお陰をもちまして本田技研やあるいは現在の７０社以上の企業が

大津町に誘致されておる恩恵を受けております。もちろん、本田技研や半導体関連のテラシステムや

ルネサス九州と、世界でも指に入るような優良な企業も大津町の中核工業団地に来ております。そう

いう意味におきまして、今、世界経済は非常に不況な状況でございますが、今、日本の政府も新しく

代わりまして、東南アジア諸国に対する経済交流を進めていこうという、これはもう日本だけでなく

世界もそのような方向に今流れが変わってきておるというふうに思っております。もちろん、そのよ

うな中で、大津町におきましては、本当にホンダの二輪のマザー工場として大変本田さんも厳しい状

況にあるのは確かでございますので、我々もベトナムに行ってまいりましたときに、やはりあの中で

ベトナムやタイにおいてホンダの二輪というのは、もう大変素晴らしい二輪車ということで、中国関
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係の方からお忍びでそのコピーが出てくると言われるほど素晴らしいホンダの二輪車が走っておると

いうような状況でございます。もちろん暗雲の中での交通ルールの中で二輪車、もう洪水のように流

れておりますけれども、ホンダの関係者に聞きますと、まだまだ二輪の普及はこれからも多くなって

くるし、二輪を改良しながら普及をやっていかなくちゃならないというようなお話を聞いております。

もちろん四輪というのは、向こうにすれば二輪が１０万円前後であれば四輪は日本と同じように３０

０万円、４００万円と、課税がやはりベトナムにおいてはもう半分以上が課税されておるというよう

な話で、しかしそれぐらいやらないとあそこのインフラ整備が行き届いてないということで人命に関

わる事故が多く発生するんじゃないかなというような思いで見てきたわけでございます。そういう意

味におきまして、アシアナ、東南アジアを戦略とするために、宮崎空港については中国や台湾関連の

国際線ございますけれども、大津はアシアナ空港、韓国１つでございます。そしてアシアナ空港にお

話聞きますと、韓国経由で中国や東南アジアへ回っていけるというようなルートがあるそうでござい

ますので、いかにその今のアシアナ航空を大事にしながら、大津町のこういう企業のビジネスマン、

そしてまたそのような方々がお見えになられる。この前、韓国の方に近隣、空港周辺の近隣の首長さ

んたちと行って見てきて知ることをやっぱり、情報をしっかりつかまなくちゃいけないということで

行ってまいりましたけれども、やはり向こうの方々は、日本人客が今アシアナ空港も７割で３割が韓

国というような状況になっておるそうでございますけれども、やはり日本人が何を望んで何をするか

ということを一生懸命勉強され、あるレストランではもう日本語を、全体が店の中が日本語でいっぱ

いだというような状況で、日本のお客もインターネットでそちらの方に足を運ぶという、いろんな形

でやはりされておりますので、我々としても今、大津町として、やはり損をして得を取れというよう

なことがあるように、我々としては今、韓国なりそういうところについてしつかりと見て、聞いて、

肌で感じてやっていかなくちゃならないんじゃないかなというような思いをしております。もちろん

そんな思いで、やはり町単独だけではなかなか観光産業をはじめとする特産販売については厳しい状

況でありますので、やっぱりこれは近隣町村とのセットというようなものが必要ではないかなと思い

ます。もちろん、今、菊池市が温泉観光で一生懸命韓国との交流をやられております。そういう意味

におきまして、市長とも相談する中で、あるいは菊陽町の後藤町長の加藤清正、大河ドラマの関係も

ございまして、それをつくりあげよと、４年以内にというような話で、その前にはやっぱり韓国との

状況もしっかりと友好を結んでおかなくてはＮＨＫドラマは成り立たないんじゃないかなというよう

な思いもしておられます。もちろんそれは鼻ぐり井手で、関連に伴う加藤清正の土木技術を持ってい

こうというようなお話でございます。もちろんそれには大津町も上井手関連等がございますので、ぜ

ひ参加してお願いしたいなということで、これにつきましても韓国のマスコミの関係の方々と菊陽の

さんさん広場で意見を交わしたこともあります。そういう意味におきまして、我々としては近隣町村

とも手を組みながら観光を推進しなくてはならないと、特産品を引き起こす人参、あるいは唐芋、そ

ういうものをセットにして、朝鮮人参の会社の方からも日本の人参を活用できないかなというような

お話もあっておると聞いております。そういう意味で、いろんな形で韓国の方々、今、７対３でござ

いますけれども、韓国の皆さんを日本、この近い熊本を使うためには、やはり阿蘇熊本空港を活用し
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なくちゃならん。農協の方につきましても、それに伴いまして空港周辺のところにレストランを設け

たいというような話でございます。もちろんそれは時間的な計算が飛行場での待ち時間とか、そうい

う計算ができるというような農協の考えでもありますので、我々としてもその大津町のこの町に泊まっ

ていただく、そして観光は阿蘇・天草を回ってきていただいて、大津に泊まって飛行場へ乗って行か

れると、帰っていただけると、そんな思いがやはり今、大津町の観光宿泊もできるんじゃないかなと

いうふうに思っております。そういう意味におきまして、今はまちづくりの駅周辺をはじめとする上

井手関連等の大津町の小さな歴史を生かしながらまちづくりも進めておるというような状況でもあり

ます。そういう意味におきまして、今後につきましては韓国との交流、あるいはその熊本空港の活性

化につきましては、我々やはり地域の市町村関係でしっかりと取り組まなくては国際線はなくなるん

じゃないかなと。そうなると、やはり大津町の企業の皆さんが大変困っておられる、そのビジネスマ

ンというのが大津にも泊まられないような状況になるのは、もう見えておるんじゃないかなと思いま

す。本田の幹部の皆さんともご相談しますと、やっぱり東南アジア関連から飛んできたのは、東京、

大阪、福岡からこちらに足を運んでこなくちゃならないというような状況であるというような話も聞

いておりますので、熊本阿蘇空港のこれからの国際線の活用をしっかりと我々は肝に銘じてやらなく

ては、大津町の企業誘致にも大変厳しい状況になってくるんじゃないかなというような思いをしてお

ります。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質問いたします。 

 今、町長の答弁におきましては、経済的なこと、企業を含めたですね、今、町がおかれている状況、

企業がおかれている状況、そういったものを総括的に答えられたと思います。では、何をまず第一に

するかということじゃないでしょうか。今、私が質問して町長が答えられたのは、大ざっぱな詳細ま

で話したわけではありませんよね。これからが質問は重要なところでありまして、どういったアクショ

ンを起こすかということです。その中で、町長の答弁の中で、空港周辺のトップの方たちですかね、

何かで行かれたんですかね、そういったこと、これは非常に重要なことだと思うんですよ。我々議会

あたりも空港を擁する自治体としてですね、向こうに、韓国に行って、そして韓国の方たちと話し合

いの場を持って、持ちつ持たれつの経済交流なり、教育交流、文化交流などを進めていくというのが

順番ではなかろうかと。実際、自分も今回の委員会研修を韓国に行こうよということでしたが、だめ

になりました。認識は私たちはないということで、委員会では行けないという形になりましたが、ど

ういったアクションを起こすかが重要であります。では、町の売りものは何かと考えたときにですね、

様々な農産物、有名な企業がありますから、例えば韓国から本田技研工業を見たいとかですね、有名

な企業の見学をしたいというのもあり得るでしょう。私は、町が施策の中でやってきたもので強みは

何かなと考えたときに、やっぱり荒木町長のときから手掛けられたやっぱりサッカー施設じゃないか

なと。多大な金を投じて、税金を投じましてつくった施設が大津町にはあります。そして、またサッ

カーと言えば、大津高校のサッカー部と言えば全国に鳴り響いておるというのが現状ではないでしょ

うか。大津高校のサッカー部と韓国の高校のサッカー部との交流試合をやると。実際、サッカーのワー
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ルドカップですか、いろんなものを見てみますと、日本は韓国戦というのは非常に盛り上がりますよ

ね。学生でもこれは一緒と思うんですよ。ましてや、その大津高校と翔陽高校もありますけれども、

翔陽高校も参加していただいて、そしてやるとなれば、ほかの有名高校あたりも私もかててくれと、

その招待試合にしてくれんかと、サッカー大会をその大津町でするなら、それに参加させてくれとい

う、この経済効果というのを望むのはですね、強みに焦点を合わせるということですよ。町の強みは

何かと考えたときに、あの施設を有効に使うというのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思います。

経済的な考え方は、もうお互い今までも幾度となく町長と議論しましたので、似通ったところありま

す。私は、今からこの町の潜在的能力を出すのは、そういった部分ではないかと思います。そして、

できればそのサッカーから別のスポーツに波及して、こちらから韓国に学生たちが合宿に行くと、そ

して向こうからこっちに柔道の合宿に来ましたとかいってですね、柔道も強いでしょう。そういった

形で交流を深めていくということが私は非常にいい形になって、その国境というものがかなり高いも

のから低いものへとなっていくのではないかなと考えられます。企業にも今厳しいですけれども頑張っ

ていただいている折りに、我々はどういう政治の力でもっと経済活動がスムーズになり、きちんと利

益を上げていただくようになっていただくためには、こういった議論は非常に必要であります。中で

も再度質問したいのは、この教育、スポーツにおいてですね、こういったものをやはり考えるべきで

はないかと、強みに焦点を合わせるべきではないかという質問を再度いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の文化交流についてのご質問でございますけれども、まさしくその

とおりだと思っております。大津町におけるサッカー、あの運動公園のサッカー場は宝物で、全国で

５本の指に入るというようなことで、韓国のプロも一度に合宿にお見えになられたという話も聞いて

おります。そういう意味におきまして、大津高校のサッカーはもちろんでございますけれども、大津

高校から何年か前に、４、５年前にプロに、Ｊ１に４人も行ったと。それは、荒木町長が子どもたち

の保育園のときから育てた子どもがそういう形に育っていったという話を聞いております。今、クラ

ブ大津というのが今大津町に活動しておりますけれども、この方々のお話聞くと、やはり７割が少年

サッカーの人たちでいっぱいだというようなお話も聞いております。そういう意味におきまして、一

つ一つ柔道もありますし、大津町の剣道というのもすごい後継者関連で育ってきておりますので、今

世界でも剣道というのがオリンピック競技になる可能性もあるというような話で、そういう意味にお

きまして、そのようなスポーツの方から青少年関連の方から予算を組むならいかがかなというような

思いもしております。というのは、長年アメリカの姉妹都市をやっております、あるいはブラジルも

やっておりますけれども、今募集しますとなかなか１５人が揃わないというような状況でもあります。

いまいち人気が。しかし、向こうの大学とか先生たちには大変お世話になっておりまして、あちらの

方からやはり今、ＡＬＴの先生も去年今年というような形でお願いをしながら交流を深めております。

そういう意味におきまして、大変そういう形の中でつながりが結ばれるように、我々もそういう意味

におきまして近くの韓国のとの交流をしっかりやっていけるようなことも今後関係機関の皆さんとも

ご相談しながら、まずもってクラブ大津の方の青少年、親善少年サッカー大会でも交互にやれるよう
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な道にもっていければという思いをしております。今後につきましては、特産品関係につきましても

そういう中で大津の唐芋の手土産で持っていくとか、いろんな形で特産品の振興も努めていくのが、

その中での一つの道ではないかなという思いをしておりますので、今後の関係については、来年度の

予算関係についても担当の方とも十分検討をしながら予算計上できればなというような思いをしてお

ります。もちろん、議員の皆さんについて、今回はなかなかできなかったところもあるかと思います。

全国いたるところ、もう大分見てきておられるんじゃないかなと思いますので、近隣の外国に足を運

びながら、その辺のところでやはりあちらの皆さんのやはり顔色、目つき、いろんな形の肌で感じて、

知ってくるのも一つの地域起こしにつながってくるというものだと思っておりますので、今後につい

てもどうかよろしくご検討をしながらご協力をお願いしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） それでは、２問目に移ります。２問目でありますが、最初に言っておきます

けれども、私はこの２問目の質問、こういった質問は実際はやりたくありません。しかしながら、議

員として、議員の職責としてやらねばならぬことであると、こう申し上げて２問目に移りたいと思い

ます。 

 この２問目の質問でありますが、一部事務組合、またその中で包括的民間委託、こういったものの

問題点はないかということであります。今年、私も４期目になりまして、実は昨年度末からいろいろ

な冊子やビラあたりが我が家に来ました。ここにおられる議員さんの方々、ほかの議員さんの方々に

も来たことだと思われます。ここの編集されている方か何か知りませんが、電話もかかってきました。

ぜひインタビューをしたいと。選挙前だからお断りしたわけでありますけれども、その後も一度電話

かかりましたが、ご勘弁願いたいと、事実がはっきりしないということで蹴ってきましたが、やはり

三度、四度、五度とこういった、町長、我が首長に対する、間違いならば誹謗中傷ということになり

ます。ところが本当ならば大変なことでありますので、治まらないこういった冊子やビラあたりを見

ますと、何ら根拠がないものかなと、やはり町長にはご無礼ですけれども疑いの目は持つのは、これ

は人として当たり前ではないかなと。そしてまた、ここで問題になっております菊池環境保全組合あ

たりに対しては、町としましても負担金という名の下に多額の税金を支払っている。またそこには、

議会の中から代表議員を出して、その中の議会で議論されておりますが、例えばその負担金について、

詳細についていろんなことを聞きたいとしても、その議員さんでは答えることができない。中身は、

非常に魑魅魍魎のところがあるというのが私の感想でありまして、実際、どういうふうに運営されて

いくのかは、そこに入ってみなければわからないのが現状ではないか。何度も言いますけれども、し

かしながら多額の負担金は町民の方々が出されているというのが事実ということです。ということは、

私の政治信条の中に、無駄な税金を使わせないというのは、いの一番に上げていることですし、ここ

はきちんと町長に対して事実の確認を行わなければならないということであります。実際、このビラ

を見てみますれば、非常に詳しく書いてあります。私も読んで、線を引いて、ここは重要なところだ

なと思うところを要点としてある程度はまとめてみました。この中で、まとめたところを申しますと、

まずこの大見出しで「熊本トゥデイ」というやつですけれども、書いてあるのは、組合を私物化して



 60

いるんじゃないかなと、町長はということを指摘しております。その中で、総合評価の一般競争入札

に対する疑義、包括的民間委託などはインチキであるというようなことを書いてあります。実際、こ

れの書いてあるとおりかどうかは、その議会議員さんしかわからないかもしれませんが、私はその議

員でありませんので、例えば質問を幾点か町長にしますれば、まずは町長が組合長としてですね、菊

池環境保全組合の組合長として入札を急遽中止すると発表したことがあるということであります。中

止の理由は、事業内容の変更が生じたためという形でここに書いてあるのでありますが、この中でこ

ういったものの指摘の中でですね、法令に違反していないかという指摘をこの編集者はしたというこ

とです。実際、その指摘というのが、地方自治法の第２３４条の３項と、契約の締結についてであり

ますが、この総合評価の一般競争入札というものを菊池環境保全組合が行おうとしたときに、この入

札の基準ですね、こういったものをつくるためには、落札者決定基準を定めようとするときには、あ

らかじめ第三者である学識経験者２人以上の専門的意見を聞かなくてはならないと定められていると。

しかしこれがなされてなかったということであります。その法令に違反するようなことを組合がやっ

ているのであるならば大問題でありますので、この点についてが１つと、包括的民間委託ということ

についても指摘がされております。これはインチキであると、そういうふうに書いてあるわけであり

ますが、この包括的民間委託というのは、非常に解釈の仕方というのは難しいかと思いますが、焼却

施設ということの包括的民間委託を組合長というのが出されて、町長ですね、が出されて、それに適

用するには、施設の構造や安全基準の違い、法令及び所管省の違い、そういったものがあり、幾多の

事前準備と法令との整合性を検証する必要があるという指摘がなされております。またこういったこ

とがその包括的民間委託といいましても、非常に額が大きいと。平成１８年度実施の当該民間委託契

約約２年間で、９億円とか７億円とか、もう桁違いの額でありますから、こういったものをきちんと

組合において議論をされてないというような指摘をこのビラといいますか、これには書いてあるわけ

ですね。そして、議決事件にもかかわらず、議会承認を得てなく、組合長、町長が強引に押し進めた

ということであります。こういったことの事実の確認をお聞きしたいと思います。 

 そしてまた、そういった組合で行われている内容というのは、我々にはなかなか入って来ないもの

でありますが、その議会の中身というものがこの中に少々書いてありまして、その議会の中のこの議

論というものもなかなかおもしろいものであります。この議会の中でですね、組合長家入勲がという

形で書いてあるわけでてあります。それで、包括的民間委託方式の導入に関する提案理由の説明とい

うことで、家入組合長が従来の個別発注の運転管理業務や補修工事、分析業務、物品発注等々、電気

料金支払い等の事務代行を民間が一括して発注するとして、現行の発注方式と包括的民間委託方式を

比較すると、３カ年で東部清掃工場で１億６千１８８万円、環境美化センターで７千４４０万円の合

計１億３千６２８万円の削減を計画すると言われたということであります。この説明に対して、神田

議員が、ほかの先進地の事例を出したが、法的課題を含めて当該方式はどの程度先行しているのかと

いう質問をされました。対して、事務局長の渡邊さんという方が答弁の中で、まだまだ把握ができて

いないというような、何か答弁をされたと、一体何をやっているんだという形ですけれども。そして

また坂本議員という方が、うちの議会の坂本議員じゃなくて別の自治体の坂本議員ですが、包括管理
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業務委託については、何の準備もなくいきなり全員協議会で提案・説明されて、審議を余儀なくされ

たと。その理由と経緯の説明をされたいと、この人はずばっと指摘しておりますね。これぐらいなか

らんと話になりませんが、それに対して、組合長の家入さんが従来のままでと考えましたが、この際

民間でできるという方向に基づいてという形で、そういったその前段に申しました削減計画ですね、

それができるだろうということで押し切られたということです。しかしながら、その説明あたりで、

その議会においてはですね、定例議会をもってこの民間委託方式なるものが導入が決定されたという

ことであります。額の根拠あたりの算出あたりまでの時間がなかったのか、ここの議員さんたちの能

力が低かったのかは私ではわかりませんが、こういったことを考えると、この説明の中でやはり包括

的民間委託とかこういったものに対する議会の中で話し合うときに認識、皆さん認識していただいた

上で、そして進めるべきだということが筋ではないかなということであります。ですから、そこの法

令に違反してないかどうかということは、非常に重要なことだと私は考えております。法治国家の日

本でそういった法令を無視したこういった環境保全組合あたりをですね、運営してはいけないと思い

ます。そして最後にですね、目を引いた、記事の中ではですね、こういったその包括的民間委託とい

うものは違法ではないかと、そういった指摘をしましたと。それに対して、組合長の家入さんは、弁

護士名で回答を寄せてきたと。その中の回答というのは、これは私も見てちょっとびっくりしました

けれども、請負工事を含めた当該民間委託は、契約の種類及び名称が管理業務委託であるから、請負

工事に該当せず、法の定める議会承認も必要ないと。これ公文書で回答してきたとここには書いてあ

りますが、まず今の質問の事実確認をしたいと思いますので、町長の答弁を求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の一部事務組合と包括民間委託制度の問題点にお話がありましたけ

れども、永田議員のご指摘の某出版物に記載されました件につきましては、関係者の皆さんにご心配

をおかけしましたが、記載内容等については何も関係ございません。包括民間委託の問題でございま

すが、私が組合長をしていますが、菊池環境保全組合の包括管理業務委託について申し上げますと、

菊池環境保全組合の運営資金はもちろん９割が市町村からの負担で賄われており、各市町村の財政状

況が厳しい中、経費削減の打開策として平成１８年度から２０年度の３カ年間、包括管理業務委託を

行いました。組合独自に精算した経費と業者サイドで計算した経費とでは、予算ベースにおいて３年

間で２億３千万円の削減効果が期待できるということで、国土交通省の性能発注の考え方に基づき、

民間委託のためのガイドラインを基本として行っております。この性能発注方式でのメリットとしま

しては、まず１点目としまして施設の運転管理、保守点検、薬剤等の物品管理や水道光熱費等の支払

い代行事例あるいは補修等を一括して発注することにより、委託者が保証すべき一定の性能や業務要

求、水準の確保を条件に課しつつ、運転方法等の詳細について原則として受託者に任せ、施設の性能

を保証させるものであり、業務遂行における重度が高くなる点があります。また、次に２点目として

は、運転管理に加えて同じ業者に補修等も行わせるため、細かな運転状況の管理ができるようになり、

メンテナンスもこまめに行き届くと考えられ、各施設の延命化を期待しております。また運転管理計

画、保全、修理修繕計画等同一業者で立てることができるため、調整が不要となり、廃棄物の処理が
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スムーズに行える点。最後に３点目ですが、３年間の長期委託契約をすることにより、単年度に比べ

予算執行の平準化、事務の簡素化ができる。事務の簡素化により、他の業務を行うことが可能となり、

より質の高い住民サービスを提供できる点がメリットとして上がっております。３年間の包括管理業

務の実績としましては、組合試算と契約額と比較しまして、東部清掃工場で約５千４００万円、環境

美化センター最終処分場で約３千８００万円、合計の９千２００万円の経費削減となっております。

そのほか、３年間の委託期間におきまして、緊急的な工事や修繕等が発生した場合でも、委託契約と

の範囲の企業努力で実施され、さらに契約期間中の燃料等の高騰に伴う委託料の増額は一切行ってい

ない状況です。なお、包括管理業務に関する住民への周知については、組合のホームページや平成１

８年２月２６日熊日の朝刊に掲載されたところです。平成１８年度から３年間、契約した包括管理業

務委託が平成２０年度で終了しましたので、平成２１年以降の包括管理業務については、当初平成２

１年度から平成２５年度の５カ年計画で進めておりましたが、同業務委託の設計をした設計書の責任

者でもある業者が倒産したことにより、平成２１年２月に同業務委託中止を、入札を中止しました。

全国的な廃棄物処理施設の状況と環境保全組合の現状を申し上げますと、廃棄物の関連施設として焼

却施設や再資源化施設、最終処分場などがありますが、いずれも特殊な施設で、機械類も特別発注と

なり、全国でも数社しか施工実績がないのが現状です。いわゆるプラント工場施設となっておりまし

て、その維持補修関係につきましては、専門的な業務となっています。また、環境保全組合には専門

的な業務を遂行できる職員がおりませんし、したがいまして今後の清掃工場建設を踏まえた約１０年

間の長期にわたる包括管理業務委託に向けて、平成２１年度から平成２２年度、２カ年間にわたり、

組合と財団法人熊本環境衛生センター西日本支局で東部清掃工場及び環境美化センターの延命化工事

及び長期包括的運営業務に向けた支援業務委託契約を締結し、検討している状況でございます。今後

も環境保全組合をはじめ、一部事務組合の運営につきましては、構成市町村と連携しながら創意工夫

し、経費削減に努め、業務の共同処理を図っていきたいと考えております。ご指摘の包括関連につき

ましての平成２１年度から２５年度の包括業務委託については、先ほども申しましたように、倒産を

したことにより、及び地方自治法施行令の第１６７条の１０の２第４項による落札者決定基準を定め

ようとするとき、総務省省令で定めるところにより、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければな

らないことになっており、その学識経験者は担当課長でなく、大学教授、弁護士が妥当との判断から

業務内容の見直しを検討するため、平成２１年２月２３日に入札を中止しております。平成１８年度

から２０年度の包括業務の入札については、東部清掃工場の指名競争入札、環境美化センター等が総

合評価方式一般競争入札をそれぞれ実施しております。包括管理業委託に関する審査委員会について

は、関係市町村の担当課長及び事務局長にて構成されている環境保全企業業務検討委員会に組合長よ

り諮問し、落札決定基準等の各資料の審査及び落札者の決定を行いました。なお、環境美化センター

の総合評価方式、一般競争入札については、学識経験者の定位は担当課長でよい判断し、環境保全業

務検討委員会に諮問しました。本組合の平成１８年度の包括業務委託については、下水道施設の性能

発注の考え方に基づく民間委託のためのガイドラインを基本とし、それぞれの次のとおり作成してお

ります。東部清掃工場の場合は、契約書、委託契約約款、委託一般仕訳書、委託特別仕訳書等を作成
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しておりますし、環境美化センターについては、入札説明、要求水準書、落札決定標準業務委託契約

書等を作成しており、そのようなことで業務を包括管理委託であるので、菊池環境保全組合議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例に該当しないので議会の議決を要しており

ません。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質問しますが、今最後に重要なところを言われました。議会の議決を要

していないということでありましたが、議会は要らないということですよね。結局、機能していない

ということです。この中でもそういったことを指摘してあります。そして、随意契約がかなり乱発さ

れているということであります。そして、またこの出版物の中には、多年度にわたっての金額の推移、

また量、そういったものが図に書かれております。実際、包括的管理業務委託、１８年度からされた

ときに、１７年度の随意契約をした後にされた、それは倍ほどに跳ね上がっていると。実際、その会

社とはどこかというならば、日本管財株式会社から包括的業務を民間委託にしたときには、株式会社

日本管財環境サービスという日本管財株式会社がまた新たなる会社をつくって請け負いをされている

ということであります。こういったことを考えれば、町長と日本管財、日本管財環境サービス、それ

と事務局長、これは日本管財の方と非常に関係が深い方と聞きます。そして我が町のごみを扱ってい

る日野環境という形のこの４社の関係をこれでは指摘してあります。こういったところはですね、今

の町長の説明では非常に納得をしづらいと思います。時間がありませんが、町長はこれに対して、やっ

ぱりこれからもきちんとそういったことがないのならば、もう去年の末からこういった出版物は出て

いるわけですから、そういったことはありませんとして、法的手段に訴えるなり何なり、そういった

ことをしないと、我々からするならば町民として非常に不安であります。そういったことはきちんと、

向こうも、この出版物を出した方も法的なミスがあるよと言われるならば、こういった誹謗中傷は法

的に違法ではないかという反論をされてもいいんじゃないかと思います。実際、このことについては

時間はかなりあっても足りないと私は思っていましたので、今日は触りだけということで、もう答弁

はよろしいです。 

 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。次は、１１時１０分から開会いたします。 

午前１１時０２分 休憩 

                    △ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １５番議員、荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん並びに日本共産党を代表して一般質問を行います。 

 歴史的な転換といわれる総選挙が終わりまして、戦後長い間続いてまいりました自民党を中心とし

た政権が、まさに戦後初めてと言っていい政権交代がこれから始まろうといたしております。ひとえ

にこれまで続いてきた自民党型政治が否定をされたと言っていいと私は思っております。特に小泉内
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閣以来、構造改革路線が進められてまいりましたが、富める者、資力のある者がさらに肥え太り、そ

ういうところがさらに資産を増やせば、利益を上げれば、その利益の一部がしたたり落ちて私たち庶

民のところに落ちてくるという考え方が、まさにこの構造改革路線の考え方でありましたが、結局国

民、庶民のところにはその恩恵は全く落ちてこなかったと言ってよいと思います。最近のこうした経

済、または国民の暮らしを見れば一目瞭然であります。とりわけ働く貧困層が増え、年間収入がどれ

だけ一生懸命働いても２００万円を超えることができないワーキングプアが日本全国で１千万人を超

えたと報道がなされております。そして、自殺者は毎年毎年３万人以上の方が自殺をせざるを得ない。

何という国であろうかと私は、また私だけではないと思います。その中で、さらに生活保護世帯が１

２０万世帯を超えました。人口１億２千人の我が国で１２０万世帯、つまり人口の１％が生活保護と。

大津町に換算しますと、人口約３万人ですから３００世帯が生活保護に該当しますが、実際は大津町

での生活保護世帯はもっと少ない。生活保護を受けてもいい人たちがたくさんいるにもかかわらず、

生活保護を実際は２、３割しか受けておられないというのが実態ではないでしょうか。そういう中で、

今度の総選挙で民主党のマニュフェストで掲げられました国民にとってよい政策、もちろんよい政策

については私たちもその実現を支援していく、賛成をしていくつもりでありますが、例を挙げますな

らば子ども手当、一方では増税がありますので問題も抱えておりますが、また高校授業料の無償化、

労働者派遣法の改正、後期高齢者医療制度の廃止、また障害者自立支援という名前の法律によって障

害者に対する自己負担、これを廃止をすると。また、生活保護を受けておられます母子加算がこれま

で削減をされてまいりましたが、この母子加算を復活をさせると。さらには最低賃金を千円に引き上

げていく。こうした、まさにこれまでは自民党型の政治ではおよそ考えられなかったような政策、今

度の総選挙でこういったものについては国民が歓迎をするものではなかろうかと思います。さらには

最低保障年金、農家への個別所得補償制度、財源のあり方についてはいろいろあるのは当然でありま

すが、国民にとっては歓迎をすべきものではなかろうかと思います。そこで、年収２００万円以下の

働く貧困層が１千万人を超えたということですが、大津町民の暮らしを支える、これが地方自治体、

大津町が果たすべき行政の最大の仕事であることは否定できるものではありません。実際、地方自治

法では、地方自治体が果たすべき最大の役割が、そこに住んでおられる、あるいは住民の福祉の充実

を自治法でも掲げているわけであります。ですから、役場行政は町民の暮らしが一体どうなっている

のか、まずここに最も気を遣わなければならない、これまでもそのように訴えてまいりましたが、こ

の経済不況の中で、このことがまさに緊急に求められている仕事だと思います。年間２００万円の収

入といいますと、１カ月にしますと約１６万円です。１日にしますと７千円ちょっと、時間給にしま

すと１日８時間働いて、月２２日働いたとして時間当たり９００円以下ということになります。今議

会は、決算の議会でありますが、決算資料の中でこうした町民の暮らしが一体どうなっているかとい

う資料はまったく見られません。かねてより町民のこうした所得、収入状況を明らかにするべきだと

言ってまいりましたが、改めて町民の皆さんの収入の階層別実態、これを毎年毎年きちんと把握をし

て、議会はもちろん町民の皆さんにもこれを明らかにしていくことが今特に求められていると思いま

すが、そういう調査、実態公表、これについての町長の見解を求めるものであります。 
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 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の一般質問の町民の生活実態調査は把握しているかというような意

見でございますけれども、おっしゃるようにそれを予算に活かしていくというようなことでございま

すけれども、今、議員おっしゃるように国の方で政権が代わりまして、いろいろといっぱい盛りだく

さんの政策関係について言われております。本当にそうなってくれるように民主党に頑張ってもらい

たいなと思っておりますし、直接我々の方についても、その恩典が町民の暮らしに生きてくるんじゃ

ないかなと思います。ただし大津町におきまして、それ以上のことを今まで障害者支援関係とかいろ

いろやってきております。別な方法でやっておりますが、民主党がこういう形でやっていただければ

助かることでございますけれども、大津町における住民の皆さんの暮らしというような形については、

我々としてはまず高齢者の方々の支援関係、医療とかいろんな形でやっておりますし、また子育て関

係についても子育て待機児童をはじめとする放課後とかいろんな形、あるいは子ども医療についても

いろんな形でやらせていただいております。そういういろんな形でやることに対しては、やはり先だ

つものは金でございますので、金がなくてはいろんな形をやっていけない。おっしゃるように、大津

町における財源的に大変今、今年厳しい状況を迎えております。企業の法人町民税の減額はもちろん

でございますけれども、各中小企業をはじめ関係所得関係の収入も減ってきておるというような状況

であります。もちろん、そのような中で、どのような形でやっていくかということで今回は基金関係

等の取り崩しで予算を組ませていただいております。もちろん、そういうような状況の中で、我々と

しては今、やはり景気対策というか、企業の頑張りによって大津町についてはそれなりの対応ができ

てくるんじゃないかなと思っております。もちろんそこに働く人、若い人たちが、やはり大津はいい

ですね、子育て支援関連等についてしっかりやっていただいておりますというような話も耳にすると

ころでもあり、そういう意味におきまして、若い人たちが大津町に居住されるというか、そういう方

向にあるんだなと思います。そういう意味におきまして、我々としても、もちろん生活の利便性、支

援、必要でありますし、また企業関連等におけるインフラ整備関連等についても、大津町の将来を見

据えるためにはそれなりの整備も必要であるというふうに思っております。もちろんご承知のとおり、

大津町の財政的な基金とか、歳入とかもしっかり皆さんおわかりでありますので、その中での対応を

どうやっていくのかというのが我々行政の役割でありますし、そういう意味におきましては、それぞ

れ今年の仕事というような形で各地域に行って説明をしたり、いろいろやらせていただいております。

議員おっしゃるように、大津町の所得関連等につきましては、担当部長の方からご説明をさせていた

だきます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 荒木議員の質問にお答えします。 

 大津町の現状についてお答えしたいと思います。国税庁が実施しています民間給与実態統計調査に

よりますと、平成１９年度年収２００万円以下の給与所得者の人数が、１８年度に続いて荒木議員か

らお話がありましたように１千万人を超えたとあります。大津町の実態についてですけれども、県が
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実施しております市町村民の所得推計が、最新で１８年度資料ですけれども、大津町の１人当たりの

家計所得は２７０万円で、熊本県下では２４番目となっています。この所得金額は、全人口で、赤ちゃ

んまでわり算をいたしますので、実際の勤労者との数字とは少し異なるものとは思われます。なお、

大津町の所得推計については、企業を含めた推計では熊本県下１位ということになっております。ま

た、町の方から総務省へ提出します個人町民税課税資料によりますと、大津町の平成２０年給与所得

者の中で、勤労者の中で給与収入が２００万円以下の納税義務者は約２千４００人、全体数が１万１

千２００人ですので、その２１％を占めています。この２００万円以下の人数は、昨年より増加して

いる状況です。ちょっと細かく数字で言いますと、平成２１年度が約２千４３５名です、２１.７％。

それから、２０年度が２千３９６名、２２％。１９年度２千３７７名、２２.５％。率は少し下がって

いるんですが２００万円以下の勤労者の方の人数は少しずつ増えているという状況にあります。また、

３００万円から４００万円の階層が一番多くて、これが約３０％を占めています。ちなみに１千万円

を超える方は２３０人で、全体の２.１％となっています。今申し上げました２００万円以下の年収と

いうことで２１％になっておりますけれども、町民税の課税対象である納税義務者数ですので、課税

されていない人の数はカウントされておりません。また、６５歳以上の年金受給者について見ますと、

年金収入が２００万円以下の納税義務者の割合は４２％となっております。それから、住民税の課税

標準額、所得割額で見ますと、所得が２００万円以下は全体の７２％、それから１００万円以下は４

４％というふうになっております。課税標準所得割でいくと、扶養とか保険とかいろんなものを差し

引いたところの数字ですので、収入ではちょっと見れないかなというふうに思っております。申し上

げました数字は、税務課での徴税の納税義務者数の中の割合でありまして、すべてを捕捉しているわ

けではございません。すべての給与所得者の収入把握については、少し工夫が要るんじゃないかとい

うふうに思っていますが、状況・概況等については把握できるものと思います。今後は、社会の情勢

や雇用の推移等を身ながら、関係各課とも意見交換、協議をしながら、様々な政策等に活用していき

たいなというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 長い間続いてきた、いわゆる自民党型の政治の、国の政治の下で、ややもす

るとこれまでは国がこう言っていますから、県がこう言っていますから、あるいは国がそういうのは

義務づけていませんから、そういう言い訳の下で何て言うんですかね、地方自治体でできるにもかか

わらずそれをきちんとやってこなかった面が多々あるかと思います。その中で、今お聞きしましたよ

うに、町民の収入、納税義務者に限られますが、収入実態はかなりつかむことができるし、町民の代

表である議会にもそれを明らかにしていく必要があると思います。例えば、１つは高齢者問題で言え

ば、年金が私の知り合い、夫婦で１カ月７万円しかない。しかし、わずかな葬式代を貯金をして残し

ているがために生活保護も受けることができない。そういった年金収入が５万円を満たない人が一体

何人いるのか、そういう実態も明らかにすることができます。それから、もちろん若い人ですね、働

く人たちの実態、昨年来、大津の本田だけでも約９００人の期間工が全員首を切られた。知っている

範囲だけでも、１０人近くの若者が無職状態、あるいはアルバイト、まさに２００万円どころではな
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い。親のすねをかじってというか、親の援助の下で何とか暮らしているという実態。また、保育料の

引き下げをずっと求めてまいりましたが、まさに結婚をして夫婦が共働きで、２人働いても４００万

円に届かんような人たち、こういう人たちが本当に一番きついわけですね。ですから、保育料を算出

するときも保護者の収入実態、所得実態によって算出がなされるわけです、保育料は。ですから、そ

こから保護者の所得収入状態を逆算することができるわけです。ちょうど所得税、住民税が課税され

るかどうか、そういうところが一番きついと。そういうきついからこそ、民主党の子ども手当に多く

の保護者が賛同をしたと、選挙の結果がそうなっている。あるいは、今度否定をされた自民党のマニュ

フェストでも幼稚園、保育園の幼児教育の無償化がうたわれてきた。国のこうした政治待ちではなく

て、町でできること、まずその実態を把握して、これを公表をする、しかもこれを歴年で見ていく、

町民の暮らしがよくなっているのか、悪くなっているのか、これをきちんと今後も統計を取って明ら

かにする、このことを約束をしていただけるかどうかを町長にちょっと確認をしておきたいと思いま

す。もう来年になったら、また忘れて、また要求しないと出さんということでは困るわけです。そこ

の点について確認をしたいと思いますが、町長の答弁を求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おっしゃるように、もう基本的には統計的にそのようなものが積み上がらな

いと生活、弱者の皆さんの状況が見えてこない。だから、その弱者の中で本当にどういう形で困って

おるのかというのが必要じゃないかなと思います。やっぱり頑張る精神をつくっておかなくちゃなら

ないと思っておりますし、まちづくり、あるいは地方の中で、やっぱり一緒になってまちづくりをす

るためにはやらなくちゃならない気持ちが大切じゃないかなと思います。もちろん、議員のおっしゃ

るように統計的に取りながら、そして大津町のその困った人をどう支援していくかということについ

ては、担当の方でしっかりと、それぞれの担当の中で、福祉あるいは教育委員会等の子育て、あるい

は高齢者、そういう中での検討を再度していくためには、やっぱり議員おっしゃるように統計的な、

あるいはその調査が生きてくるんじゃないかなと思いますので、この辺につきましては担当課の方で

十分検討なり、あるいは民生員さんをはじめとするそれぞれの形からの情報をしっかり取って検討を

させていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） そこで、次の質問に移ります。まさに、暮らしが大変になっている、その上

に最も大切なもの、人間にとって最も大切なものは、もちろん金ではありません、命です。命がなく

なったら、何事にも代えることはできないわけです。新型インフルエンザの大流行が始まっている。

その中で、町が責任を持っております国民健康保険制度でありますが、先ほど言いましたように、働

きたくても働けない、働いても収入が少ない、働いても働いても低賃金という実態の中で、健康保険

証がもらえない、滞納をすると保険証が取り上げられる、あるいは３カ月ごとの細切れの健康保険証、

短期保険証しかもらえない。長い間子ども世帯には無条件にやるべきだと言いましたが、国がそうい

う方針を出してから、やっとそれに追随をすると。これでは、本来の地方自治とは言えないと。命に

関わる問題であります。そこで、こうした無保険者、短期保険証の実態はどうなっているか。それか
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ら、とりわけこれから冬場に向かってインフルエンザの流行と。病院に行けない人たちがこうした疾

患にかかったら大変なことになります。ただちにこうした人たちも含めて無条件に国民健康保険証を

交付をするべきであると思いますが、考え方と対応をお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 国民健康保険証の取扱いについてのご質問でございますけれども、平成２１

年度の資格証の発行件数は４月に３８所帯の７月には１９所帯であります。なお、平成２０年の１２

月に国民健康保険法の一部改正が施行され、滞納所帯であっても１５歳以下の子どもには一律保険証

を交付することになり、大津町におきましても現在３世帯、５人の子どもには６カ月の短期証を簡易

書留郵便で交付しておりますが、また６カ月後は職権により再交付を行っております。さらに今回、

厚生労働省から平成２１年５月１８日付で新型インフルエンザにかかる発熱外来の受診時における被

保険者資格証明書の取扱いについての通達があり、被保険者が発熱外来を受診した際に資格証を提示

した場合は、当該資格証を被保険者証と見なして取り扱うことにしております。なお、資格証の交付

所帯に対しては、この取扱いについては５月２２日付で手紙により知らせております。資格証明書の

発行の件につきましては、資格証明書及び短期保険証の交付は、平成１２年の国民健康保険法の改正

で特別な事情がないにもかかわらず保険証の滞納が１年以上という場合には、保険証に代えて発行す

ることが義務づけられていますが、その運用には機械的に一律に発行するものではなく、被保険者の

方と納税相談を行い、各々の事例で慎重に対応いたしております。人命の尊さと人の健康保持は、行

政におきましては最大の課題で、それに努めることが最重要であるということは言うまでもありませ

んが、この資格証明書の交付等につきましては、税の負担の公平と給付の平等等の観点からも滞納対

策としてやむを得ない対応と考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 一つは、子どものいる世帯については無条件に交付されている。これも国の

方針が変わってから追随をしてきたと。今回はインフルエンザの流行に関して、特に資格証明書の方、

滞納をしているから罰則として保険証を渡さない。それが公平だと言いますが、事は人間の命に関わ

る問題であり、お金がなくて払えない、そういう人が大半であろうかと思います。そういう人たちに

公平性を押しつける、これは私は間違いだと思います。命をまず守らにゃいかんわけです。特に今回、

そういう方々に限って収入がどんどん減れば食生活が乱れたり、生活が乱れたりするわけです。病気

にもなりやすいと。この資格証の人たちが資格証明書を病院に持っていけば、インフルエンザに限っ

ては確かに発熱外来ですか、保険適用がなる。果たしてそれが、そういう立場になってみてですね、

そら３８度も９度も熱がばっと出れば、それはしょうがなく行くでしょうが、それはもうまさに手遅

れだと言ってもいいと思うんですよ。また、そういう人たちがインフルエンザになれば、ほかにうつ

る可能性が非常に高くなってくるわけです。自治体によってはですね、無条件に、いわゆる短期保険

証を、資格証明も含めて郵送で渡している自治体もあります。これが本来の地方分権であり、地方自

治の本来の精神であるかと思いますけど、どうなんですかね、無条件ですべての人に、短期でもいい

ですから保険証を渡すべきではないでしょうか。再度、お尋ねしたいと思います。 
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○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように、新型インフルエンザ関連等につきまして、大変心配

されておりますけれども、例えば昨日の新聞でも天草市が無償で出すということであります。これは、

全国で３つしかない自治体というようなことでございますけれども、担当の方からお話聞くと、もう

大津町では同じようなことをやっておりますので、その必要はないでしょうというような話を聞いて

おりますので、大津町のそのようなところの状況を担当部長よりご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 荒木議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

 まず、私どもが一番心配しているのは、資格証明書を発行している中で子どもさんがいらっしゃる

世帯というのが一番心配しておりまして、それにおきましては先ほど町長の方から説明申し上げまし

たように、無条件にですね、短期保険証を、実際中学生が１人、小学生が３人、乳幼児が１人という

ことで５名いらっしゃいますけれども、世帯数は３世帯でございます。そちらの方には、無条件に説

明を申し上げて簡易書留で送らせていただいております。６カ月が過ぎてもですね、また職権によっ

てまた継続をするということにしております。ただし、４月に３８、７月に１９、資格証を発行して

おりますけれども、この方々につきましては、いろんなそれぞれのご事情があると思いますけれども、

中にはですね、払えるようなところもあるところもございましてですね、再三いろんな形でお願いを

しているにもかかわらず、対応していただけなかったりとか、いろんなケースもございます。先ほど

申したようにですね、新型インフルエンザに関しましては、国の方から通知が出ておりますので、そ

の資格証明書でですね、受診することができますので、これをひとえにすべてというのはですね、今

の現在のところは考えておりません。先ほど町長の答弁にもありましたように、この運用につきまし

てはですね、人の命がかかっておりますので、機械的にやるものではなくてですね、その保険者の方々

の実態を十分把握した上でですね、資格書については慎重に発行していきたい、今後もそのように考

えております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） まさに国の言いなりに資格証を続けると、要するに国の言いなりですね。こ

とは、人間の命に関わっている問題であります。私は、引き続きですね、短期の保険証でもいいから

無条件に下さないと、いざそういう方がインフルエンザになって死亡者が出るようなことがあったら、

一体誰が責任を取るか。そこを私は行政側に肝に銘じていただきたいと思います。人間の命にですね、

公平も何もあったもんじゃない。金のやりとりで命をですね、公平に扱わないということはあっては

ならないと思いますので、特にこの問題についてはこれから冬場に入りますので、さらに町民の立場

に立って検討をまた続けていただきたいと思います。 

 時間の関係で、第３問目に移ります。第３問目は、町営住宅の住み替え問題です。単純な質問であ

ります。町営住宅に入っておられる方が赤ちゃんが生まれて家族の人数が増えた場合とか、あるいは

反対に高齢化していって家族の人数が減ったから、もうこんな広いところは要らないから、もっと狭

くてもいいから、また高齢者にとっては手すり付けてもらってもあけぼのの３階とか４階とか５階と
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いうのは本当に苦痛になるものであります。１階に移りたい、こういう要望が私も大分聞いておりま

す。そこで、そういう要望の実態、そして行政側でその住み替えの実際にどのくらいやった事例があ

るかどうか、お尋ねをします。 

 併せて、町の例規集も大分調べましたが、明確な規定が町ではつくられていないと思いますけど、

この点についてもお尋ねをします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町営住宅の住み替えということで、議員ご心配のとおり、そういう障害者、

あるいは高齢者の関連、あるいは家族の増加というような形でのお願いというようなこともただあっ

ておるかと思いますけれども、これにつきましては後ほど担当部長の方からご説明をさせていただき

ます。町の町営住宅条例第４条第７項によりまして、町営住宅の住み替えについてはうたっておりま

すので、要綱については定めておりません。住宅の環境整備についても、町営住宅条例第４９条の２

項の規定に基づいてやらせていただいておりますが、大津町に住宅入居者審査会というのがございま

して、そちらの方でそれぞれの意見を聞きながらその状況調査、民生員さんとかいろんな形の中で住

み替えというか、そういうようなものを行っておりますので、今のところ要綱をつくらなくてもその

ような形で運行できるんじゃないかなと思っております。あと、状況とそれなりの調査関連等につい

ての件数関連等につきまして、担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 荒木議員の質問にお答えします。 

 ご指摘の住み替えの実態ですけれども、昨年度の住み替えは１９件行っております。そのうちの１

５件につきましては、昭和３５年から４０年に建設されております室西、室東団地の住み替えで、老

朽化によって雨漏りなど補修をしてもなかなか完全な修理ができない建物となっております。住宅入

居者からの移転の相談があったときには、入居者の要望により室から立石団地及び西嶽団地、北出口

団地等に移転をされております。また、火災による住み替えが２件発生をしておりまして、実施をし

ております。それから、ほかに高齢のためや病気などにより足腰が弱くなった方についても要望があっ

て、昨年１件、エレベーターがないあけぼの団地の５階から２階へ住み替えを実施いたしたところで

す。もう１件につきましては、都市計画事業による特定入居で住み替えを行っています。住み替えに

つきましては、移転先の空きが発生しなければなりません。現在、住み替え要望が住民の方からあっ

ておりますが、希望のその空き待ちの方もおられます。これについて４件把握をしております。高齢

で次第に足腰が弱くなってきた、また弱くなってくるのでという要望等もありますので、それで対応

をしたいと思います。また希望の町営住宅が空くまで、ここがあくまでは待つという方もいらっしゃ

るようです。住民課の方では、このようにいつでも相談を受けて受付簿も記録をしながら対応してい

るところです。条例で先ほど町長からお話がありましたように、町営住宅条例第４条第７項の町営住

宅に入居している者の同居者の人数に増減があったり、既存入居者もしくは同居者が加齢、病気等に

よって日常生活に身体の機能上の制限を受けるものとなったことにより入居することが適当である場

合は住み替えができるというふうに規定を条例で決めておりますので、これに沿って対応していると
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ころです。住民の方の相談を受けながら、できるところから住み替えを行っていきたいというふうに

考えております。十分相談には乗っていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町内で希望が出ているのは４件ということで、私が相談を受けただけでもそ

のくらいある。ですから、実際希望を出している方は、希望されている方はもっと多いであろうと私

は思いますが、といいますのがですね、人間は衣食住が基本だと言われておりますが、中でもこの住、

住まいというのがですね、人間が暮らしていく基本であります。例えば今の言われたように、高齢者

が３６５日階段を上がり下りしなくちゃならんというのは大変な苦痛です。あるいは、経済的な問題

もあります。広いところほど家賃は高いんですね。高齢者でもう一人暮らしになったとかいう方は、

平屋のもっと小さいところでもいいと、家賃も下がると希望される方もおるわけです。そういう意味

でですね、入居をしている人にとっては、この住み替えをですね、もっと積極的にやれば、その人た

ちの、まさに福祉、幸せにつながっていくと私は思うんですね。積極的にこれを進めるべきだと。だ

から、要綱なり基準をつくって町営住宅に入っておられる方に明確に示すべきだと思うわけです。非

常に条例の文章だけではあいまいであります。また、希望を出しても、それがきちんと審査されてい

るかどうかというのはですね、保障されていないんですよ。多分やっていると思いますよ。しかし、

希望された側にとっては、本当にやっているのかなと、要綱も何もないわけですから。ですからです

ね、これは西宮市の実施要項を見ましたけど、今言ったように人数が、赤ちゃんが生まれて増えたり、

あるいは世帯員が減少をしたり、あるいは病気、障害、高齢化ということであります。これは、要す

るに町営住宅を増やす必要はないんですよ。入っている人たちが、ちょうど自分の希望するところに

移れれば、こんな幸せなことはないと思うんですよ。相手の身になって私は考えてほしいと思います。

皆さんは自分の家を持っているからそんなことは想像もせんかもしれませんけど、私は想像するべき

だと思いますよ。人間にとって基本の、それが住であると。これは一生付いて回るわけですから。住

み替えをやることによって、その人が本当にそういう人たちが幸せにつながっていくということだと

私は思いますので、もっと要綱をつくって、基準をきちんとつくって、別に町の腹が痛むわけじゃな

いですから。どうですかね、そういう住み替えを積極的に進める、そういう気持ちがあるかどうか、

やる気があるかどうをお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 住宅入居につきましては、先ほど第４条の７項でいろいろ網羅しておるとい

うふうに思っておりますけれども、現に町営住宅に入居している者の同居者の人数に増減があったこ

と、または既存に入居者、もしくは同居者が加齢や病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を

受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入

居することで適当であるというような文言がうたってあります。そういう意味におきまして、一番私

が町営住宅に入っておられて、こう入れ替えでなくしてですね、例えば今、民間住宅の古い住宅に入っ

ておられる方が大家が建て替えたり、あるいは解体すると。そういうときに、その人が住宅を探すの

に大変困っておられるというのは確かです。だから子どもがおれば、子どもの家にも入られるし、し
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かし子どもの家庭でも、自分の母親であったりする、嫁いだところにまた夫の親がおったり、いろい

ろする中でですね、その小さな貸し家では一緒にいろいろと人間的に、精神的ないろんな苦痛がある

ということで入れないというような方もおられます。そういう意味におきましてですね、大変住宅と

いうのは、まずは生活する基本でございますので、そういう件につきましてはですね、やっぱり十分

対応できるような形をやっていかなくちゃならない。しかし、それについては、今、町営住宅は今、

募集しておりますけれども、満杯というか、４件ぐらいまだ申し込んでも入れないという方もおられ

ます。そういう中での移動関連等につきましては、審査会での調査の結果、優先的にやらせていただ

いておるというようなことでございます。もちろん、そういう意味におきまして、本当に生活に困る、

あるいはそういう状況の人を町営住宅としては入居を優先的にやらせていただいておるというような

ことでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私が今日質問したのはですね、町営住宅に町民の皆さんに入っていただくと、

それはもちろんそうですけど、そのことを言っているんじゃないんです。現に入っている人たちが移

動をするだけなんです。そうでしょう。別に町営住宅をもっと増やせとか、移動するには、これは結

構いいこともあるんですよ。どこかを退去するときは自分できれいにして出にゃいかんですね。それ

はもちろん自己負担ですよ、そこまでやれと言っているわけじゃないんですけれども。だから新しく

町営住宅を増やすとか、町営住宅は減るとかいうことじゃないんです。おっしゃるように人間の基本

ですから、我慢をしている人たち、例えば狭くで我慢をしていると、もうちょっと広いところがいい

なと思っている人たちがそういうところに入られれば、こんないいことはないと。それは積極的にで

すね、また公平に扱わんといかんです。権利として認めなくちゃいかんと思うんですよ、することが

できるというのは町長の立場でしょう。やってもいいよと。だから、ちゃんと文章で住み替えをする、

申請をすることができるようなその具体的なそういう申請書というのはあるんですか。担当課は誰だ、

住み替え希望のきちんとした書式を備えた、それは備えてありますか。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 先ほど言いました４条の７項の中で住み替えができるということで、実際、

住民の方、それぞれの相談をですね、受けております。申請書ではなくて相談受付簿というので記録

しをしながら、ご希望のところ等を聞きながらやっているということであります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は、１時１０分から開会いたします。 

午後０時０８分 休憩 

                    △ 

午後１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ９番議員、坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） こんにちは。坂本典光が一般質問いたします。 

 第１問は、町営住宅側溝の安全性のことであります。公営住宅法という法律がありまして、第１条
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に、この法律は国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、こ

れを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄

与することを目的とすると書かれております。この法律ができたころの社会の価値観は、国は国民皆

中流を目指し、人々もまた助け合いの精神を強く持っていたように思います。しかしながら、その後、

日本は経済のアメリカ化が強く求められ、勝ち組と負け組、裕福な人とそうでない人、安定した仕事

のある人とそうでない人の２層に分かれてしまったようでございます。これは、誰が悪いというもの

でもなく、国際社会の中で日本がそのように流れていったというべきではないでしょうか。さて、今、

町には３月末現在で町営住宅が１２団地あります。室西、室東は、住宅老朽化のため西嶽、北出口、

立石団地などへの移転を進めております。平川天神と矢護川、それぞれ１２戸あり、就学前及び小学

生のいる世帯で募集しております。鍛冶の上は、町の中心部にあり、学校にも近く、買い物にも便利

なところで、希望者は多いようですが、年間１戸程度しか空きがないようです。西鶴住宅は、平成７

年に建設されており、下水道、エレベーターも完備しているため、近年は高齢者、障害者世帯に限定

して募集されているようです。上鶴住宅は、立石団地の建て替えとして、平成１９年に建設された最

も新しい住宅です。下水道、エレベーターも完備しておりますが、近年、入退者はほとんどありませ

ん。何と言っても一番大きい住宅はあけぼの団地です。昭和５３年から５９年にかけて建てられまし

た。管理個数は４１２戸、エレベーターがなく、手すりの要望が多く、今、計画的に整備中でありま

す。並行して駐車場も整備中であります。今回取り上げましたのは、西嶽住宅と北出口住宅でありま

す。両方とも昭和４６年から５１年かけて建てられており、わりと古い住宅になります。西嶽、北出

口とも管理戸数は８４であり、両方とも側溝が老朽化しております。また、蓋が欠落しているところ

が多いと。高齢者が多く、夜など特に危険でもあります。そういうことを以前から区長さんに打ち上

げているが改善されない、町には伝わっているのだろうか、町は対応する気があるのだろうかとの問

い合わせがありました。自分で現地を確認したところ、同じ思いを持ちましたので町長に質問する次

第でございます。 

 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町営住宅の側溝でございます。議員おっしゃるように、西嶽あるいは北出口

につきましては、側溝関係等につきまして大変古くなっておるし、言われたように側溝の淵も壊れた

りいろいろしているのは確かでございます。例えば、北出口の方を見ますと、大体区長さん関係とそ

れなりの個人的に家の周辺の環境整備されておるところはきれいになっておりますけれども、南の方

につきましては草ぼうぼうというか、今ちょっと枯れてきておりますけれども、議員おっしゃるよう

に大変危険な状況であるのは確かでございます。町といたしましては、今、補修関係、そういう側溝

の工事関係につきましても、今、補助対象になってきておりますので、今計画的に立石の方の関係の

事業補修を計画的にやらせていただいておりますので、そちらが済めば西嶽ないし北出口の方をやっ

ていきたいなと思っております。もちろん西嶽・北出口の建物の関係につきましては、一部補修関係

をやっておりますけれども、おっしゃるように駐車場がらみの側溝とか、そういうものについては、
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本当に危険な状況でございます。これにつきましては、また担当の方で調査いたしまして、急々にし

ておかなくては危ないというようなことであれば、その一部についてはそう金額もかからないでしょ

うからやっていかなくちゃならないというふうに思っております。状況について、住宅関連につきま

しての補修計画等については、担当部長の方からご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 坂本議員の質問にお答えいたします。 

 ご指摘の町営住宅西嶽団地につきましては、昭和４６年から昭和５０年までに建設しておりまして、

建築後３７年経過しております。また、北出口団地につきましては、昭和５０年から５１年に建設し

ておりまして、建築後３３年ほど経過しております。どちらも建設後長い期間が経過しておりまして、

建物の外壁等の改修は終了しておりますが、側溝については、一部分は取り替えておりますが、大部

分は建設当時のままだと思っております。現在、先ほど町長の方から説明がありましたように、長期

の住宅改修計画によりまして、立石団地の全面改修を行っております。西嶽団地及び北出口団地の側

溝改修につきましては、それが終了後、実施をしたいということで考えております。また、側溝改修

につきましては、以前は補助事業に該当しなかったんですが、現在は住宅の環境整備事業ということ

で補助事業にも認められるようになってきております。一般財源を有効に活用する意味からもですね、

手戻りにならないように住宅改修計画に盛り込んで実施する予定にしております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 再質問いたします。 

 今ですね、町長の方の答弁と、それから部長の答弁ございましたけれども、どちらも共通している

ところは、今、立石団地をやっているから、この終了後にやりたいと、こういうふうなのは共通して

おりました。それで、立石団地終了後とはいつのことか、いつから始めるのかというのがまずお聞き

したいということ。それから、町長はですね、それはそうだけれども、危険箇所については確認の上、

すぐ対応したいと、こういうふうにおっしゃいました。しかし部長の説明にはそれが入っていなかっ

た。そこをもう１回、答弁をお願いしたいと思います。中山部長。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 再質問にお答えいたします。 

 立石団地につきましては、現在側溝も併せたところで改修しておりまして、あと３年で完了する見

込みであります。その後、西嶽団地、そして北出口団地ということで考えております。 

 議員ご指摘の老朽化のひどい側溝につきましては、早急に補修するべきものと考えておりますので、

現地調査を行い、区長さんとも連絡を取って対応できるものにつきましては早急に対応したいという

ことで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） わかりました。だから、立石団地の終了後、その定期的と申しますか、ちゃん

としたやり直しを立石団地、終了後に西嶽、そして北出口というふうに順々に進めたいと。それから、
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そこまでに至らなくても、まだとにかく見て、今現在危険なところは早急に補修したいということで

あったと思います。結構なことだと思います。これを住民の皆様が聞かれたら非常に喜ばれると思い

ますから、これはですね、そういう情報は皆さんに早く伝えてあげて、そしていつどうなるんだとい

うことがわかればですね、それで納得されてくるのではないかと思います。私は、町民の安全、安心

の観点から、これを申しているわけでして、闇雲にですね、お金を使えと言っているわけではござい

ません。とにかく、安全・安心は町民にとって最もその大事なことであり、早急にということで申し

上げましたわけで、今の答弁で十分ではないかと思います。 

 さて、第２問目に入ります。大津町運動公園、これ通称「スポーツの森・大津」についてでござい

ますが、ここにその漂う悪臭についてであります。私は、健康のためにウォーキング、それからジョ

ギング、あるいはポールを使って歩くノルディックウォーキング等、運動公園をよく利用しておりま

す。朝早く行きますと、朝早く夜が明けたころから皆さん、あの周りを歩いております。それから、

夜は夜で８時半、９時ぐらいまでですね、皆さん方があの周りが歩いていらっしゃる。その電気も非

常に明るくですね、いい環境のところではないかと。だから、そのラバーも張ってありますから、こ

れも非常に膝に優しく、県立の運動公園に比べても、私は大津の方がいいんじゃないかと、照明等に

ついてですね、そういうふうに思っているところでございます。そうでありますんですが、日によっ

て運動公園には家畜のし尿の臭いが漂うことがあります。特に春、ヒバリが鳴くころ、特にひどいよ

うに思うのですが、これは町としてそのこの実態、そしてその原因というのはわかっているのか、質

問する次第です。私は、その畜産農家の方にはそれなりの理由があるわけですし、この運動公園がで

きる前から、この畜産農家はその周りにずっとあるわけですから、別にそこをその非難つもりは毛頭

ございません。いずれにしろ、何らかの対策を打たねばならないと思いますが、どういうふうにお考

えか、質問いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 運動公園につきます畜産の悪臭関係でございますけれども、あの団地からと

いうことについては、大体見当はついております。そういうことで、担当の方で十分な指導はやって

おるところでございますし、たまにはこの街中まで臭いがするとか、いろんな状況も漂っておるよう

でございます。もちろん、あの団地につきましては、運動公園のできる前からありまして、補助事業

でやられておる畜産団地でございますので、このようなことが起こり得るというようなことは、もち

ろん我々つくるときから覚悟というか、心配をしておったところでもあります。今、畜産農家の状況

というものについても、大変厳しい状況でございますので、その辺について、一時は農協さんの方で

の悪臭関連等についての検討もなされておったようでございますので、その辺についても部長の方か

ら説明があるかと思いますけれども、我々としていろいろ個人的に指導をやっておりますし、薬剤も

使ったりいろいろする中で、今のような厳しい状況の中で、町がどのような対応をするかということ

については、今のところ先が見えないというか、課題事項というようなことでもあります。もちろん、

そういう意味におきまして、産業廃棄物関係の業者もお見えになられて、そういうのも処分したいと

いうような話も聞いておりますけれども、やはりそういう迷惑性というか、そういうようなものにつ
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いての理解というものがまだまだ皆さんにおいては厳しい状況であるというのは確かでございます。

しかし、これはどうにかせんといかんというのは議員おっしゃるとおりでございますし、我々も今後

について十分検討をしていかなくちゃならないような状況じゃないかなと思います。そういう意味に

おきまして、また担当部長の方からその辺の進行状況なり、問題点についての方向性について若干説

明をさせていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 坂本議員の原因関係はどうなっているかということでございますが、ちょっ

と最初に大津町の畜産状況をちょっと報告したいと思います。まず肉用牛が８９戸、乳用牛３０戸、

豚、馬それぞれ合計で１４３戸になっております。町の粗生産額におきましても、半数、５０％以上

が畜産の粗収額ということでございます。従前と比べますと２４９戸からでございますので、約１０

０戸は減少しているというような状況です。１戸当たりの飼養頭数は増加している状況でございます。 

 ご質問の周辺についてでございますが、その把握の中では西側の方には森の上の畜産団地、養豚５

戸、肉用牛２戸と。それから、近隣におけるところも２戸とそれから乳用牛１戸、それぞれ畜産農家

がおられます。おっしゃっているところの原因はわかっているのかということでございますけれども、

ちょうど平成１６年に家畜排泄物の管理と適正化及び利用の促進に関する法律ということが制定され

ておりまして、要はいわゆる野積みでございます。野積みあるいは素堀の禁止が、野積みができない

ということでございまして、この団地におけるところにおきましては、その堆肥舎等の浄化槽等です

ね、それから排泄物の施設の整備が行われてきておりまして、一定の成果は上げてきているところで

ございます。ちなみに、畜産経営に関しての苦情発生件数でございますけれども、全国では１万１千

６７６件という数字が出ておりますけれども、年々２０００年関係につきましては２千４３３件と減

少をしているところでございます。 

 苦情の内訳でございますけれども、ほとんど悪臭６割が占めているところでございまして、大津町

の混住化の進む大津町においても重要な課題ではないかなと思っているところでございます。時折り

風向きによっては、議員のおっしゃるとおり畜産施設の臭気がするようであります。それぞれ畜産農

家におかれましては、大津町全体も含めまして畜舎の周りを植林したり、あるいは家畜を適切に使用

管理して畜舎からの糞尿を早期に搬出して速やかな糞尿処理加工工程に移すことを実施して悪臭発生

を押さえる努力をされているところでございます。技術的な面もちょっと触れてみたいと思いますけ

れども、悪臭防止法の中におきますところの規制されている悪臭物質と通常言っていますけれども、

それぞれ畜産関係の物質の中でアンモニアとか硫黄系化合物などでございます。その畜産におけると

ころの臭気の主な発生源が、畜舎、堆肥化施設のような糞尿処理施設でございます。飼料畑への糞尿

散布時に、当然やっぱり臭いはするところでございますが、その散布したときには、速やかに耕運を

するというような指導をしてきているところでございます。また、家畜糞尿の水分ということと、あ

るいは有機物の配分で構成されているところでございますが、排泄された家畜糞尿が有機物などの分

解ということで、酸素が十分ある場合は好気性物質と、それから堆肥化されたときの、今言いました

アンモニア関係の発生でございますけれども、その研究微生物ということによっては、その硫黄系化
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合物ということで、何か腐った玉ねぎの、言い方ちょっと表現があれですけれども、それとまた卵の

ような臭いがするとか、そういうのが発生しているところでございます。そのようなときに、その対

応の施設ということでございますけれども、今、この周辺の状況を調査をさせてもらったわけですけ

れども、糞尿関係、あるいは堆肥を実際に施設をその１５年当時されておりまして、その事業費にお

きましても何千万円という投資をされておりまして、曝気装置というかですね、こう尿溜め槽をつくっ

て空気を入れて臭いを消してそれを畑に還元すると。もう１つが、逆に水分を少なくして通常５０か

ら６０％という農家の方は言っていますが、その水分を４回か５回反転して畑に還元すると。だから、

敷地、豚舎敷地内におきましては、もうそれなりの施設を十分投資をされて、努力されているところ

でございます。３月のヒバリの時期に臭いということでございますが、年間を通して畑の方には還元

される分がありますけれども、特に麦関係、あるいは今度は秋時期の大津町の場合は結構まだ麦、米

等が多いわけですけれども、そのときにその有機質堆肥をですね、還元するということでは、確かに

補助にされているということでございます。今後はどのような対応策を考えているかということでご

ざいますけれども、先ほどその周辺には大きな木がございますけれども、木あたりも種類等があると

思うんですけれども、そういった意味では周辺の畜産の関係につきましてはもう努力はされていると

いうふうに町の方としては感じているところでございます。臭いがするということでございますので、

再度畜産農家の方々も含めてですね、十分対応をですね、打合せながらさせていただきたいというふ

うに思っているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 今、西本部長の答弁ですが、臭いのですね、発生と、それから発生の仕組み、

それから臭いの成分、よく調べていらっしゃったと思います。であとその畜産農家に指導するという

ふうな、今までずっと指導されてこられたんでしょうけど、ということなんですけども、指導だけじゃ

なくですね、もうちょっとその一歩進んでですね、今指導の中身は畑にそれを捲いたとき、１回すぐ

に攪拌すると、こういうことをおっしゃったと、それも指導ですね。だけども、もう少しですね、そ

の何かそのし尿に化学物質なり、何かを混ぜたら臭いがある程度消えるとかですね、それからあの周

りに木がありますけれども、今、木の話がちょっと出たんだけどですね、香りのいい木とか、何かそ

の辺、アンモニア臭、有臭を打ち消すというか、そういう木というのはあるんですか。調べてみまし

たか。質問します。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず最初に対策的なことでございますが、先ほど町長の方がおっしゃいま

したＪＡ関係のストックヤード的なことを大津町には確かに計画をされておったところでございます

が、そのストックヤードにつきましては、そこの周辺地域の畜産農家の、前に話が出ておりましたけ

れども、これはちょうど平成１５年、１６年の計画の段階でございましたが、なかなか大津町ではそ

のＪＡからの施設というのは他の市の方に行っておりまして、今の段階では大津町にＪＡの施設その

ものは計画はないということでございまして、その後そうだったらということで、それぞれの畜産農

家が補助事業等も受けながら、そして施設を１６年におけるところのコンクリートをしたりとか、そ
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ういうことがないようにということで努力をされておったところでございます。 

 それから、周りに木を植えたらいいかということの話の中に、アンモニアということ、成分関係が

出てきたわけでございますけれども、一応県の方からのいろんな指導がありますけれども、ツゲとか

ですね、珊瑚樹等とか、そういうやつだったら逆にアンモニア関係を吸収することによって臭いがか

なり和らげるんじゃないかなというふうに聞きましたので、もしそういうことがですね、今からの畜

産農家の方にお話をすることによって、１つの方法ではないかなと思っているところでございます。

化合物は、ＭＯＤというかですね、そういうものがありますけれども、やっぱり戸々の畜産農家によっ

ては全部全部畜産農家が利用されるということはわかりませんが、要は下の地下の尿溜め槽あたりの

空気を入れて、今、曝気槽という表現をするんですけれども、そうした措置を取りながら最小限度の

臭いを、絶対じゃないですけれども、もう最小限度にですね、押さえていくという方法を今は取られ

ているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） この大津町運動公園、通称スポーツの森・大津というところは、その以前４６

億円もの資金を投入してつくられたわけですけれども、このまずつくられた当時、当時はその大津町

の身の丈にあっているのかどうか、町の規模に対して公園だけがえらいそのばかできすぎる、これは

県立レベルじゃないのかということで、非常にその問題にもなりましたし、また４６億円も投入した

から、そのお陰でしばらく財政もきつかったと。道がですね、舗装がなかなか進まなかったのも、こ

れの返済に負われたからだというふうなことも聞くわけですが、しかし、今そういうことが過ぎ去っ

て、今現在で見てみますと、幸いにして大津町は３万人を人口突破しまして、人口がずっと増える勢

いにあります。そうすると、今までは身の丈に合わなかったのが合ってきたというふうなことが言え

るかもしれません。そして、またこの運動公園についてはですね、先ほども話あっていましたけれど

も、この大津高校のですね、サッカーの活躍というのは非常に大きかったんではなかろうかと思いま

す。ああいう大きい、俗に言うサッカー場ですかね、地元のサッカーは全然何もやってないと。余所

のサッカーにだけ提携をしている場だとなると、また評価が変わっていたでしょう。だから大津高校

がサッカーで全国に名をとどろかせているということと、このスポーツの森・大津とは非常に密接に

関わっているのかなというふうに思っております。私、その研修で宮崎とか何かにこう行くことがあ

るんですけれども、そこで高千穂の方ですかね、あるいはその五ヶ瀬あたりの方から大津はいいサッ

カー場を持っていますねというふうなことをよく言われます。だからそのやっぱり余所から見るとそ

ういうふうに非常に高く評価されているということで、その町長か、先ほどの一般質問で宝という言

葉が出てきましたけれども、そういうふうな位置づけになったのかなというふうに私も思っておりま

す。だから今、議会あたりで研修に来られて大津町を紹介するとき、何か見せてくれと言われたとき

は、多分サッカー場を見せるでしょう。だから、そのそういったところで大津町の誇れるものという

ふうになってきたんじゃないかと思っております。先だって、元町長の荒木先生にお会いしましたら、

今となってみると観客席もっと太うしとけばよかったな、そうしたらＪリーグの来たぞなんていう話

をされておりましたけれども、やっぱり今となってみればそういうことでしょう。先見性があったと
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言えば先見性があったということでしょうか。そういうことでですね、今現在ですね、２０年度の運

動公園の利用状況を見ますと、これを団体として見ますと、町内が５１３団体、参加人数２万６千７

７２人、町外が３１８団体、参加人数３万２千７４１人であります。もちろんこれは参加した選手で

ありまして、これに関係者、応援者が付いてこられるので相当の人が利用されていることと思います。

また、その１９年２月には、サッカーの横浜ＦＣが１０日間にわたりキャンプとして利用しておりま

す。２０年１月には、ロアッソ熊本が１カ月にわたりキャンプを張っています。高校サッカーも春イ

ンターハイ予選、秋高校選手権、小中高のサッカー大会が毎週行われております。また、先ほども申

しましたように、１日にその３００人以上の人があの回りをジョギングしたり、あるいは歩いたりし

ているわけでございます。そういうふうにして、町としても、それから県としても有名になったとこ

ろでもありますし、町が誇るべきものとするならば、さっきから申しましたこの臭い、単なるですね、

田舎の臭いだけでは済まされぬ何かですね、これを今後ずっと対策を立てる、考えていって、何かい

い方法はないか、ずっと考え続けて、さらに前進すべきものではないかと、対策としてですね、いう

ふうに考えますけれども、もう１回答弁をお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 畜産農家の方のやっぱり理解を深めることが一番ではないかと思っており

ます。まず、どうしてかといいますと、今までもこの１６年の法規制によってかなりの投資をされて

きておりますし、またそれ以上のこともされておりますけれども、植樹、あるいは薬等を含めたとこ

ろのお金が、事業費がいろんな意味で嵩んでくるんではないかなと思います。臭いのことは、事業費

の、建設費のことということだけでは言えませんが、昨年からご存じのように燃料費の高騰や、ある

いは飼料等の高騰で、今、畜産農家も相当の生活、経営をされているところでございます。ここで私

がどうのこうのということではございませんが、町の大事な施設でもあるし、また大事な畜産農家で

もありますので、十分やっぱり考える部分はあるかと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 先ほど西本部長がずっと調べられてきたことは、非常に専門的でいいことでし

たから、大津町においてですね、西本部長の方でさらにですね、臭いの研究というふうなことで頑張っ

ていただきたいと思います。期待しております。 

 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は、２時分から開会します。 

午後１時４８分 休憩 

                    △ 

午後２時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 １番議員、金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 皆さん、こんにちは。先の衆議院選挙におきましては、暮らしの危機から変革

を選択した有権者と新聞でも報道されました。今後いかなる政権になろうとも、その主役が政治をコ
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ントロールしていく時代が続くことを期待しながら、１番議員、金田が通告に従って一般質問を行っ

てまいりたいと思います。 

 最初に、林業の振興についてお尋ねしますが、日本では戦後高度経済成長に伴う木材需要に対応す

るため、大規模に天然林が伐採され、梁や柱、家具材などとして消費されました。こうして伐採され

たところにスギやヒノキなどが大量に植林されたようです。現在では、安価な外材の輸入の増加とと

もに、国産木材が売れなくなったことと、林業就業者の収入減少が影響し、林業就労者の減少が起き、

間伐や間引きなどの手入れに行き届かない、いわゆる不成績造林地が増加して、全国各地でも問題に

なっている現状です。手入れの行き届かないところでは、木々が密集した状態で、日光が十分に当た

らない細い木、いわゆるもやし山の状態になっています。このような森林が増えると、下草が生えず、

地肌がむき出しになり、大雨のときに栄養分や土が流出し、災害を引き起こす原因になると言われて

おります。大津町では、民有林の中でも町が管理する町有林については、森林施業計画に基づいて計

画的に管理が行われているものと思います。また、水源涵養を目的に矢護川においては町が３０ヘク

タール、熊本市や企業が計画で９０ヘクタール、すでに７０ヘクタールの面積で広葉樹が植え付けら

れております。俵山では、町が９０ヘクタール、２０近い企業が１７.３ヘクタール広葉樹を植え付け

ておられます。さらに、今年度から本議会でもありましたように、熊本市が５年計画で４０ヘクター

ルの広葉樹の植林が計画されているということでございます。全国的にも注目を浴びている取り組み

でありますし、ぜひ多くの町内外の住民の皆さんを巻き込んで取り組みを強化すべきであると思って

おります。私も一人の住民として協力してまいりたいと思っているところです。 

 こういった取り組みの一方で、町長にお尋ねしますが、林業、特にいわゆる私有林の現状について

どう捉えておられるのか。また、これまで森林整備における国・県の造林関係補助金につきましては、

個人が実施した場合はかなり低いものでしたが、平成１４年から個人であっても市町村長から森林施

業計画の認定を受けたものは、交付金や補助制度が充実してきております。やりようによっては、１

日の日当分ぐらいは手元に残るとも聞いております。そこで、大津町の場合、現在のところ私有林の

森林施業計画認定率が１９.８％と必ずしも高い認定率じゃないと思われますが、このパーセンテージ、

目標値をどの程度に設定しておられるのか。また今後の民有林、特に私有林の整備の具体的な方策に

ついてお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員の林業の振興についての質問でございますけれども、特に民有林に

ついてのご質問ということで、我々について民有林の利活用についての取り組みはどうであるかとい

うようなことでございます。議員おっしゃるように、間伐あるいはその他の補助事業等で、現在につ

きましては若干赤字になるということはないようでございますし、場所によっては若干の金が入って

くるというような話も聞いております。もちろん、森林というのは議員おっしゃるようにいろんな役

割をしておりまして、誠に木の文化が培われておるというようなものであるし、また地球温暖化とか、

国土保全とか、水源の涵養などの機能を有しておりますので、これは国有林だけでなく、あるいは町

有林だけでなく民有林のものも緑の社会資本としての恩恵を我々は受けておりますので、そういう意
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味におきまして、民有林も個人の財産でありますけれども国の財産でもあると思っております。そう

いう意味におきまして、手入れ等の間伐とかそういうものについての国の補助がなされたんじゃない

かなというふうに思っております。議員ご心配の点につきましての民間の皆様のその辺の思いでござ

いますけれども、今までの思いが手入れをすれば赤字になる、あるいは木材効用が低下しております

ので、もうさわらない方がいいんじゃないかなというような思いがあったんじゃないかなと思います。

そういう意味におきまして、我々は今後、しっかりと所有者に対してお話をしながら、意見交換しな

がらやっていくべきじゃないかなという思いをしております。もちろん、私の方の町有林についても、

基本財産保護員の方にお願いしながら管理指導関連等を受けておりますが、この前の山の神のところ

におきまして、やっぱりおっしゃる意見というのは、護川小学校の学校に使った木材の残りが今５０

年から７０年経っておるという話を聞いております。しかし、それを切らないと次に補植した木が育っ

ていかないというような話を聞いております。そういう意味におきまして、ちょうど美咲野団地が中

に小学校つくるというような計画もございますので、その辺のところの経費負担関係を、今、森林組

合にお願いしながら木材でつくった学校でもつくっていただければなというような思いをしておりま

す。当初、この前までは１００年のスギというような形でここ１０年近く、そういう形で町有林も育っ

てきておりましたけれども、森林組合の皆さんの話によると、１００年のスギを持ってきたところで、

台風災害等で倒れたときは風倒木で金にならないというようなことで、１００年が水の泡になるとい

うような思いもしております。そして今や木材関係、特にこの大津地区の木材については、ヒノキ関

係については、本当に家財あるいは建築に適しておる材料というふうに思っております。もちろん今、

５０年とかいろいろなものの張り付けや光熱関連等での形でやっておられる加工品でございますけれ

ども、それよりもやっぱり風を通し、自然の中で乾燥するというようなことになれば、その木材は非

常に人間生活の家というようなものについても健康的によろしいというようなお話も聞いております。

そういう意味におきまして、そのような木材をつくるやり方というようなことになれば、本当に木材

の価値も今後上がってくるんじゃないかなというようなことを考えておりますので、その辺につきま

しては、今後森林組合ともずっとご相談をさせていただいておりますので、そういう形で今後の木材

活用、利用等については消費者に皆さんにしっかりとＰＲをしていかなくちゃならないというふうに

思っております。町の森林関連等についてのご説明は、担当部長の方に説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 金田議員の質問の中で、先ほど民有林の面積等がございましたけれども、

現状におきましては山林面積が大津町が４千７７４と、そのうち３千１１８ヘクタールが私有林でご

ざいます。その管理の７割以上が先ほど質問の中で出ておりましたけれどもスギ・ヒノキでございま

して、戦後植林した４５年、５０年という標準的な伐採の時期を迎えてきているところでございます。

その質問の中で、市町村関係の施業計画制度というところの中で、認定率が１９.８％ということでご

ざいましたが、それについて説明をさせていただきたいと思います。まず森林施業計画でございます

が、この補助制度については、森林所有者が４０年間の長期方針、あるいは５年間の具体的な森林施

業の実施計画を作成するということでございます。その中におきまして、山林の所在する市町村、町
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長が認定するものとなっております。とりまとめのことでございますけれども、この３０ヘクタール

以上の森林が対象ということでございます。その中におきましては、複数の所有者で３０ヘクタール

以上の団地を形成することも可能ということでございますので、その点からすると柔らかいのかなと

思っているところです。その認定を受けますと、植え付け、下刈りあるいは枝打ち、間伐等、植え付

けから最高９０年までの造林が補助対象事業を利用することができるということでございます。大津

町では１千６３０ヘクタール分の森林施業計画が作成されておりますけれども、翰林の４０.９％にあ

たります。その中で、私有林につきましてでございますが、先ほど１９.８％という施業計画が作成さ

れておりませんので、今後８割程度がこの補助事業を活用できないという現状にあるところでござい

ます。目標についてでございますが、その目標につきましては、この状況を踏まえましたとき、近隣

町村でございますけれども、菊陽はほとんどありませんが、０ですが、合志の方もまだ今の段階では

０でございまして、その計画認定面積の拡大、あるいは間伐推進のための町では一番重要なことでは

ないかと取り組んでおるところでございます。菊池管内でもどういうふうにするのか、民有林の目標

のことでございますけれども、現状を考えたときには、今６０％のところで森林組合、あるいは菊池

振興局と打合せながら、大津町の状況を踏まえたときに目標としているところでございます。ただそ

の施業計画の作成が進まない理由といたしましては、３０ヘクタールという面積等が、以上なければ

ならないということがあったわけでございますが、そのハードルが高いと。ただ、それぞれの個人の

方の面積ということだけでなく全体の合わせたところの面積も含むということになりますので、補助

事業としての緩和はできているんではないかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 先ほど町長の方から大津小学校の分離校、ぜひ国産材を使ってというお話があ

りました。大賛成でございます。私的なことで大変恐縮ですけれども、私も純和風の上に住んでおり

ますけれども、その中でも外材、合板の床と国産の床と両方あるんですけれども、実感として冬場は

国産の床は非常に温かい感覚です。逆に夏場は涼しい、べたつかない、そんな感覚を実感として持っ

ております。ぜひ子どもたちが学校あたりで暮らすときに本当にいい環境になるんじゃないかなと思

いますので、ぜひ実現してほしいと思って言いました。 

 再度質問いたしますけれども、私は町内に限らず、車で移動するときによく山林の状況に目を留め

ます。この山はよく手入れされている、あるいはこの山は枝打ちが必要だ、間伐が必要だなどと勝手

に思いを巡らせながら、同時にきれいに手入れされたらこんな状態になるなというふうな、そんなこ

とを想像しながら移動しております。そんな中で、一番気になることが風倒木や中段から折れた木、

そしてひょろっと細い木が実に多いということでございます。幸い、菊池森林組合も森林所有者に対

する補助金制度の普及、説明会あたりもやられておりますし、明朗会計の提示なども行っていくとい

うふうなことを聞いています。また、この制度を利用した事業の拡大も積極的に考えられているよう

でございますので、今後私有林の整備も進んでいくものと期待しているところです。町の具体的な方

策について、再度質問いたしますが、平成１８年３月策定の大津町振興総合計画の林業の振興、その
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施策の展開方針の中でこういうことが書いてあります。「私有林の施業計画を円滑に進めるため、山林

の現況確認を推進する事業展開を図ります」とあります。どのような方法で、どの程度行われたのか。

またその方法として私有林の所有者自らが現地を確認されているのか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町有林関係につきまして申しますと、今後の管理関係等につきましては、森

林組合との委託でもやっていきたいというような思いをしております。もちろん、そのための準備と

いうか、そういう中で台帳整備関係等を今やっておるところでございます。あと、その辺の内容状況

等については、担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 質問の中で、振興総合計画におけるところの私有林の施業計画を円滑に進

めるため、その場合現況確認と推進をどうするかということの展開でございますが、まず施業計画を

作成するためには、町の山林の境界の明確、あるいは樹枝樹齢等の現況確認等の作成がまず必要にな

ります。それから、作成後も現実的には山林所有者が現況を把握していない場合が多いので、実際に

間伐等を行う際に、再度間伐する区域や山林の状況を確認する必要が出てくるので、そのための経費

が発生することになります。その中におきまして、先ほど金田議員のおっしゃるところの所有者の現

地確認がされているのかということでございますが、座談会等に行きましたときには、所有者は自分

の境界を知らないという方も中には現実におられたということでございます。それから、現地確認の

経費が発生するためのその施業計画の作成でございますけれども、その状況におきましては、作成後

も間伐等を行わないというようなことがないようにするために、この国の制度であります森林整備地

域活動支援交付金制度を設けておるところでございます。この交付金により、施業計画を作成するた

めの森林の情報収集、あるいは境界測量等、それと施業計画を作成した後の実際に施業するための区

域の明確化になります。その場合に、まず現況確認におきましては、間伐材の搬出等に必要な、当然

作業道のことの整備になります。それから、事業内容に応じましてヘクタール当たりの５千円から２

万４千円の助成を受けるということになります。この補助率につきましては、国２分の１、県４分の

１、町４分の１ということの補助率でございます。この大津町の私有林所有者におきましても、その

交付事業の中の実施区域の明確化作業でございます。それと作業道の整備と、その事業を利用しなが

ら事業を推進していくと、その助成を受けるということであります。この事業は、農家の方、所有林

関係の持ち主の方がまだまだ負担金を出さなければならないということがどうしても頭の中にあるよ

うでございます。その質問の中におきまして、例えば昨年もしておりますけれども、今年の３月にも

県と一緒に推進しておりますし、また９月でも大津町では瀬田改善センター、宮本地区農業センター、

それから大津町の生涯学習センターの３カ所でも説明会をさせてもらいましたが、出席率の方が昨年

より多かったんですが、まだまだ浸透していないような状況でございますので、今までどおり定期的

でなくて、チラシ等をどうにか配付しながら、あるいは電話等でいいですということを言っておりま

すが、その周知徹底は一緒になって取り組むことではないかなと思います。今、お金がかからないよ

うな方法ができておりますので、周知徹底は、今言いましたように県の指導を仰ぎながら森林組合、
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町、一緒になって座談会等も進めながら頑張っていきたいと思っているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 目標数値を６０％と、現況からすればかなりしんどい、面積で言えば千ヘクター

ル以上施業計画をつくるというような、そういう計算になるかと思います。高い目標を設定して頑張っ

ていくという意気込みであるということで考えておきたいと思います。具体的な方策として、私は町

の様々な計画策定においては適正な方針表明がなされるものと信じております。文字で表明しただけ

では、表明しただけでは目標の達成までは至らない。それまでの過程でいろんなことをやっていく必

要があるだろう、そういうふうに思っています。その具体的なことを実はお伺いしたいなというふう

に思っていたところです。先ほど森林整備地域活動支援交付金制度では、境界の明確化に対する補助

や森林の被害状況調査に対する交付金もあるようです。まず、森林所有者に自らの山を知ってもらう

ことも重要だと思いますし、方針表明の１つの方法としまして、一定のエリアで補助事業を利用して、

ある程度住民の皆さん、あるいは我々に目に見える形で私有林の整備を行うことも重要だとこの制度

の普及、目に見えた形でやっていくことも必要ではないかというふうに思っております。そこで、こ

ういった取り組み、ある程度エリアの力を入れて、ある程度エリアを整備していく、そんな方法を取

るようなことができるのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

 それから、ある程度予測はつくんですけれども、先ほどのこの補助制度を受けたいという、そんな

ときに私有林の所有者が考えた場合、まずどこに相談に行けばいいのか、役場、振興局、森林組合、

どこでもいいのか、再度お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 最初のエリア的な部分のということの、これは先ほどハードルが高い３０

ヘクタールという数字が出ましたけれども、大津町の管内だったら県の方の判断では３０分以内のと

ころの面積団地要件ということでございますので、その点については大津町は採択要件の中に入って

いるのかなと思うところでございます。 

 それから、所有者の中で相談をしたいときにどこが窓口になるのかということでございますが、そ

れは町は当然でございますけれども、県でも、森林組合でも窓口に相談に乗るということでございま

す。先ほど言いましたように、座談会のときもそこのところの説明はさせていただいておりますけれ

ども、逆に来られてない方の周知をどうするのかということになるのかなと。話を、噂を聞いて、じゃ

どこに電話すればいいのかなというときに、当然地元の町の方にも電話していただければ窓口の対応

はできると思っているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） エリアというのは、誰もが人が見て、この山林は手入れされていると、視覚で

確認できれば、この制度も普及していくんじゃないかという意味で申し上げたところで、若干意味合

いが違ったかって思いますけども、いずれにしましても、町の積極的な取り組みで私有林が町有林と

同様に素晴らしい森林になることを期待して、次の第２問目の財産の管理について質問をいたします。 

 普通財産の管理を可能な限り地域の皆さんに委ねる考えはないかということですが、ご承知のとお
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り普通財産は目的を持たない財産でありますので、現実的には、ただひたすら現状を維持するために

管理を行っているのが実情ではないかと思います。そこで、過去に財産の処分ということで上大津の

町営住宅跡地など入札により処分した経緯などもございます。ざっと町内を見ただけでも、私の知る

限り、旧若草学園跡地の一部、現在の若草学園の南側、水源町の町営住宅跡地の一部、それから護川

小学校の跡地、それから森住宅跡地など、点々とございます。場所によっては、将来行政財産に移管

の可能性がある土地もあるかと思いますが、それまでの間、住民の皆さんが自由に利用できるスペー

スとして、例えばグラウンドゴルフでもできるような状況にある程度整備した後、地域住民の皆さん

に開放するという考えがないか、質問いたします。特に、現在の若草児童学園南側の土地につきまし

ては、過去にゲートボール場として利用されていた時代に、地元住民の方が夏場の草取りなど献身的

に管理されていたと聞いております。そうした経緯もあり、今回楽善の区長さんや高齢者の皆さんを

はじめとする有志の皆さんからある程度町の方で広場として整備された後、草取りなど日常的な管理

の代償として、地元住民に開放してほしい旨の要望があっているようでございます。見解をお伺いし

たいと思います。 

 また、先の６月議会において、同僚議員から一般質問があった立石団地西側の空き地について、財

産としては行政財産ということで都市計画課の所管だと思いますが、その後どのような対応及び現在

の整備方針が決定しているのであれば、お示し願いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 町の財産管理につきましてでございますけれども、おっしゃるようにそれぞ

れの普通財産関連等がございますし、議員ご指摘のとおり、大変荒れておるのは確かでございます。

箇所箇所によって販売関係、販売というと、処分関係を検討させていただいたり、いろいろやってき

ておりますけれども、なかなかその辺の場所について手が挙がってこないというのが確かでございま

す。議員おっしゃる立石団地につきましては、住宅建て替えというような形でやらせていただいてお

りましたけれども、いろいろ住宅建て替えの変更計画がなされまして、団地の改修というようなこと

で今進めさせていただいております。しかし、将来についての団地の中での福祉やあるいは公園とい

うような形のものを取り入れなくてはならないというようなお話も聞いておりますので、立石団地に

つきましては、危険な箇所関連等についての、今、あの改修補助事業の中で若干やっておりますので、

その枠内である程度の整備はできるものじゃないかと思いますし、使用関係については当分の間、貸

してもいいんじゃないかなというような思いもしております。 

 それから、楽善の南側の団地、議員おっしゃるようにいろいろと利用方向が変わってきております。

老人ホームの建て替えの件も今課題として上がってきておりますので、その辺のところは、楽善の方

につきましても、道路改良関連の計画もなされ、あるいは一部調整池もつくらなくてはならないとい

うような話も上がってきております。そういう意味におきまして、その団地、学園の南の土地につい

ては、今言ったような事業計画関連等もございますので、工事関係が絡んでまいりますと、ここ１、

２年では工事に入っていくような状況になるかと思いますので、あそこについてすぐに町が整備して

貸すというようなことはいかがなものかというようなことで今検討をしております。もちろん、グラ
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ウンドゴルフとかそういうものにつきましては、若草児童学園との関連もありますし、あるいは近く

に室児童公園もあるようでございますし、いろんな近くの場所を活用するというか、そういうもので

やっていただければなという思いもしております。今までいろんな形で活用をしていただいておりま

す若草学園の引野水の関係、あるいはこのオークス広場の関係、それぞれ皆さんボランティア的にや

るというようなことでお願いをしておりますけれども、なかなかいざというと町に頼ってこられると

いうようなことが往々してあるようでございますので、やはり我々としては地域は地域で、あるいは

それぞれのところで個人的にしっかりやってもらいたいなという思いもしておりますので、十分その

辺のところを検討しながら、できるかできないか、あるいはその辺のところについてはまた担当の方

とも工事関係に差し支えないかとか、いろんな形で検討をさせていただきたいというふうに思ってお

りますし、あとの２つの普通財産とか行政財産、いろいろございますけれども、いろんな形で処分な

り活用関係について検討等をしておりますので、その辺につきましてはそれぞれの担当部長の方から

ご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 金田議員の質問の中の立石団地の建物撤去後の空き地

についてお答えいたします。この空き地につきましては、平成１９年度に住宅を改修しておりまして、

現在公営住宅ストック総合活用計画により住宅整備計画を今後検討しているところです。空き地につ

きましては、地区からの要望もありますので、本年度空き地内の側溝等を除去し、段差のある土地に

ついては整地し、危険性のない空き地に整備する予定になっております。土地利用が決定し、建物等

の建設が始まるまでの間、地区住民の方がこの空き地の使用を要望される場合は、行政財産使用願い

により使用許可を行うようにしたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 金田議員の質問にお答えします。私の方から普通財産の件でお答えをさせ

ていただきます。 

 現在、町の普通財産としては、先ほど議員おっしゃったように若草学園跡地、青年開発隊跡地、護

川小学校跡地など、管理に要するところが大体全部で８カ所ほど管理をしております。財産管理の面

で、財産が更地ですので、草が茂ったり、樹木が伸びたりなど、管理が必要となっておりまして、年

に２回から３回の除草、草刈り作業を実施しております。２０年度としては４２万５千円ほど作業用

賃金で支払っているところです。ちょっとしたところについては、直接管財職員の方が直接管理、草

刈りをすることもあります。中には、地元の皆さんのご厚意により管理していただいているものあり、

大変感謝しているところです。未利用財産については、行政改革の集中改革プランの中にも未利用財

産の売払等検討が必要ということで、適切な処分等も考えねばならないというふうに思っております。

現時点では、法務局の移転に伴う引野水の若草学園跡地の一部が決定をしています。お尋ねの現若草

児童学園の南、青年開発隊跡地の土地については、面積が全体では１万６千８９７平方メートル、車

庫などを除いていきますと８千５００平米になります。私たちが管理面積として作業賃金で行ってい

るところが５千平方メートルの除草管理を行っているところです。現在の利用としましては、バスの
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車庫や町のイベント関係の用具入れ、それから道路整備とか道路関係の材料置き場ということで活用

しております。また、現在進めております駅前楽善線の道路改良に伴う調整池機能の整備など検討す

べきこともありますので、全体の整備についてもどうするか検討が必要ではないかというふうに思い

ます。調整池等についても、具体的になれば、その工事の１、２年では工事にということになるかと

思いますので、早急な検討は必要ではないかということです。行政改革プランで進めていかなければ

なりませんので、町の政策会議、それから課長会議、庁議等でも、また行政改革審議会等の調整会議

等でも検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 楽善地域ではご承知のとおり、地域福祉のモデル地区として様々な領域で地域

の創意工夫でまちづくりに関わろうとする住民の皆さんがおられます。楽善地域だけでなく、ほかの

地域でも地域の財産を有効に活用するという事象は、今後も表れてくるものと思われます。つい先日

も旧矢護川小グラウンドで仲良し広場、顔見知りになり、子どもを見守ろうという記事が載っていま

した。住民の皆さんと話し合いしながらまちづくりを行っていく、行政にとって大変重要なことでは

ないかと思います。さらに、普通財産と言えども財産を良好な状態で、かつ有効に管理していくとい

うことは必要であると思います。町では、この普通財産の管理のために毎年賃金として５０万円ほど

予算組まれています。また先ほどもありましたように、ときには総務課の職員が直接刈りばらいなど

も行っておられるようです。初期的な投資はあっても、何年かすればその管理費用も取り戻すことが

できるのではないかと私自身思いました。現在、先ほどもありましたように、若草学園南側について

は、駅前楽善線の道路排水の調整池の計画もあるようです。すべてが調整池というわけでもないでしょ

う。地域住民の皆さんと話し合いで今後解決できるものであれば開放して、グラウンドとして利用し

ていくという方法も考えていいのではないかと思います。将来、町として何か利用するということに

なれば、それらを条件として、それまでの間、住民の皆さんが利用するという約束の下で管理すると

いうこともできるかと思います。答弁は求めませんけれども、ぜひ具体的な話し合いをすべきである

ということを最後に申し上げて、次の安全対策、特にカーブミラーの設置に関する手法についての質

問に移りたいと思います。 

 このカーブミラーの設置につきましては、予算科目の総務課の交通安全対策費の中で計上されてお

りますが、住民の安心安全に関する事業については、災害や災害の防止などと同じように、行政の日

常的な危機管理、危機管理的な要素が非常に強い事業だと思っております。いわば行政自らが積極的

に推進すべき事項であると考えるものです。現行では、交通安全協会の地域の交通委員さんに依頼し、

もちろん役場の担当職員も同行する形で調査され、工事箇所を決定されていると聞いております。大

体平成１４年から５年、そのころこんな形でやられているというふうに聞いておりますけれども、も

ちろん区長さんが要望される、あるいはほかの住民の皆さんが要望されて１カ月ないしは遅くとも２

カ月ぐらいで施工される状況であれば、さほど気にもならないんですけとも、現行では恐らくそれ以

上かかっているのではないかと思います。住民の安全の確保という点で、一刻も早く対処すべきもの

が多いと思いますが、そのシステムの構築、そういったものについてどう考えておられるのか、お伺
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いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 交通安全施設のカーブミラー等の設置についてでございますけれども、今言

われたように交通安全協会の方にお願いしながらやらせていただいております。もちろん、担当の方

も一緒に、そしてまた区長さんからの要望についても現地確認をしながら、危険な箇所についてはす

ぐにでもやっていけるようにお願いをしております。もちろん予算の範囲内でやるということであり

ますので、今回についても経済対策関連等につきまして４００万円近くの予算で入札でやるというよ

うな方向を取っておりますので、大体時間がちょっとかかりすぎるかなと思いますけれども、これま

でいろいろとやってきて、付けてきておる中でですね、そうたくさんないんじゃないかなという私の

認識だったんですけども、まだまだたくさんあるということと、壊れておるのを修理しなくちゃなら

ない、あるいは見えにくいものを替えなくていけないというものがたくさんあると聞いております。

そういう意味におきまして、人命に関わる事故もありますので、急遽そういう形でやらせていただく

というような方法を取っておりますが、もちろん道路の関係の折に、やはりこれは一つの道路の安全

性を考えるとともに、道路施設というような考えの中で、今後道路をつくっていく中での、やっぱり

そういうところを行政としては、もうそのとき一緒につくっていくと、ガードレールにしろ、カーブ

ミラーにしろ、同時に道路をつくっていくというような方向をやっぱりその中で取り入れていかなく

ちゃならないんじゃないかなというような考え方も持っております。現状につきましては、今言った

ような状況でやらせておりますけれども、その状況については担当部長の方からまたご説明をさせま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 金田議員の質問にお答えします。 

 カーブミラーの現状、ちょっと時間がかかりすぎるんじゃないかというようなお尋ねだったと思い

ます。現在、大津地区交通安全協会で交通道徳の高揚、それから交通安全教育の推進や指導員の育成、

道路環境の整備、交通安全功労者などの表彰及び協会の目的達成に必要な事業が行われております。

その大津署管内の安全協会で、その下部組織であります大津支部も、その事業推進の目的を達成する

ために町では各行政区から選出をされております、区長さんから選んでいただいております７０人の

交通安全委員さんが一生懸命ボランティア的に活動されて、協力していただいておりますので大変感

謝しているところです。カーブミラーの新設や修理については、地域の嘱託員さんやまた地域の交通

委員さんからも要望が出され、その多くの要望を受けて現在設置されているカーブミラーが傷ついた

り、折れたり、割られたりとか、危険な状況であると現地で判断した場合は修繕費ですぐに対応をし

て、早急な対応を実施しております。最近は、特に車で傷つけられる当て逃げで修理を要することが

大変多くなって苦慮しているところでもあります。今回のご質問の新設の場合ですけれども、カーブ

ミラーを設置する交差点、またはＴ字路、それから急なカーブなどで設置場所によっては私有地の了

解を取ったり、交差点部分での通過交通関係の状況や見通しなどの整理を行って設置場所の位置や道

路状況などで現地調査を町が行っております。その調査のときに、普段から、日ごろから交通安全運
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動の街頭指導等で、またカーブミラーの清掃、ミラー周辺の枝落としとかですね、そういう除草など

でボランティアをしていただいています交通安全協会大津支部の役員さんや委員さん等にも意見を聞

くように、先ほどおっしゃいました１０年ほど前からそのような形式で取り組んできたところです。

その後、町の現状等を総合的に検討して、町でほかの対応はないか、関係各課と協議したり、停止線

やとまれ表示などの検討を行いながら新設箇所を決定し、設計書を作成して入札という手順で実施し

ております。お尋ねのように安全確保のために、至急実施するには少し時間がかかっていると我々も

認識をして、反省をしているところです。地元には遅れる事情、入札にかけると、それから調査を確

認するというようなところで説明を、遅れる理由は説明しております。現在、２１年度の事業進捗で

当初予算の５０％を発注し、設置をしております。今回、前回ですかね、議会でご承認をいただいた 

緊急経済対策分の４００万円も含めて、１０月頭の入札で実施する予定で進めております。これによっ

てかなりの設置箇所や修理箇所も整理できるものというふうに思っております。協会の皆さんの意見

も大切にしながら、今後はもっともっと早く実施できるように努力していきたいというふうに思って

おります。大変遅れていることについては、お詫びを申し上げたいというふうに思います。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） どうも私が言っている意味が理解していただけず、私の言い方が悪いのかなと

思って反省しているところですけれども、交通安全協会、私、どんな団体かというふうに思ってちょっ

と調べたんですけれども、大体ソフト事業が主で、交通安全思想の普及、そういったものが大体主流

だというふうに認識しております。こういったハード面で、町が当然やらなければならない、そういっ

たことで意見を聞くというのは、よっぽどがないとないんじゃないかなと。要は、カーブミラーとい

うのは先ほど冒頭に申し上げましたように住民の安全安心、危機意識の、行政が当然やらなければな

らない、そういった意味で急ぐ必要があるし、行政が自らの責任としてやる必要があるんじゃないか

というようなことを申し上げているんで、その辺について、再度どう捉えているのかというのをお伺

いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 再質問ですけれども、質問の本旨は、町が責任を持ってやるべきだという

ことを認識しているかということだと思います。もちろん、そういうふうなことで、先ほど申しまし

たように、交通委員さんとのお話はしていきますが、最終決定は町が主体的にやると。 

 それから、修繕については、その都度もうガラスが割れたり、割ったり、支柱が折れたりというこ

とになりますので、修繕についてはもう先ほど申しましたようにすぐに対応しているところで、新し

いところは最近大津町でも新しい住宅、団地ができたり、アパート、マンションができたりというこ

とで集中する場合がございます。それについては、新設の場合については地元の区長さんや交通委員

さんとお話を聞きながら順に進めていくということになります。あくまでも主体は町ということで考

えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） あくまでも主体は町ということで、まだ釈然としない、そんな部分があるんで



 90

すけれども、要するにその過程で、最終的に町が決定する、当然町が決定しなければならない。町長

はよく住民がやらなければならないこと、行政としてやらなければならないこと、住み分けをしてい

くという、そんな表現をこれまでやられています。まさにこの住民の安全とかいうのは、行政が、例

えば町を歩いていて職員がここは危険だと言ったら当然やるということが必要じゃないかという意味

を言っているんです。だから、遅れてしまう。どうでしょうか。その辺のところ。当然行政がやらな

きゃいけないということは、行政がやっぱり自ら危険なところっていうふうに思ったらやるべきだっ

て私は言っているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 今、担当部長が申しましたように、最終的には町がやらなくちゃならないし、

町が予算を持っておりますので。しかし、行政がそこまでやらなくても町民や、あるいは地域の皆さ

んでここが危険だ、これをお願いするというような形、調査、そういうものについては、行政がやら

なくても地域の皆さんがやっていけるならば、それをうまく活用するのも私たち行政の役割じゃない

かなと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） いろんな方法があるかと思います。別段住民の皆さんがここをしてくれてとい

うのを否定するわけでもありません。すべて行政側という意味で言っているわけじゃありません。で

も、本来の住民の安全ということからすれば、やっぱり行政が自らその短期間で解決していくという

ことも必要だという意味で申し上げたところです。 

 以上で終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。明日の一般質問は、午後１時より開会いたします。 

 本日は、これで散会といたします。 

午後２時５７分 散会 
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議 事 日 程（第３号） 平成２１年９月１７日（木） 午後１時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午後１時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

 ご連絡いたします。松永幸久君より遅参の申し出があっておりますので報告いたします。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ７番議員、新開則明君。 

○７番（新開則明君） こんにちは。７番議員の新開則明が通告順に従いまして一般質問を行います。 

 本日は、次の３点について質問します。１問目、道路の機能と改良点を問う、２問目、地中熱利用

を問う、３問目、インフルエンザ対策を問うを質問します。 

 まず、１問目の道路の機能と改良点を問うでございますが、国道５７号線は大分県大分市から竹田

市、阿蘇市、大津町、熊本市、島原市、諫早市を経由して長崎市へ至る、一部海上を渡りますが、陸

上距離で３２６.７キロメートルの一般国道であります。九州中央部を横断して、中九州地域の産業・

経済・文化の発展を担う大変重要な道路となっております。また、自然に恵まれた観光スポットも多

く、中でも雄大な阿蘇山景を背景とした背景は素晴らしく、多くの観光客や宿泊客を呼び寄せて、東

に大分市、別府市、西に長崎市や雲仙市があります。観光道路としての大きな役目を果たしている貴

重な道路でもあります。５７号線も世の中の発展とともに、交通量も増大し、連休やゴールデンウィー

クには随分渋滞が激しくなってきております。熊本市から大津町吹田団地入口付近までは少しずつ道

路の改良がなされ４車線化ができてきたことは、大変喜ばしいことだと思っております。吹田団地入

口付近から東方面にかけては、立野付近が大変難工事と思われるところが少しずつ進展しつつあるよ

うですが、大津町内の未着工部分もあと４千３００メーターぐらいあり、これからの用地交渉や工事

計画はどのように進展しているのでしょうか。私たち町民にとりましては、国道５７号線がスムーズ

な道路機能の向上が達成できるよう願っているところであります。道路特定財源が一般財源化の話が

ある中、しっかりと促進していかなければならないと思っております。今のところ大津地内はあと何

年ぐらいで完了できるのでしょうか。また、中九州高規格道路につきましては、大分県大分市と熊本

県熊本市を結ぶ延長１２０キロの高規格道路として、平成６年１２月１６日に計画路線に指定され、

沿線地域の連携が活発になり、産業経済の大幅な発展とともに、地域の活性化につながるものと期待

されております。災害時の代替道路及び緊急用医療搬送などの安心できる支援体制ができるものと思
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われます。また、九州縦貫自動車道、東九州自動車道、九州横断自動車道、長崎大分線と、併せて広

域高速交通のネットワークができるものと思われます。熊本都市圏と九州各県中央都市も１５０分で

結べる１５０分構想が実現することが目的とされているようです。中九州高規格道路は、大分県側か

ら犬飼千歳道路、千歳大野道路は着工されておりますが、大野竹田道路、阿蘇大津道路は事業中となっ

ております。大分県側は進行しているようですが、いずれにしましても大分県側の早期着工の期成大

会など効率よく実施された結果ではないかと思われます。大津熊本間につきましては、２年ぐらい前

に合志市のヴィーブルで大津熊本間が最も利用がある重要な区間であるから、ぜひ先に着工するよう

決起大会が開かれ、一歩、前進して実現できるような雰囲気でしたが、その後、何の情報も流れてお

りません。大津熊本間の今後の見通しとインターチェンジ付近となる道路の機能と改良点についてお

伺いします。 

 また、矢護川大津線につきましては、５７号線への連結があと１ないし２年で完成すると思われま

すが、完成すれば北部地域の発展と産業の生産性、経済性が増大され、日常の通勤等も随分便利にな

り、長い間の懸案でありました南北道路の開通は、町の大きな発展につながるものと思われます。バ

イパスとの交差点は、三叉路の交差点となり、矢護川方面から来た車は阿蘇方面の左折れはスムーズ

な流れができると思いますが、右折れする車や瀬田龍田線へ進みたい車は、交差点の改良は大変重要

になってくると思います。瀬田龍田線に行くには右折れして大津甲佐線に左折れするか、左折れして

大津小学校入口交差点を右折れして、水田地帯の狭い道路を利用するようになると思いますが、産業

の発展と交通の流れを考えるとき、大津甲佐線は朝の通勤時は大津歩道橋より大津高校の先まで渋滞

し、信号機３ないし４回待ちが発生している状態であります。渋滞緩和のためにも、南北線の整備計

画のためにも、矢護川大津線より瀬田龍田線まで直進できる道路機能改良と進捗計画が必要になって

くるのではないかと思われます。伺いたいと思います。 

 また、本町通りの道路機能向上につきましては、道路上に多くの電柱が建ち並び、電線が八方に張

り巡らされてありますが、車の通行や歩いている人は、電柱に気を配りながら事故に遭わぬよう細心

の注意をして利用されているようであります。道路が有効的に使用されていないように思います。宿

場町の雰囲気を考えるとき、電柱の地中化や電柱を道路から何十メートルか後退させる移設の方法が

考えられるのではないでしょうか。以前、街中のある区間を地中化、または電柱施設の話があったよ

うな気がしております。電線の地中化の目的は、電柱や電線利用がなくなると道路の見通しがよくな

り、信号機や道路標識が見えやすくなり、交通の安全性が向上し、多くの部分が広く利用できると思

います。ベビーカーや車いすを利用する人も安全な利用ができるようになり、街並みの景観も向上す

るとともに、台風や地震の災害どきに電柱の崩壊や電線の垂れ下がりによる感電事故もなくなり、情

報通信ネットワークも地中化することで被害を軽減することになると思います。電柱の地中化につき

ましては、主な欧米諸国に比べると日本は非常に遅れているようですが、ロンドン、パリは１００％、

ベルリン９９.２％、ニューヨーク７２.１％、東京２３区５.２％、大阪市２.２％と統計が出ており

ますが、我が国で今後は新電線地中化計画法に基づき、かなりのペースで整備がされることになると

報じられております。また、埼玉県川越市を電柱地中化街路整備を研修したことがありましたが、こ
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こは江戸期から明治にかけ、商業都市として繁栄したところで、今も重要な伝統的な建造物が数多く

見かけられます。電線が地中化され、昔ながらの風景を感じ、道路が広く使え、澄み切った青空が遠

くまで続いているのが今でも思い出されます。交通面、景観面、災害面、これは効果があると思った

ところであります。大津町におきましては様々な課題があると思いますが、本町どおりの道路機能と

景観面から電線の地中化や移設はどこまで進められているのか、お伺いしたいと思います。 

 １問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。今日は大津地区の交通安全大会がございまして、午前

中時間をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 では、通告順番５番、新開議員の一般質問にお答えいたします。 

 道路の機能と改良点を問うということで、３つの路線についてお話があっております。５７号線の

４車線化については、今、石坂線より東側について、今後事業に入っていくものと思っております。

もちろん用買の方から入っていきますけれども、そのような状況でございます。もちろん５７号線に

ついては、県もこの４車線化については県下でも一番の拡張工事ということで上げていただいており

ますので、そういう形で今推進をしておりますとともに、促進協議会の関係町村との中で協議会長も

仰せつかっておりますので、ぜひそちらの方を早くやりたいということで、関係町村ともお話をして

おります。もちろん熊本市における立体交差とかいろんな問題で出てきておりますけれども、大津の

方を先にやっていただくということで今お願いをしております。 

 それから、東から西側につきましては、吹田団地までの区間につきましては、関係機関とお話が済

んだと聞いておりますし、その区間の道路の路線、あるいは幅員関連等について計画が確定しており

ますので、今後東側が終われば西側の方に事業が推進していくんじゃないかなと思いますけれども、

若干時間がかかるんじゃないかなと思います。中九州高規格道路の状況でございますけれども、大分

の方から整備が進んできております。中九州高規格道路については、阿蘇市の市長が会長でございま

すけれども、我々としては菊陽、大津、合志の方で議員言われますように高速道路に乗せるインター

をつくりたいというようなことで、国の方に２、３年前からお話をしておりますので、それが本年度

予算、多分１千万円近く調査費が付いておると聞いております。今後については、政権交代、代わり

ましたけれども、我々としてはこの地域の工業地帯がありますので、こちらの方を我々としては強く

推進をしていきたいというふうに考えております。そういう意味におきまして、大津町の国道関連等

の整備関係には十分そういう形で進めていきたいと思います。もちろん二重の峠も十何年前に調査費

予算ついておりますけど、水調査とかそういう形で今ストップをしておるというような状況でござい

ます。そういう意味におきましては、我々としてはやっぱり熊本大津間をしっかりと早めにやってい

ければなというような思いをすることによって、その地域の工業関連等の北九州への通路が開けてく

るんじゃないかなというふうに思っております。 

 また、矢護川の大津矢護川線のこれにつきましても、西鶴中井迫線の藤本タイヤから５７号までの

区間につきまして、県の方にお願いしたわけでございます。もちろんそれはこの中学通りのバイパス



 98

ということで、県のバイパスということでお願いをし、県の方から優先的に事業を推進していただい

ております。もちろん、それが終わったら合志の方へという話も聞いておりますけれども、我々とし

ては今、議員言われますように延長の関係も十分検討をさせていただいております。大津高校の中学

通り関連につきましては、大変南小学校の児童、あるいは大津小学校の児童をはじめとする高校生や

中学生の通学関係で大変混雑しているのはもう確かでございます。そういう意味におきまして、何ら

かの形をしなくちゃならないと思っておりますけれども、あれをやると大変な金額が検討してもかか

るというふうに思われております。じゃ道路を、車をどう退かすかというと、議員言われますように

あれを南へ延長すると、一応担当の方に計算させますと３億円から４億円まではかからないだろうと

いうようなお話を聞いております。今後につきましては、今、鮮度市から南の方に出ておりますので、

その辺も併せたところで今後の検討課題としてやれば、まだまだ交通の流れというのは中学通りの流

れは変わってくるんじゃないかなというような思いをしておりますので、今後についても十分その辺

の検討をしながら、県あるいは町との協議を十分進めていかなくちゃならないんじゃないかなと思い

ます。おっしゃるように、これは白川、矢護川、それから陣内へと、あるいは飛行場へと続く大津町

のマスタープランの東の方の起点道路というようなことで位置づけでおりますので、できれば早めに

そういう形でやっていけれる方法を十分検討していきたいと思っております。 

 また、本通りの道路関係、もちろんいろんな話も出ておりますけれども、これやはりまちづくりの

形の中で引いたがいいとか、下に入れたがいいとか、いろいろ論議されておりましたけれども、実際

どこまでどうやるのかとかいうような区域も若干見えてきておりませんし、そういう意味におきまし

て大津町の今まちづくり、駅あるいは中心市街地の開発というか、やっておりますので、これをまち

づくり協議会とともに、議員言われるところにつきましては、新エネルギービジョンを今計画をして

おります。国の方から１００％の補助金でやらせていただいておりますので、両方合わせたところで

十分な検討をやっていく中で、この中心市街地をどのような形に位置づけるかというような形につい

ても協議会の皆さんと十分相談しながらやっていかなくちゃならない。そのためには、やっぱり協力、

地元の協力、あるいは地域の協力、地権者の協力が必要でございますので、そのようなまちづくりは

やっぱり我々上からでなく下から盛り上げてくることが一番大事だというふうに思っております。そ

ういう意味におきまして、どのような形になるかは、そのビジョン関連とか、そういう形の中で今後

の検討課題ということでございますけれども、こういうご時世でございますので、今のところ地中化

というのは考えておりません。何らかの形で北へ引くかどうかというような形になれば、さっき言っ

たような方法を取っていかれるんじゃないかなと思っております。 

 内容等につきまして、若干詳しくまた担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 新開議員の質問にお答えいたします。 

 まず国道５７号線の４車線化の現状なんですが、平成２０年度までに大津町側では大津バイパス区

間と吹田団地入口までが完成しております。また、南阿蘇側では、立野区間の延長６キロのうち阿蘇

大橋から熊本方面へ延長１.９キロが既に完了し、供用も既に開始しております。引き続き熊本方面へ
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の１.７キロまでの整備を平成２２年度供用開始を目指して整備中になっております。残りの区間につ

きましては、先ほど町長の説明にもありましたように、瀬田区間の２.８キロのうち町道石坂線交差点

から阿蘇方面への１キロと立野拡幅間１.５キロについては、早急に整備するということで本年２月大

津町及び南阿蘇で地元説明会が行われ、用地幅杭の設置も行われております。今後、大津、南阿蘇両

方で用地交渉に入ると聞いております。残りの石坂線から熊本方面へ１.８キロにつきましても、先ほ

どありましたように関係機関との協議も終了したと聞いております。町も国土交通省に協力しながら、

早期に着工できるように努力したいと考えております。 

 次に中九州高規格道路の現状につきましては、大分側は平成１８年、１９年度に犬飼、千歳、大野

間の延長１３キロが既に一部供用を開始しております。一方、熊本県側につきましては、平成９年に

阿蘇大津間の５キロが整備区間として指定され、平成１２年度から工事着手に向けた水門調査などの

詳細調査が行われております。また平成８年度、平成１２年度に大津熊本区間の延長２１キロが調査

区間として指定され、残る未指定区間は熊本県側が阿蘇市赤水から大分県境まで、大分県側からが竹

田市の小木町から熊本県境までとなっております。現在の状況としましては、国道５７号線の４車線

化が進んでおりまして、なかなか中九州高規格道路の方については進捗が同時にというのは難しいの

かなということで考えております。 

 続きまして、矢護川大津線の南への直進計画についてお答えいたします。西鶴中井迫線につきまし

ては、現在県事業として平成２２年度末の供用開始を目標に事業推進を行っている状況です。西鶴中

井迫線が開通しますと、当然国道５７号では交通量の増加が予想されますが、それによって本町通、

ぶんよう堂交差点前等については混雑は解消されるものと思っております。しかし議員のご指摘のよ

うに、ＪＡ前の交差点につきましては、朝夕の混雑が非常にひどい状況になっております。この混雑

をいかに解消させるかということなんですが、議員のご指摘のように交差点の交通量を分散させるこ

とが一つの方法であると思っております。西鶴中井迫線を南に直進させることも一つの方法だと思い

ますが、交差点の単体の改良が最も即効性があるということで考えておりまして、現在町では西の方

のジャスコ前の交差点の改良を本年度末の完了を目指して整備を進めております。今後、熊本阿蘇空

港へのアクセスを考える上では、先ほど議員が言われた西鶴中井迫線を南に直進させる路線について

も、当然重要な路線であろうということで考えております。 

 ３番目の本町通りの電柱の移設関係なんですが、電線の地中化が行われることによって景観の改善

や台風・地震といった災害時に電柱が倒れたり、垂れ下がった電柱により緊急用車両の通行をじゃま

するといった危険がなくなります。また、電柱類が道路幅を狭めることなく、ベビーカーや車いすが

通りやすくなり、バリアフリー化の一環として無電柱化が行われるケースなどかなりメリットがあり

ます。しかし、初期費用が電柱に比べ数倍から数十倍で、地中での整備費は１キロ当たり４億円から

５億円と電柱の約２０倍程度かかり、維持費用も安くないようです。議員のご提案の本町どおりにつ

きましては県道になりますので、県が事業をすればいいのですが、県に予定がなければ町がするとい

うことになります。電力会社や通信会社にも費用負担が生じるため、了解を求めることはもちろんな

んですが、町も巨額の費用負担が必要になります。また、電柱にはトランスといいまして乗っており
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ますけれども、電柱の地中化という形になりますと、それを地上に設置する必要があります。非常に

今、現在の道路幅員は狭いものですから、そういうスペースはないと思います。そういうスペースを

確保するためには、当然民地の買収も必要になってくると思います。また、その電柱地中化地域にな

りますと、新しく家を建てたり、あるいは今の家に新しい電線を引き込む場合には、電線を地中に入

れる費用が個人的にも負担ということになってきます。そのように、電柱の地中化についてはデメリッ

トも多いということが現実だと思っております。 

 次に、移設する場合につきましては、道路の側溝のすぐ内側に入れるということであれば、そんな

に電柱の移設と変わらないと思いますけれども、それを大きく何十メートルも内側に入れるという形

になってくると、現在の電柱自体がちょうど県道側といいますか、側溝の外側、道路側に大体設置さ

れているのが現状だと思います。それを大きく民地側に入れるということになりますと、通り沿いの

建物だけでなく周辺の家屋への影響はもちろん、それが広範囲に及ぶことが予想されます。住民の協

力はもちろんのこと、電力会社、通信会社などの事業者の了解を得る必要があるということで考えて

おります。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） ５７号線の残りの区間の大津管内があと結構ありますけれども、立野の方から

進んできておりますが、大津に残っておる分であの用地には大体大津の所有者じゃなくて他所の所有

者があるから難航しているかなと思いますけれども、その所有者がありますか。それが１点と、矢護

川大津線につきましては、なかなか渋滞が大津交差点が発生しますので、やはり伸張して直進するの

が一番妥当かと思います。しかし、今、町長が言われましたように３億円ぐらいかかるということで

すから、結構経費もかかりますけれども、その前にあの三差路となる交差点の改良は先に必要ではな

いかと思います。左折れする部分、あるいは右折れする分の折れやすいような三差路の改良が先で、

それから伸張計画に入られた方がいいんじゃなかろうかと思っております。 

 それから、本町どおりでございますけれども、電柱をやはり地中化してしまうと経費がかなりかか

るようでございますけれども、宿場町としてのイメージからすれば、区間的にある程度の中心的なと

ころでもですね、電線を後退させたり、あるいは地中化を国に働きかけて助成金が付くような制度で、

街中のある部分をですね、できるだけ地中化できるような方向は取れないものか、伺いたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） ５７号線関係につきましては、所有者につきましては

先ほど申しました石坂線から東の方については、ほとんどの方が町内の方、一部熊本市内の方等はお

られますけれども、町内の方が多いようです。 

 それから、矢護川大津線につきましては、文化ホールのところに出てきますけれども、それにつき

ましては三差路は当然右折レーン等が出てきますので、非常に曲がりやすい道路としては計画されて

おります。それから、東の方に行きまして、鮮度市場の交差点につきましても、一応拡幅は、一時拡

幅は終わっております。ただ右折レーンがちょっと不足しているという形で、右折する分については
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そんなに支障がないのではないかなということで考えております。 

 電柱の地中化につきましては、なかなか厳しいものがありまして、今、一部分でもですね、今道路

にはみ出している部分がありますので、そのあたりについて町有地内について一部、ちょうど今、中

央バス停のところに電柱が立っておりますけれども、あれが歩道にはみ出しておりますので、それに

つきましては今、町の方が用地を購入したところにですね、内側に入れるということで九電と今お話

をしているということで、それができますと、あの通りについてはある程度通りやすくなるのかなと

いうことで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） ２問目に移ります。２問目の地中熱利用を問うを質問します。環境問題が厳し

くなり、大気汚染物質を発生しないエネルギーが促進されておりますが、風力や太陽光発電が大きな

伸びを見せております。私たちが住んでいるところの地中にも公害のない大変素晴らしい熱があるこ

とに着目して、世界各国と日本でもかなりの利用に取り組まれているようです。地中熱とは、地下の

温度が１年を通してほぼ一定であることを利用した地上との温度差を利用した熱エネルギーでありま

すが地中温度を年間通して月別の平均温度の変動を調べてみますと、地方気象台の調べでは、地下１

メートルでは最高温度が８月の２５.７度、最低が１２月の９.１度、地下３メートルでは最高温度が

１０月の２１.１度、最低温度が４月の１３.３度であり、地下５メートルでは最高温度が１１月の１

８.６度、最低温度が５月の１５.１度となっています。このデータからわかりますように、大体地下

５メートルになると最高と最低の温度差は約３度しかないことがわかります。皆さんの中にも経験が

あると思いますが、夏、洞窟や鍾乳洞に入るとひんやりと感じ、冬、洞窟や鍾乳洞に入ると温かく感

じたことはありませんか。これがまさに地中熱でありまして、この状況を利用したものであります。

地中熱を利用する方法は、地上との温度差を利用し、地中から熱を吸い上げる暖房法と、地上の熱を

地下に放出する冷房法があり、一般のエアコンの室外機を地面に埋め込んだものと想像すればわかり

やすいかと思います。空気を熱源として利用するエアコンと違い、１年を通して地下の温度がほぼ一

定のため、寒冷地でも冬場の暖房が可能で、室外に騒音を出す機器がないなどの利点があります。ア

メリカ、カナダ、スウェーデン、オランダをはじめ各国で利用がなされておりますが、日本では北海

道の多くの一戸建て住宅、福祉施設、オフィスなどに数多く利用されております。東北地方一帯の公

共施設をはじめ、秋田県では中学校が取り入れられ、東京、大阪の公共施設や広島県の一戸建て住宅

には人気があり、九州では福岡県や宮崎県の利用がありますが、宮崎県高崎市の高崎町星降る街健康

ランド熱源設備利用等があるようであります。７月下旬ごろ、テレビでも地中熱利用の冷暖房設備の

紹介があっておりましたが、保育園、幼稚園の室内においては、子育てには大変適していると解説さ

れておりました。地球の温暖化には二酸化炭素の排出を削減していく必要がありますが、二酸化炭素

の排出量の削減をするためには、化石燃料の使用を減らしていかなければなりませんが、地上では太

陽光発電、地下では地中熱利用が自然環境に合った今後の取り組みだと言えると思います。大津町に

おきましても、クリーンな環境づくりに地中熱を利用した冷暖房施設を公共施設に取り組まれる考え

はないか、伺いたいと思います。 
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 また、全国の中でも多くの個人住宅に地中熱利用の設備がされておりますが、地中熱利用の中にヒー

トポンプ方式システムがありますが、熱を温度の低いところから高いところに汲み上げ、その熱を利

用するための装置であって、使った電気エネルギーよりも多くの熱エネルギーを取り出すことができ

ます。一般に普及しているエアコンは、空気を熱源としたヒートポンプであり、夏の冷房では家の中

を熱を奪い取り、外の空気に逃がし、逆に冬の暖房では外の空気から熱を奪い取り家の中に放置して

います。これに対し、地中熱を利用したヒートポンプは、地下や地下水、河川水を熱源としたヒート

ポンプシステムであり、空気と違って地中の温度は年間を通して大きな変化がありませんので、夏の

冷房では外の空気より低い温度の地中に熱を放出し、冬の暖房では外の空気より温かいものを地中か

ら熱を出して取り出すことができます。また、近年では、冷暖房装置ヒートポンプのほかに、比較的

単価的に安い設置として、地中熱を利用した換気システムを冷暖房化した装置が利用されております。

個人の住宅には、地下５メートルぐらいの掘削により利用が可能とされているようであります。設備

費的にも、将来的にも考えて、十分な効率的な冷暖房装置だと言えます。住宅や店舗にも利用が高まっ

ておりますが、経費と環境面でも評価があり、今後推奨できるのではないかと思いますが、伺いたい

と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の２番目の地中熱利用についての今提案的な質問がございましたけ

れども、大津町においては、振興総合計画に掲げております人と自然が共に生きるまちづくりを推進

しておりまして、その一環としまして、現在、今後の町の新エネルギー導入の指針とする新エネルギー

ビジョンの策定作業を進めております。その中で、当面は公共施設には太陽光発電設備を計画的に設

置する方向で今検討をしておりますので、議員おっしゃることにつきましても、そのビジョンの中で

今後検討していかなくちゃならないことも出てくるんじゃないかなと思っております。状況について、

また部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 地中熱利用に関する質問にお答えいたします。地中熱

を利用する冷暖房システムにつきましては、議員のご指摘のように地中の温度が年間を通じて安定し

ているということで、地盤に直径１０センチ程度、または土壌の影響にもよりますが深さ浅いところ

で１０メートルから、深いところで１００メートル程度の井戸を掘り、その中に熱交換用のパイプを

通して、夏場は地中に熱を逃がし、冬場は地中から熱を取ることで冷暖房や給湯などを行うシステム

のことのようです。このシステムにつきましては、コンプレッサーなどのシステム機器を稼働するの

に要する電力の３.５倍以上の熱出力が得られると言われており、省エネルギーと二酸化炭素の排出削

減に効果が認められております。また、システムは外部から遮断されて完全密封されておりますので、

大気や土壌への環境汚染の心配がなく、放熱用室外機も不要で、稼働時の騒音が非常に少ないなど、

高い環境保全性も認められております。このような利点から、欧米においては普及が進んでおります

が、国内におきましては土壌掘削費が欧米に比べて５倍以上高いことなどにより、初期投資のコスト

が高くかかるようです。それぞれ条件が違うため一概には言えませんが、２、３本の井戸を掘る個人
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住宅用の場合でも３００万円から５００万円程度の費用を要すると言われており、公共施設では数十

本の井戸を必要とするようです。先ほど議員が言われました宮崎県につきましては、冷暖房給湯プー

ル荷室ということで８０メートルの井戸を３４本という形で掘られているようです。このように、相

当な費用がかかると思われます。今後、先ほど町長が言われましたように、今やっております新エネ

ルギーのビジョンの中で検討を進めてみたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 今言われましたように、場所次第ではですね、少し深く掘らねばならないかと

思いますが、北海道や東北地方では、既に個人住宅に相当使われておりますのでですね、今後掘削の

費用も見方を変えればですね、経費が安くなんるんじゃないかという検討がなされております。ぜひ

環境にやさしい面からしましても、外に公害がないし、非常に自然的なことを利用するわけですから、

今後注目されるシステムではなかろうかと思っております。ぜひ、一度考えてみられる必要があるの

ではなかろうかと思います。 

 では、３問目に移ります。３問目のインフルエンザ対策を問うでございますが、インフルエンザに

つきましては毎日のように新聞・テレビで報じられておりますが、新型インフルエンザは、現在、鳥

や豚の間で感染しているインフルエンザウィルスが変異を起こし、人に感染し、さらに人から人へ容

易に感染できるようになったウィルスが原因で発生しておるようであります。今年４月、メキシコに

おいて豚からインフルエンザウィルスが新型インフルエンザとして確認されてから、世界各地の人か

ら人への感染が発生しております。この豚由来の新型インフルエンザはさらに変異を起こし、強毒性

になる可能性があるとも言われております。大変注意が必要であります。また、もう一方の鳥インフ

ルエンザはなお強力だと言われており、なおさら危険なインフルエンザウィルスであります。新型イ

ンフルエンザは毎年流行の繰り返しをしておりますが、ウィルスは表面の抗原性が全くなく、新型イ

ンフルエンザに対しましては全く表面の抗原性の異なる新型インフルエンザが出現しまして、おおよ

そ１０年から４０年間の周期で発生すると言われており、新型インフルエンザは人間には、私たち人

には免疫がないため、自分の免疫で感染を防ぐことができないようであります。爆発的な感染が拡大

する可能性があります。厚生労働省の国内における新型インフルエンザの流行時のシナリオが発表さ

れておりますが、患者は流行からおおよそ８ないし９週間でピークを迎え、国民の２０％がかかった

場合、最高で１日に７６万人が発症し、４万６千人が入院する状態になると推計されております。厚

生労働省は９月１１日、インフルエンザワクチンは現在国内のメーカー４社が製造しているが、年度

内には１千８００万人分が限界とされ、５千４００万人分が必要と推計されております。不足分は輸

入に頼るということを報じておりますが、国内産のインフルエンザワクチンは、現在国内４社が製造

しておるところでありますけれども、５千４００万人に対して国内産と合わせて６千万人分に目途が

ついたと伝えられております。インフルエンザ治療薬のまたリレンザ薬は、政府備蓄が２６８万人分、

タミフルが政府と自治体で４千１００万人分、流通在庫が２００万人分とされ、常薬も不足であり、

イギリスの大手製薬会社がリレンザを１千３５０万人分、スイス大手のロシュが子会社中外製薬に１

千２００万人分を計画し、合わせて７千万人分の治療薬が確保できるようになったと報じております。
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今やワクチンも治療薬も不足分を海外に頼らざるを得ない状況になってきましたが、大津町におきま

しても学級閉鎖の話も聞いておりますが、大変深刻な状況にあります。大流行が予想される中、住民

への対応と行政の任務体制はどのように考慮されているのか、お伺いしたいと思います。 

 また、インフルエンザワクチンの件でありますが、毎年１０月中旬ごろよりワクチンの接種が始まっ

ているようですが、接種を行っていればかかりにくい、またはかかっても軽症で済むなどの状況にあ

るようです。今年のような状況にあるときは、ワクチンの接種と治療薬に頼らざるを得ない状況にあ

ります。頻繁な手洗い、マスクの着用、うがい等が必要かと思います。国民全体がインフルエンザ感

染恐怖を感じているとき、通常のインフルエンザワクチンは国や県に働きかけ、ワクチンの無料化に

対応した方が摂取率を上げ、患者が少なくなり、全体的な医療費の低減につながるものと思われます。

また、インフルエンザにかかると肺炎を併発する確立が高く、特に高齢者の死亡率が高いと言われて

おります。現在１２８の自治体が助成金を出して接種を行っておりますが、肺炎球菌の摂取料は６千

円から７千円で、そのうち２千円から３千円が自治体負担で、残りの４千円から５千円が自己負担と

なっているようです。この肺炎球菌は、１回接種すると効果は５年以上持続し、インフルエンザとの

併用で肺炎で死亡するリスクは８割減少すると言われております。アメリカでは高齢者の６５％が接

種済みであり、全国でも数多くの肺炎球菌の効果による医療費の減少が伝えられております。インフ

ルエンザワクチンの無料化と肺炎球菌のワクチンの助成は考えられないか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） ３つ目のインフルエンザ対策を問うというようなことでございますけれども、

これにつきましては行政の新型インフルエンザ対策の役割といたしましては、災害対策と同じように

町長を中心とした対策本部を現に設置しておりまして、総合対策を境遇することにしております。ま

た全課長を中心としました対策会議も設置、協議を重ね、発生動向の把握と予防法や正確な情報を提

供するとともに、迅速かつ的確な対応ができるよう、平時より対応方針を定めているところでもあり

ます。町対策の行動計画といたしましては、新型インフルエンザの脅威から町民の生命と健康を守り、

安心を確保していくための万全の体制で取り組んでまいります。可能な限り感染拡大を予防し、健康

被害を最小限に留めて、社会経済・機能を波状に至らせないことが重要であると思っております。ま

た、業務継続計画でございますけれども、新型インフルエンザが発生、蔓延した場合は、町の業務を

継続的に続けるためには、職員の感染被害を最小限に押さえ、新型インフルエンザ対策及び重要業務

を迅速かつ適切に遂行し、住民生活への甚大な影響をできるだけ押さえるための対応を行います。今

後は、住民の皆さんへ町が策定する行動計画や業務継続計画で行政として実施していく役割、業務の

態勢内容について、菊池地域新型インフルエンザ対策協議会と連携・調整し、早急に情報の提供がで

きるよう対応してまいりたいと思います。 

 ２番目のインフルエンザ予防接種の助成ということで、本年度から拡大しまして３歳以上のすべて

の町民の方々を対象といたしております。助成の限度額は１回当たり２千１００円とし、菊池郡市で

も菊陽と並んで他に比べて高くしておりますので、現在今後のインフルエンザ流行期において、十分

なる準備をしながら予防接種をお願いしたいというふうに思っております。議員おっしゃるように肺
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炎球菌のワクチンでございますけれども、この件についても全体に行き届くのが問題でもあるという

ような話も聞いておりますので、これからインフルエンザの季節になりますとインフルエンザから肺

炎を起こすこともありますので、インフルエンザ予防接種を充実させながら、肺炎球菌ワクチンにつ

いて、きちんとした効果の調査状況を見ながら今後検討していきたいというふうに思っております。

新型ワクチンにつきましては、個人負担関連等については４千円近くかかるということでございます

けれども、これ２回やらなくちゃならないというようなことでございますので、その辺の補助という

か、その辺について今のところちょっと考えておりませんので、状況を見ながら今後の検討課題とい

うことにお願いしていきたいというふうに思っております。 

 また、このインフルエンザについての内容につきまして、担当部長の方より詳しく情報を説明させ

ていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 平成２１年の２月２６日、菊池地域健康危機管理推進会議において、菊池

圏域における人的被害の規模について、先ほど議員さんの方からありましたように、厚生労働省の推

測に基づき、新たに出現したウィルスの重症度、これは致死率によって中等度、これはアジア香港イ

ンフルエンザ重度、スペインインフルエンザを基準に推測をしております。流行期間を８週間と想定

し、これを大津町で推計してみますと、発症者数２５％で７千６００人、外来受診者数が６千８０人、

これ中等度の場合、入院数が２％で１５３人、死亡者数を０.５３％で４０人です。これは、中等度の

場合です。それと、スペインインフルエンザ級が来ますと、重度の場合入院数が８％で６０８人、死

亡者数が２％で１５３人というふうになります。国が示しておりますフェーズ分類の第３段階では、

膨大な患者が発生し、何らかの準備をしなければ社会機能の低下、医療提供機関の破綻が予想されま

す。このような破綻を避けるためには、地域体制、行動の制限が求められる、被害軽減対策及び効率

的な地域対策、そして医療提供体制整備の両方が不可欠です。また、妊婦や幼児、高齢者、また慢性

呼吸器疾患、慢性心疾患、腎機能障害、糖尿病などの疾患を有しておられる方が重症化するリスクが

高いと報告されています。このようなことを受けて、大津町新型インフルエンザ対策行動計画は、国・

県計画、菊池圏域の行動計画に連動して策定しております。国の行動計画の内容としましては、健康

危機管理体制、町民への情報の提供、相談体制の確保、ワクチン接種体制の確保、ライフライン、上

下水道、し尿処理、ごみ処理等、食糧流通の確保、集客施設等運営自粛、治安等の維持、火葬機能の

確保、入所施設等の運営、在宅要援護者の支援、学校等の臨時休校、医療供給体制の確保及び推進等

を記載しております。そして、町の業務継続計画ですが、大津町新型インフルエンザ対策行動計画を

基本に、新型インフルエンザが発生した場合、町の業務を継続的に果たすために、職員の感染被害を

最小限に押さえ、新型インフルエンザ対策及び重要業務を迅速かつ適切に遂行し、住民生活への甚大

な影響をできるだけ押さえることを目的に、パンデミック時の対応を中心に計画しています。実行内

容は、職員個人の心構え、業務継続体制の構築、発生時の対応、流行の昇降時の対応等、各部・課ご

との対応としております。さらに発生状況等に応じて取るべき対応が異なることから、あらかじめ状

況を想定し、各状況において迅速かつ的確な対応ができるよう平時より対応方針を定めておく必要が
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あります。今後も情勢の変化やシミュレーション、実地訓練等を受けて改定していくことが重要です。

しかしながら、この計画が有効に働くかどうかは、地域住民一人一人の意識にかかっているのも事実

です。地域全体でこの新型インフルエンザへ立ち向かっていくことが必要であることを強く認識し、

さらなる危機管理体制整備を進めていきたいと考えております。 

 それから、肺炎球菌のワクチンの件でございますけれども、国民医療費の高騰が問題となっている

現在、予防医療の果たす役割が重要性を増しております。インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチ

ンに代用される予防接種への重要性もますます増大するものと思われます。今後、肺炎球菌ワクチン

につきましても、きちんとした効果の調査結果が出てくるものと思われますので、状況を見ながら今

後検討していきたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 大流行を予想しなければなりませんが、大変なことだと思っています。全協で

も一応説明は聞きましたけれども、流行したときに職員の体制は、振り分け方とかいろいろあるかと

思いますけれども、何分の１かで作業するようになるかと思いますけれども、大体の体制とワクチン

の今後のですね、無料化に向けた方向に、無料化するような陳情方はないか、考えられませんかね。

お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 職員体制でございますけれども、職員も約４割程度は罹患するということ

で今現在各部、各課、それぞれ業務の違いがございます。例えば土木部関係につきましては、工事を

その期間ストップすることができますので、少人数で業務は対応できるということで、ほとんどの職

員を発熱外来の事務の方に回したいというようなこととかですね、それぞれ各部ごとに行動計画の業

務分担を示しておりますで、これからどのような体制を取っていくのかというのはですね、十分シミュ

レーションしながら検討していきたいというふうに考えております。 

 それから、ワクチンの件に関しましては、そのワクチンの、新型インフルエンザのワクチンでござ

いますか。 

○７番（新開則明君） 平常のワクチンです。 

○福祉部長（松永髙春君） 季節風のワクチンの無料化、これにつきましては、先ほど町長の方が申し

ましたように、大津町では昨年拡大いたしまして２千１００円の補助をしているところでございます。

これは県下でもですね、高い補助をしているということで思っておりますので、これについてはこの

まま続けていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時１０分から開会いたします。 

午後１時５９分 休憩 

                    △ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き開会いたします。 

 １１番議員、手嶋靖君。 
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○１１番（手嶋靖君） こんにちは。１１番議員の手嶋靖、通告に従いまして３項目について一般

質問を行いたいと思います。 

 まず、１問ですけれども、高齢者の人間ドック費用の一部助成について、それから２項目が図書館

における利用者の個人情報の管理について、３項目が新型インフルエンザへの対応についてを質問し

たいと思います。 

 まず、高齢者の人間ドックの費用の一部助成についてですが、これは高齢化社会を迎え、２０２５

年には国民４人の１人が高齢化が進行するということを言われております。医療費が年々上昇し続け

ていることはご承知のとおりでございますが、今後医療費の上昇を抑制するためにも、国民一人一人

が健康であることが大事でもあります。そのためにも、まちぐるみの病人予防対策を講じなければ、

予防健康管理の徹底は進まないんじゃないかなというふうに思われます。よって、長寿社会を健やか

に生きがいを持って過ごされるためにも、高齢者の予防医療の徹底は不可欠であります。健康診断費

用も、日割り等につきましても４万円程度はかかると思いますが、７５歳以上の高齢者は自己負担を

余儀なくされていく、受診率も低下をするのではないかなと思われます。今後、病気早期発見に努め、

高齢者の健康管理のシステムを確立するため、また高齢者の健康管理の意識の高揚に努めるためにも、

人間ドックの一部助成を行う考えはないかを伺いたいと思います。 

 １問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の高齢者の人間ドック費用一部助成についてのご質問でございます

けれども、議員ご承知のように人間ドックの補助事業は、国民健康保険特別会計において国保被保険

者に対し国民健康保険税を財源として実施しているところでもあります。しかし、２０年の４月から

７５歳以上の高齢者の方は後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険の資格を喪失したことに伴い

まして、人間ドックの補助対象からも外されることになりました。後期高齢者の人間ドック助成を実

施するならば、財源といたしましては一般財源での実施となります。しかし、一般財源で実施する場

合は７５歳未満の国民健康保険以外の多くの社会保険に加入されている方々の人間ドックの補助制度

がない状況にありますので、後期高齢者の方々だけではなく、大津町住民すべての疾病の予防及び健

康づくりをどのように進めるか、総合的に考える必要があります。住民基本健診に代わる高齢者の健

康健診につきましては、広域連合からの委託により実施していますが、また町で健康健診、健康増進

法に基づき実施してきましたがん検診などの住民健診も実施してまいります。この高齢者健康健診及

びがん検診など、住民健診の内容につきましては、１日標準人間ドックの内容と同時であり、費用も

安く済みますので、多くの住民の方に利用していただければと考えております。状況等について、ま

た担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 平成２０年度で県内の市町村で後期高齢者の人間ドックに対して助成を行っ

ている町村ですけれども、八代市がですね、脳ドックを２０年度やっておりましたけれども、もう現

在止めております。それから、あと菊陽町と氷川町が現在行っている状況でございます。あと、平成



 108

１９年度の７５歳以上の高齢者の人間ドックの健診の状況ですけれども、約２千４００人の国保被保

険者のうち１０３人の方が７５歳以上で人間ドックを受診されていらっしゃいました。約３５５万円

の補助を行っております。後期高齢者の方の人間ドックの補助を実施するとするならば、今まで社会

保険だった方、約６８０人の方たちも対象となり、推定いたしますと１３０人程度の方が健診を受け

られた場合、助成金が約３２５万円程度になるかと思われます。そのようなことで、やっぱり後期高

齢者の方だけでなくてですね、全体的なことについて検討が必要というふうに考えているところでご

ざいます。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ただいまの町長、それから部長の方から回答ございました。ちょうど７５歳

という節目で助成はどういう形でするのかというのは、やっぱり健康の状態のときはドックに入って

健康で過ごすというのが一番いいわけであって、それがまた町に対してもですね、返すような形にも

なろうかと思います。全体でどのくらいの７５歳以上の人がおられるのかなと思いましたけれども、

今の回答ございました。また受診率というのは、あまり高くないなという感じもいたします。このこ

とについてはですね、やはり長寿者がですね、やはり長く過ごせるという体制をですね、やはり取っ

てやるということも一番大事じゃなかろうかということで今回出したわけでもございます。全般的に

医療費の抑制についてはですね、予防、健康指導が一番肝要でもありますけれども、町ぐるみの健康

管理意識の向上が一番大事でもございます。特に保健師とか、それから独自の活動、または栄養士と

の食生活の改善等をですね、いろいろと今まで健康教育、健康診断なり健康相談、早期健診あたりの

特例もされてまいったと思いますけれども、総体的にですね、どのくらいの受診率があったのかです

ね、そこら辺をちょっと知りたいなというような感じがいたします。今後、やはり高齢者あたりに対

してですね、支援といいますか、行政と医療機関と一体となってですね、健康管理に努めをしなけれ

ばならないと思います。そのために、やはり住民全体の理解を求めるという対策も必要になってくる

んじゃないかなと思います。町財政の、やはり厳しい中にですね、これを解決するためには、やはり

町民が一丸となって医療費の抑制のための健康増進に努めなければならないというふうに感じており

ます。全体的受診率がどのくらいあるかをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 法律が変わりまして、平成２０年度から新たな健診体制ということで、特

定健診等を中心としたですね、健診に変わっております。これは、生活習慣病対策ということで、国

が５年後までの目標値をですね、定めております。健診率が６５％、それからその中でメタボリック

症候群に対する特定健診、動機づけ支援と積極的支援でございますけれども、これを４５％というふ

うな目標値を掲げております。ただ、非常にこの６５％というのが厳しい数字でございまして、全国

の中ではですね、なかなか達成できないのではないかというふうなこともございまして、今、その辺

の見直しがなされているところでございます。大津町におきましては、平成２０年度は一応４０％の

目標を掲げておりまして、現在ちょっと数字の確定はできておりませんでしたけれども、それに近い

数字が出てくるのではないかというふうに考えております。これを２０年度を基本といたしましてで
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すね、もう必ずそのパーセントを上げていくように、そしてその中で生活習慣病のリスクのある方に

ついてですね、意識を持って、個人自ら意識を持って生活習慣病に取り組んでいただくということが

大事でございますので、そういう生活習慣病の予備軍をですね、国の目標値では２０年度の当初に比

べて１０％削減というのが大きな目標でございますので、それに向けてですね、今、部全体でですね、

来年からどのような施策をやっていくのか、今検討しているところでございます。これについては、

介護予防と併せてですね、介護予防の原因もこの生活習慣病に起因しておりますので、そういったこ

とで介護予防、それから予防給付とセットでですね、来年から本腰入れてですね、考えていきたいと

いうふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） １問目の質問については、一応終わりたいと思います。 

 ２項目の図書館における利用者の個人情報の管理についてでございます。町立図書館は、オープン

以来、町民に広く利用され、文化生活の向上に非常に役割を果たしていると認識しているところでご

ざいます。図書の貸し出し、記録からはですね、利用者の思想、心情、それから趣味、嗜好などが容

易に伺われるわけでございますが、この重要な個人情報をですね、その取扱いには厳重でなければな

らないというふうに思われます。よって、図書館における利用者の貸し出し記録等について、その情

報管理はどのようにされているのかを伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） こんにちは。図書館における利用者の貸し出し記録の管理についての質問で

すが、大津図書館は、平成１５年２月の開館当初から蔵書、利用者登録、貸し出し、返却などは図書

館システムを導入し、電算機による業務を行っているところであります。電算機による業務を行うた

めには、貸し出しを行うすべての本と利用者個人にバーコード番号が付してあり、番号により管理を

行っています。貸し出しの場合には、利用者番号と本の番号を機械に通し、返却時には本の番号を機

械に通し、未返却の冊数や本の題名を確認しています。しかし、すべての本が返却になれば、利用者

のバーコード番号から貸し出したすべての本の題名は、これは削除されて検索することはできません。

貸し出し回数と冊数だけしか電算機には残らないシステムになっております。また、本のバーコード

番号からも利用者名の検索はできず、貸し出し回数のみが残るシステムとなっております。ご質問の

とおり、従前の貸し出し記録からは利用者の思想、心情や趣味、嗜好が特定できるものであるために、

図書館建設当時より社団法人日本図書館協会からの指導により、個人情報に観点で返却後の貸し出し

記録は消去されるシステムになっております。そういうことで、個人情報の管理は心配する必要はな

いと思っているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 教育長の方から、ただいま内容等について伺いました。やはり貸し出し時の

ですね、申し込みを行う情報というのは、今まではかなり記録されておったということでございます

けれども、電算システムになったから、すべて削除されていくというふうなことでですね、その処分

方法については安堵いたしたわけでございます。あらゆる職場でですね、この情報というのは漏洩し
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てですね、社会の問題になっております。そういうことを気にしとったわけでございますし、ちょっ

と外部からもそういうようなことを聞かれたこともございますし、今回質問したわけでございます。

今後、共に情報の知識のですね、発信基地として、図書館ますますの利用発展を期待申し上げて質問

を終わりたいと思います。 

 次に、３項目目ですけれども、新型インフルエンザへの対応について、これは先ほど新開議員もで

すね、一応質問されておりました。この新型インフルエンザにつきましては、８月２８日厚生労働省

からですね、発表されておりました。流行のシナリオということでございますが、国内患者数が毎年

約２千５００万人、うち重症者が４万人ですか、入院が３８万人との試算がされておりました。基礎

疾患を持った人や、それから乳幼児ではですね、重症化すると言われているということでございます。

また、９月の１２日の熊日の社説にもありましたように、新学期が始まってからですね、状況が一変

してまいっているということで、これも厚生労働省からの通達もあっております。集団感染は８月３

１日から６日間、１週間でですね、前週の１.６倍に膨れあがっているということで、２千３１８件で

すか、熊本でも４３件が発生しているという報道がなされておりました。どうしても９月下旬から１

０月が流行のピークになるんじゃないかなというふうに示されております。今後の感染拡大の対応策

が整っていく中でですね、特に新型インフルエンザへのワクチン等の使用もですね、できあがってお

りますが、優先順位等も大体決まってまいっているようでございます。やはり医療従事者が最優先と

いうことにもなろうかと思いますが、以下妊婦、それから基礎疾患等のある人ですね、それから１歳

から就学前までの幼児、１歳未満の乳児を抱える両親ですね、そういう人たちを対象にすれば１千９

００万人想定されるということでもございます。特に乳幼児が通う保育園の場合、集団生活の中でで

すね、感染する恐れがあることから、クラス閉鎖なり、それから自宅待機といった対応が取られると

思いますが、これらに対応するためにも、このケースに対してですね、行政として何らかの方策の考

えをお持ちかをお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新型インフルエンザの対応についてでございますけれども、議員ご指摘のよ

うに、国内でも多くの患者が発生して、１４名の方が亡くなられておられます。特に妊婦や幼児、高

齢者または心疾患者や糖尿病、腎不全などの疾患を有しておられる方が重病化するリスクが高いと考

えられています。町としましても、町内の発生以前から総務とか健康福祉課を中心に行動計画や業務

継続計画の策定など、発生の状況や対応等について協議を行い、早急に対応してきたところでもあり

ます。また、住民の皆さんへの対応としては、広報や回覧、出前講座、ホームページ等で発生状況や

予防方法などの情報を提供しております。乳児とかいろんな今後の保育体制につきましての状況等説

明、対応につきましては、担当部長の方からご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長兼ねて子育て支援課長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 手嶋議員の質問にお答えをいたしたいと思います。 

 まず、大津町における現在、今日までのですね、感染状況とその対策についてご説明を申し上げま

す。大津町では、最初の感染は８月１８日に中学生の感染が確認をされております。以来その後、保
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育園から幼稚園、小学校、中学校まで、園児、生徒、それから教職員を含めまして、今朝までですね、

４４名の感染が報告をされております。いずれも病院での治療を受けられまして、自宅療養の措置を

行い、幸い重症化した生徒さん、職員の方はいらっしゃいません。既に治癒しまして、ほとんどの生

徒が登園あるいは登校をしておるところでございます。なお、感染が確認された後は、町内すべての

保育園から幼稚園、それから小中学校、また学童施設までですね、その対策と対応について通知を行

い、指導を行ってきているところでございます。８月１９日には、町内の公立・私立保育園の全職員

を対象に新型インフルエンザを中心とした感染症講座を菊池保健所の所長にですね、講師をお願いし

て研修を行っております。約１００名の保育士の先生方が参加をしていただいております。保育園、

幼稚園、それから小中学校に対しましても、園長会、校長会を随時開いておりまして、学校や園での

全体としての予防対策あるいは生徒・保護者への情報の提供と家庭での対応について周知をしている

ところでございます。お尋ねの幼児、特に保育園での感染状況についてでございますけれども、８月

２４日に最初の保育園児の感染があっております。同じ保育園で職員、それから園児を合わせまして

５名の感染の報告がございました。この保育園につきましては、８月２８日に菊池保健所の指導を受

けまして、町から保育園に対して８月２８日から３１日間での登園自粛要請を行っております。登園

自粛と申しますのは、感染児童はもちろんですけれども、もちろん家庭での保育はお願いするわけで

すけれども、そのほかの児童につきましても、集団感染を防ぐために登園の自粛をお願いするもので

す。休園と違いまして園の閉鎖ではありませんので、登園を希望される保護者に対しては、各ご家庭

で子どもの状況、あるいは感染対策を実施していただくことはもちろんですけれども、インフルエン

ザの症状がある場合には、速やかに医療機関の診察を受けることが重要となってきております。また、

園におきましても手洗い、うがい、それから熱を測るなどの予防策を行うとともに、登園した園児の

健康観察、家庭での検温あるいは保護者からの聞き取りなどの対策、感染の疑いがある症状が確認さ

れた場合には、すぐに保護者に迎えにきていただくというような体制をお願いしているところでござ

います。クラスの閉鎖あるいは園の休園などについてでございますけれども、長期にわたる可能性が

ありますので、保育園の設置目的からして非常に厳しいものがございます。基本的には、保護者に家

庭での保育をお願いすることになるわけですけれども、仕事の関係でどうしても長期間の家庭保育が

困難な保護者もいらっしゃいますので、親戚・知人の方にお願いをしていただくとか、あるいは町で

行っております子育て支援センターでの子育てサポートの利用をお願いをしているところです。幸い

にも大津町はほとんどの児童生徒が先ほど申しましたように完治しておりますが、議員ご指摘のよう

に、現在の国内感染の状況から見て、今後も拡大していくことが懸念されております。感染のすべて

を防ぐということは現状では非常に不可能に近いということは思っております。そのため、極力感染

の拡大を防ぐ方策、あるいは重症化にならないような手立て等について、今後も国や県の施策や動向

を見ながら、先ほど福祉部長が申しました町の新型インフルエンザ行動計画に基づきまして対応をし

ていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 今、やはり体制等については伺ったわけでおります。特に心配しておりまし
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たのはですね、ここで自宅待機となった場合のですね、処置はどうされているのかなということがご

ざいました。仕事の都合でどうしても親御さんが自宅にいて子どもを世話することができないという

ような事態があった場合どうするかなということでもございます。こういうケースは起こり得ること

でもございますので、行政としての方策の考えをですね、お伺いしたわけでございます。 

 それから、もう１つ、当然そのワクチン接種が必要になってくるわけですけれども、一般的には国

に委託契約がされているということで、医療機関等の連携がされておるわけでございますけれども、

こういうやつも予約制という形でですね、取り組んでいるというようなことも聞いております。やは

り十分なる免疫をつけるためにもですね、やっぱり１人２回以上の接種が必要であるということが言

われておりますし、料金がどうしても２回やりますと８千円程度必要になってくるわけでございます

が、これらにつきまして、やはり低所得者ですね、中には接種がですね、何人も家族がおるというこ

とでかなり経費が膨らむということで十分な対応ができるんじゃないかなというようにも考えます。

特にそういうふうな新型などで接種機会の格差というのが生じてくるんじゃないかなと。そのために

は、やはり感染というのは防げないわけでございますので、やはりこの件については公費による負担

軽減ですかね、これは十分図っていただくということが必要になってくるかと思います。この経費等

につきましても、先ほど部長の方から説明があっておりますのでおわかりだと思いますが、今後この

点についてですね、とくに２点については検討を要する事項と思いますので、十分今後のご判断をお

願いしたいというふうに感じます。 

 以上で質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ５番議員、鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 皆さん、こんにちは。５番議員、鈴木ムツヨが通告順に従いまして町民の

皆さんを代表いたしまして一般質問を行います。 

 １問目、改正労働安全衛生法に基づく労働安全衛生管理体制の整備について。２問目、地域福祉権

利擁護事業と障害者の地域生活支援について。３問目、光化学スモッグ汚染等への対応についてを町

長、教育長にお伺いいたします。 

 国会においては、政権交代がなされ、新しい日本の顔として鳩山総理の誕生を大変嬉しく思ってい

ます。民主党のマニュフェストか確実に実行され、生活が第一を実感できるような政治行動をしっか

りと見守っていきたいと思っています。 

 それでは、１問目、我が国では、自殺者が１９９８年ごろから急増し、２００６年は３万２千１５

５人で、９年連続３万人を超えました。就労者の自殺も同様に増加しており、８千人から９千人前後

で推移しています。また、業務による心理的負荷を原因として精神疾患を発症し、あるいは自殺した

として労災認定が行われる事案が近年増加し、社会的にも関心を集めています。平成１９年度の自殺

による労災認定は８１件と精神疾患による労災認定は２６８件にも上っています。このような背景の

中で、平成１８年４月１日、職場における労働者の安全と健康の確保をより一層推進するため、労働

安全衛生法が改正されました。すべての事業所、常時５０人未満の労働者を使用する事業所は、平成

２０年４月からの適用が対象になります。事業者は、労働者の週４０時間を超える労働が一月当たり
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１００時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて医師による面接指

導を行わなければならない。長時間の労働により、一月当たり８０時間を超えた場合、疲労の蓄積が

認められた、また一月当たり４５時間を超えた労働者で産業医が必要であると認めた者には、面接指

導を実施することになっています。厚生労働大臣が定める研修を受けた者の中から安全管理者を専任

しなければならない。また、事業者による自主的な安全衛生活動促進の努力義務化など、法の改正は

多岐にわたっています。労働者の心の健康を巡る状況は、近年、経済、産業構造が変化する中で仕事

や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が高くなっています。社団

法人社会経済生産性部メンタルヘルス研究所が、２００８年４月に４回目のメンタルヘルスの取り組

みに関する企業アンケート調査結果を発表しました。従業員の研究づくり施策全体の中でメンタルヘ

ルスに関する施策に力を入れる企業６３.９％、メンタルヘルスの今後の取り組みについて９割近くの

企業で、さらに充実させる方向で考えているとあります。施策を通じて企業が期待している主な内容

は、不調者の早期発見、不調者に適切な対応ができるとしています。職場の状況で心の悩みの増加傾

向に差が見られる、人を育てる余裕が職場になくなってきているという企業では、心の悩みが増加し

た割合が６０.２％、そうでない企業は３５.３％、組織・職場とのつながりを感じにくくなってきて

いるという企業では、心の悩み、心の病が増加した割合が６３.５％であるのに対し、そうでない企業

は４２.９％に留まっています。以上の結果から、メンタルヘルス施策の今後の方向性として、従来型

の不調者の早期発見・早期対応に加えて、職場や組織、風土の改善にももっと目を向けていく必要が

あると方向づけています。一人の発病は職場の赤信号です。憲法２５条は、すべての国民は健康で文

化的な最低限度の生活を営む権利を有すると宣言しています。憲法２５条と改正労働安全衛生法に基

づく大津町が事業者である役場の職場と町内の小中学校の職場実態についてお伺いいたします。産業

医はどなたでしょうか。労働安全衛生法は産業医について一点の要件及び資格を備えた者としており、

またその具体的職務としては、健康診断の実施とその結果に基づく処置、健康教育、衛生教育、健康

相談の実施、健康障害の原因調査、再発防止の処置、月１回の職場巡視、学校においては産業医につ

いてどうお考えでしょうか。労働安全衛生法が求める内容に対しての取り組みと実態はいかがでしょ

うか。労働時間の適正な把握はできていますでしょうか。平成２１年４月２０日、文部科学省により

県の教育委員会教育長へ公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備促進についての通達が出さ

れています。大津町にも経由して通達が来ていると思われます。労働安全衛生法上、一定規模の事業

所においては、衛生管理者の専任等が義務であるにもかかわらず、まだ十分に整備されていない状況

にあり、未整備の事業においては速やかに衛生管理者の専任等を行う必要がある。平成２０年４月よ

り常時５０人未満の労働者を使用する事業所も含め、すべての事業所に面接指導を実施することがで

きる体制の整備が義務づけられています。労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教職員が意欲

と使命感を持って教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては学校教

育全体の質の向上に寄与する観点から重要なものであるとしています。労働時間の適正把握について

は、使用者が始業、終業時刻と確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によ

ること。使用者が自ら現認することにより、確認、記録すること、タイムカード、ＩＣカード等の客
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観的な記録を基礎として確認し、記録すること。また、３年間保存すること。第１０条では、事業所

は政令で定める規模の事業所ごとに厚生労働省令が定める総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管

理者を専任し、健康障害を防止するための処置に関する業務を統括することを求めていますが、役場、

学校、それぞれに管理者は誰が専任され、どのように機能していますか。役場は、当然安全衛生委員

会等が設けられていなければなりませんが、委員長、委員数はどうなっていますか。また、委員会は

その半数が職員組合の人でなければならないことになっていますが、いかがでしょうか。学校は、規

模の差があり一概には言えませんが、委員会についてはどうお考えで、実際はどうなっていますか。

労働安全衛生法は、その事業所に専属する者の中から安全衛生推進者等を専任し、関係業務の担当を

義務付け、１０人を超え５０人未満の職場、そしてその氏名を作業場の見やすい箇所に掲示し、労働

者に周知させなければならないとしていますが、該当するつつじ山荘、給食センター及び学校現場で

は、当該者が選任、周知され、機能しているでしょうか。今回の法改正の特徴は、長時間労働者への

医師による面接の実施が義務づけられたことです。これは２０年４月からのすべての事業所、常時５

０人未満の労働者を使用する事業所も対象になりました。つまり、学校で言えば小規模校も対象だと

いうこと。要約すると、事業者は法定労働時間を超える場合、労働安全衛生法の規定に基づき、労働

者の申し出を受けて医師、産業医による面接指導を行わなければならない。産業医は、労働者の心身

の状況について確認し、労働者本人に必要な指導を行わなければならない。事業者は、必要な処置に

ついて、産業医の意見を聞かなければならない。事業者は、産業医の意見を勘案して、当該労働者の

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数を減らす等の処置を講じるほか、産業

医の意見を衛生委員会等へ報告するなど、適切な処置を講じなければならないとされています。これ

らの義務は法に則し、整備がなされて、執行されていますか。 

 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 鈴木議員の労働安全体制についてのご質問でございます。町につきましても

ご指摘のように大変職員の何名かが休職をしたり、いろいろして大変心配をしておるところでもあり

ます。長期的に休みますので、その辺、住民サービスの面も問題かと思いますけれども、その辺の関

係で安全衛生管理者や安全衛生推進者、あるいは安全推進者を措きながら、職員の安全及び健康を確

保することにとともに、快適な職場環境の形成を促進するものとしておりますが、このような整理関

係等について、委員会関連につきましても設置はしております。しかしその辺のところにつきまして、

まだまだこういうような状況になっておりますので、労働安全衛生委員会の体制も機能の整備の充実

を今後図っていかなくちゃならないというふうに思っております。しかし状況等につきまして、担当

部長の方からご説明をいたさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 

 議員からご説明がありましたように、改正労働安全衛生法で一定の基準に該当する事業所には安全

委員会、衛生委員会等の設置の義務が付けられています。説明は省略しまして、大津町役場の場合に



 115

ついてですが、常時使用する労働者が５０人以上の事業所に該当しまして、衛生委員会を設置するこ

ととなっており、町の委員会では職員の健康障害や労働災害の防止などに関し調査審議を行い、町に

意見を述べるように規定をされています。安全衛生管理者、それから安全衛生推進者、衛生推進者、

それから産業医を措き、職員の安全健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するもの

としております。このように、委員会の管理規定については整備をいたしておりますが、町長からも

話がありましたように、実情、実際にはこの委員会が機能していないというのが現状であります。今

後については、職員の健康や安全、職場環境の整備などの観点からも早急に庁内で検討し、機能して

いくようにしていきたいというふうに思っております。 

 委員会の規定を少し申し上げますと、大津町職員安全衛生管理規定で安全衛生管理体制で安全衛生

管理責任者を総務課長の職の者を充てる。それから、総務課長に事故があるときは、人事秘書係長が

その職務を代理するということで規定をしております。あと、衛生管理者、それから産業医、安全衛

生推進者、学校給食センター、衛生推進者を老人ホーム、大津保育園ということで、委員会として設

置をしているところです。委員の組織としては、委員５名をもって組織するで、そのうち総務課長を

除く半数については、職員組合の推薦した者のうちから指名するということでなっております。お尋

ねの産業医についてですが、産業医を１人選任するということで、この部分がですね、お医者さんの

方の選任ができていないということであります。そういうことで、十分に機能していないというのが

実情であるということで申し上げたいと思います。 

 また職員の長時間労働に関しましては、この改正によって医師の面談と面接指導、それから先ほど

おっしゃいました１００時間を超え、かつ疲労の蓄積が見られるときには、職員の申し出を受けて医

師の面接を受けなければならないということで理解をしております。委員会では、職員の申し出が出

ておりませんで協議をしてないものですけれども、職員の労働時間については、日ごろ出勤のタイム

カードにより出勤管理を行い、それから日々の時間外勤務伺い命令表及び毎月の時間外勤務の集計表、

それから所属長が毎日そこで職員を見ておりますので、所属長及び総務課の人事秘書の方で職員の時

間外勤務の状況について把握を行っております。また、職員の健康状態については、所属長が把握し

ている状況で行っております。最近では、職員労働者の仕事やそれから職場におけるストレス、人間

関係、家庭や家族の問題などの様々な要因によって精神的疾患で休むケースも増加しております。町

では、職員を対象にしたメンタルヘルス教室や健康相談を実施しているところです。これに関しては、

やっぱり日ごろから相談しやすい職場づくり、こういうのが大切ではないかというふうに感じており

ます。また職員が精神的疾患により休職した場合の、今度は職場に復帰する場合に関して、熊本県の

方で職員向けに定めてあります職員復帰支援の手引き、対象職員の主治医など、専門家の意見を参考

にしながら、精神的かつ身体的な負担を増加させずにスムーズに職場に復帰できるように職場で支援

する必要があるというふうに考えております。規定委員会等では行っておりますが、不備な面もござ

いますので、早急に検討させていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） 鈴木議員の質問にお答えいたします。 
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 労働安全衛生法、これはおっしゃいましたように平成１８年に、これは第１１回目の改正になりま

すね、行われました。この法の対象者というのは、全労働者ということになりますので、今、総務部

長が申し上げましたように、役場職員も、それから学校に勤務する職員も対象者ということになりま

す。この法で規定されていますことで、学校に限った内容、このことについて申しますと次のように

なっております。まず、学校教職員数、それにより２つに分けて定めております。常時５０人以上の

教職員を使用する学校と、常時１０人以上５０人未満の教職員を使用する学校です。大津町の学校で

は、常時５０人以上の教職員を使用する学校はありません。ですから、当然大津町のすべての学校は

１０人以上５０人未満の教職員を使用する学校ということになります。そうしたときに、この法で大

津町の学校がしなければならないこと、これは２つあります。１つは、安全衛生推進者を選任し、法

１０条に規定した業務を担当させなければならないということと、これは１２条の２に書かれており

ますが、１から５項目ほどあります。２つ目が面接指導体制の整備、これは６６条の８に当たること

ですが、この整備をしなければならないということです。この２つが大津町の学校がしなければなら

ないことということになります。この件につきましては、さっき議員の方からもありましたように、

本年の４月２０日付で文科省初等中等局企画課長と文科省スポーツ青少年健康教育課長の連名で公立

学校等における労働安全衛生管理体制の整備促進についてという通知がまいりました。それを受けて、

各学校の校長にその内容はそのとき指導したところです。今回の件で、各学校に確認をしましたとこ

ろ、すべての学校が安全衛生推進者を選任はしております。また、面接指導体制につきましては、教

職員の場合、申し出があった場合は、本人の掛かり付けの医者もしくは学校医に面接の対応をお願い

するように考えているという報告は受けております。しかし、今、役場の取り組みを説明しましたが、

学校の方も制度的にはそこまではしているけれども、十分に活用しているかということについては、

とても十分とは言えないというような状況ですので、一番大事なことは安全衛生法を全職員に正しく

理解させることが必要ではなかろうか、再度その辺のところは指導していきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、３番目の労働時間の適正な把握についてということですが、これも今申し上げました文

科省の両課長の連名の中に鈴木議員おっしゃられたとおりに、使用者が現認し、そして終始の時刻を

記録しておくこと。それから、もう１つはタイムカード、ＩＣカード等で客観的に記録として残すと

いうことがあります。４月から大津町が取り組んでいる、取り組むというとちょっと語弊があるかと

思いますが、やり方としては大津町の学校では使用者が労働時間を現認し、確認するやり方で実施し

ているということになりますが、実際は一人一人の勤務時間を確認し記録しておくということは、実

践できていないというようなことでした。確かに、使用者が当番制だとか、分担制を取って確認する

としても、毎日毎日全職員の始業、終止時刻を確認し記録するということは大変なことだと思います。

そういうことで確認ができていないのが現状だと思います。今後の課題としては、これもやっぱり同

じようにお互いに理解しないとうまくできませんので、まずは全職員に労働安全衛生法を周知徹底さ

せることが重要だと考えます。そうすることによって、使用者が終始の確認ができないときには、本

人の申し出により終始の時刻を記録するということも可能ではなかろうかと思います。しかし、それ
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にしても客観的な対応方法ではありませんので、早急にタイムカードの導入ができないかということ

を検討していきたいと思っております。それまでは、今申しましたように使用者の現認、確認、でき

ない場合には教職員の申し出を参考にし記録するというような形で進んでいきたいと思いますが、早

急にタイムカードの導入ができない場合でも新年度予算ではこのタイムカードの購入を上げ、正確な

勤務実態の把握ができるように今後努めていきたいと考えているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） ２０年の４月から法が全事業所において取り組むことということでなれさ

ていますが、なかなか取り組みが難しいのかなと思いましたが、現時点で先生方もそうですが、町の

職員の方もそうですが、今、職場を休んでいらっしゃる方のですね、精神的疾患というのが７８％、

休んでいる方の中で精神疾患が熊本県では７８％に上っているということで、全国ワースト３、平成

１９年度ですね、という数字が上がっています。なかなか改善されていかないということがあります

し、先ほど言いましたように、余裕がないと、職場に人を育てようという余裕がないとそういう人た

ちが増えてくるという調査結果も出されています。早急な取り組みが必要ではないかというふうに思っ

たところです。それとまた、労働時間、役場はきちんとタイムカードがありますが、先生方は時間外

労働がないということでですね、報酬に、賃金に跳ね返らないということで、今までそれがですね、

なされてこなかったのかなというふうに思っていますが、先生方も本当に今、いろんな方がいらっしゃ

いますので、精神的な悩みを抱えていらっしゃる先生方はとても多くなっているというふうに言われ

ています。委員会がですね、本当は小学校が今６校と中学校が２校あるわけですから、プラスすれば

ですよね、小規模校とか中規模校とかいうことがありますが、町で考えて教育長が任命している先生

方の数考えればですね、５０人以上はいらっしゃるわけですから、委員会の設置というものをですね、

ぜひ考えていただけないかというふうに思っているところです。それと、産業医をですね、ぜひ町に

も考えるということですので、教育委員会としてもですね、ぜひご一緒にそちらの先生で対応してい

ただけるということであれば、ぜひともその産業医の方をですね、選任していただければというふう

に思っています。産業医の仕事は、先ほども申しましたが、月１回の職場の巡視というだけでもです

ね、随分相談ができるのではないかというふうに思っていますので、ぜひ取り組みを考えていただき

たいというふうに思います。 

 それと、今、臨採の職員と非常勤職員という方たちの処遇というのがどうなっているのかなという

ふうに思っています。それと、先生方は県で県職員になるんですが、熊本県教育委員会職員安全衛生

管理規定によれば、県立学校の職員はこの規定に入っていますが、市町村の小中学校の職員はこれに

入っていないということになっています。町の先生方がどういうふうな管理規定の中にですね、入ら

れているのかどうかですね。これ、入っていないのであればですね、県職員ですので、早急に県のこ

の職員安全衛生管理規定の中にですね、入れていくのが本当ではないかというふうに思っていますの

で、その件ですね。また、働く者が心身共に健康で希望を持って働くことこそ社会の活力の源泉です。

生産性の維持発展と公共サービスの進展を期し、そのために労働者の精神疾患を減らし、公務災害を

根絶すべく法は環境と条件の整備を義務づけてきましたというふうになっています。法を守るという
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ことは、率先してですね、していかれた方がいいのではないかと思いますし、企業もですね、かなり

取り組まれていて、これからも取り組んでいきたいというのがですね、９割を占めていたというふう

に書いてありましたので、まず先ほどの臨採の先生と町職の先生ですね、その件についてと、あと委

員会の設置についてはですね、再度質問させていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） お答えの前に、さっきの答弁の中でも使用者と教職員共にこの法をしっかり

理解していただくということが一番大事だというようなことを申しましたが、それは結局は学校で言

えば管理職と一般教職員の方々という立場になるわけですが、本当にその方々がお互いがお互いを信

じて何でも包み隠さず話せる、そういう状況ができていないことには、さっき申しました、例えば勤

務時間の確認方法にしても、それは毎日校長先生が一番早く来て、一番早く来る人は何時に来た、こ

の人は何時来た、何時来た、帰るときにこの人は何時帰った、何時帰ったということはできないわけ

ですね。ですから、見損なった場合には、先生の今日の勤務時間は何時でしたかということを聞いて、

今度はまた信用性がないとそのときに正しい出勤時間を言ってくれればいいけれども、それをまた違

うような形になると困りますので、そういう意味ではやっぱり管理職と教職員の先生方の心のつなが

りというのは、これから先、この法をどう活かすかということの上からでも非常に大切なことではな

かろうかと思います。そういうことをまず申し上げておきたいんですが、そのほかに今回の件でちょっ

と調べてみましたところ、厚生労働省のホームページに労働者の疲労蓄積度のチェックリストという

のがございました。これによりますと、例えば項目はイライラするだとか、仕事をした後、体がだる

いだとか、そういうことを項目的に出すようになっているわけですが、落ち着かない、憂鬱だ、よく

眠れない、体の調子が悪い、そういうものをほとんどないだったら０点、時々あるなら１点、よくあ

るだったら３点というようなことで点数を付け、その合計がどれだけだったらかなり疲労しているだ

とか、やや疲労しているだとか、そういうようなことで自分自身がチェックできる。さっき言いまし

た管理職と教職員の心のつながりが例えあっても、教職員、私が教職員とした場合、だいぶ疲れてい

るけど診察を受けに行かせて下さいとなかなか言いにくいというようなとこもあるわけですね。しか

しこういうようなチェックリストがあると、そう思ったのでチェックしてみましたところこんなふう

な点数になりましたから、ぜひ面接に行かせて下さいというようなことも言えるのではなかろうか。

これが本人用と家族用というのがありますので、こういうのも今回、次回の校長会あたり等で紹介し

ながら、こういうのでチェックしていただいて、こんなふうなことをしたらどうだろうかというよう

なことも指導していくならばと思っております。 

 それから、さっき産業医の件についてお話になりましたが、法的には町内のすべての学校で産業医

まで設置するようにはなっていないわけです。ただ、これやっぱり労働者ができるだけ健康で、そし

て安全で、環境のいいところで働くというのが目標ですので、例え５０人未満のところでも、そうい

う産業医に相談できる体制をつくるというのは大切なことだと思います。しかし、月に一遍必ず学校

に来て、回って、相談を受けてということになれば、やはり契約だとか、そういうようなことも必要

になってくると思います。そういう意味では、お一人で構わないわけですので、町の産業医が決定し
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た場合には、学校側も乗っかってというとおかしいんですけれども、教職員で面接を受けて、産業医

の指導を受けたいときには、大津町の産業医に面接指導を受けるというような形を考えればいいんで

はなかろうかというふうに思っております。 

 それから、臨採とか非常勤のことについてのお尋ねがありましたが、一番最初に申し上げましたよ

うに、法の精神からすれば当然入るべきだというふうに思います。ですから、私先ほど申し上げた人

数の中には全部入れました。大津小学校の場合は、県費職員は４１です。しかし、臨採の方々を入れ

て４８だったですかね、もうちょっとで５０超すところなんですが、そういう方を入れても５０は超

していないというところで、さっきはそんなふうなことを申し上げましたが、当然この人たちも本職

と同様な形で見ていくべきものだというふうに思ってはおります。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 教育長の方から少し答弁がありましたが、役場及び学校等の臨時非常勤職

員の皆さん方につきましては、職員と同じようにカウントをいたしまして対象としております。先ほ

ど申しました安全衛生管理規定の中で、地方公務員法とは別なんですけれども、臨時的任用職員及び

非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うということで明確に規定をして

おります。 

 それから、産業医につきましては選任ができておりませんので、これについては先ほど申しました

ように早急に協議をですね、医師会の方ともしたいというふうに思いますが、その上で選任をしてい

きたいというふうに思っております。学校関係の相談についても、併せてお願いできればというふう

な考えでおります。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 先ほどちょっと漏れた部分があったんです。熊本県教育委員会職員安全衛

生管理規定によれば、町村の先生方はこれに入っていないということで、入れるべきではないかとい

うふうに思っていましたので、そこら辺の見解をお聞きしたいなと思ったところでしたが、時間があ

りませんので、次にまた個別でお聞きしたいと思います。 

 ２問目にいきます。地域福祉権利擁護事業と障害者の地域生活支援について。認知症を持つ高齢者

や知的障害、精神障害のある方などが地域で自立した生活を送ることができるよう取り組みがなされ

ているか。２番目、雇用促進法が２００８年１２月に改正され、障害者雇用促進が規定される。民間

企業や役場での取り組み状況と法定雇用率の達成に向けて、今後の対策をお伺いいたします。権利擁

護事業は、知的障害者、精神障害者、認知症高齢者の方々がご自分の預貯金を金融機関から出金した

り、計画的に活用できないといった不安をお持ちの場合に、預貯金の入手金のお手伝いや福祉サービ

スの利用料や公共料金の支払いなどの支援を行っています。また、名古屋社協では、障害者高齢者権

利擁護センターを併設し、そのほかにも財産保全サービス、福祉サービスを掲げています。財産保全

サービスは、ご自分の財産をご自分で安全に保管することができないといった不安をお持ちの場合に、

その財産を安全に預かるというものです。福祉サービスの利用援助は、金銭管理サービス及び財産保

全サービスの契約者のお宅を定期的に訪問して、その方が地域で安心した生活ができるよう福祉サー
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ビスの利用の援助などを行うとしています。障害を持つ人たちにごく当たり前の市民生活を保障して

いくためには、まず何よりも実質的な人権の確立が不可欠であります。しかし、現実には様々な日々

の暮らしの中で障害者に対する意図的な、あるいは無意識の人権侵害が行われており、このことが障

害者を持つ人たちの地域生活を阻む大きな要因になっています。特に知的障害、自閉症、その他重症

の障害を持つ人たちについては、自ら声を上げて訴えたり、権利を主張したりする力が弱いため、そ

の人権侵害の状況は深刻であり、その事実も周囲に知られにくいという特徴を持っています。それだ

けに、知的障害者の権利擁護という課題を達成するためには、まず家族や職場の人たち、学校教員や

施設職員等の身近にいる人たちの人権意識を高めていくとともに、弱い人たちを守るための具体的な

方策として、権利擁護機関が急務と思われると２年間の調査の中でうたわれています。実態と取り組

みはどうなっているのか。障害者の雇用は、法に照らし、町はどうなっていますか。また、町内の民

間企業の雇用の調査はなされていますか。法定雇用率の達成に向けてのさらなる取り組みはどうなっ

ていますか、お尋ねします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 鈴木議員の障害者雇用関連等についてのご質問でございますけれども、まず

は町役場におきましては、雇用関係等については十分行っております。内容については、また総務部

長の方からご説明させますし、ご心配のように、やはり障害者の中でも大津町も臨時で試験的、この

前身体あるいは精神、そして知的障害関連の方を雇用をやってみました。身体と精神については、そ

れぞれの部署で包括支援センター、あるいはうちの電算関係等でしっかりと仕事はできております。

知的障害とかそういう方々の職業の種類とかいろいろ検討をやってみておりますけれども、図書館の

方でもお願いしたり、あるいは人権福祉センターにおいての雇用関係でお願いをしておりましたけれ

ども、大変厳しい状況は確かでございますけれども、今回図書館の方については何年か続きましたけ

れども、家庭の事情で市内の方に転勤というような方でございましたけれども、ＩＱ的には軽い方で

ございましたので。また、人権福祉センターの方につきましては、やっぱり仕事の内容というのをやっ

ぱり障害者の関係等につきましての仕事の内容はなかなか厳しいものがあるんだなと。これにつきま

しては、もう民間企業も同じでございますけれども、それなりのやはりトップの理解がなからないと、

どこまで雇用していくかというような問題もありますけれども、まずはやっぱり、これも小さいとき、

あるは学校、その辺の段階からですね、障害者の訓練というか、忍耐というか、そういうものをやっ

ぱり指導していかないと、急にはなかなか厳しいような状況もございます。そういう意味におきまし

て、我々は障害者関連の人たちが一生懸命頑張っていただく、その姿を見て一般の方々がそれに負け

ないようにやっぱりやっていただけるような方たちになってくれればなと。そういう意味において、

議員おっしゃるように人権関連等についてのお互いの思いやりというか、そういうものをしっかりと

やっぱりつくっていくべきものではないかなという思いをしております。今後についても、障害者の

雇用については、十分そういう形でやっていきたいと思いますけれども、議員ご心配のとおり、彼た

ちが生活していく中で、彼たちよりも保護者の方が早く亡くなるというか、そういうような状況なの

は確かでございます。そういう意味におきまして、後見人とかいろんな形の制度がありますけれども、
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大津町についてもそのような形の方が本当にそういう人たちのためにご理解等で相談に乗ってくれる

のかというのが今厳しい状況でもあります。社会福祉協議会でもやっておりますけれども、その辺に

ついても担当福祉部長の方から内容をちょっとご説明をさせていただきたいと思いますので、今後障

害者をはじめとする弱者の皆さんの関係の雇用とか、そういうものをやっぱりしっかりと取り入れる

ためには、企業の皆さん関係について、障害者雇用とか、そういうものについても、やっぱりお願い

をしていかなくちゃならないというふうに思っております。こういう状況の時代でございますので、

なかなか企業の皆さんもそれぞれ頑張っておられますけれども、その中で今、臨時雇用関係について

も正職員までをお願いしなくちゃならないという、本当に厳しい時代を迎えておりますので、大変厳

しいときであるのは確かでございますけれども、やはりそこはトップの皆さんの考え方、その中でやっ

ぱり障害者の皆さん関連等につきまして、やっぱりの最低基準の金額をどうそれでやっていくかとか、

いろんな形のわずかな不足分とか、そういうものをどう考えていくかという、やはり雇用の立場、あ

るいは雇用の中での今後の検討であるんじゃないかなという思いをしておりますけれども、これが板

についてしまうと、その金額でとなってしまう恐れもありますので、やはりその辺のところは十分企

業の皆さんのトップとも十分相談しながらやっていかなくちゃならないというふうに思っております。

そういう意味において、やっぱり大津に来てよかったとか、住んでよかったという、そんな人権の町

をやっぱりしっかりとつくっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） お答えしたいと思います。 

  最初に、認知症の件についてですけれども、認知症は誰にも起こり得る脳の病気に起因するもので

すということで、８５歳以上では４人に１人はその症状があると言われております。現在は１６９万

人であるということで、今後２０年間で倍になるだろうと。この認知症の人が記憶障害や認知障害か

ら不安に陥り、その結果、周りの人との関係が損なわれることもしばしば見られ家族が疲れてしまう

ことになります。しかし、周囲の理解と気遣いがあれば、穏やかに暮らしていくことは可能であると

専門家は考えていらっしゃいます。そのためには、地域の支え合いが不可欠です。誰もが認知症につ

いての正しい知識を持ち、認知症の人や家族を支える手立てを知っていれば、尊厳ある暮らしをみん

なで守ることができると考えております。そういうことでですね、国の方でもみんなで認知症の人と

その家族を支え、誰もが暮らしやすい地域をつくっていく運動、認知症を知り、地域をつくる１０カ

年のキャンペーンが始まっております。このキャンペーンは、認知症を正しく理解し、認知症の人や

家族を温かく見守り支援する認知症サポーターを１人でも増やし、認知症になっても安心して暮らせ

るまちづくりを町民の手で展開するものです。大津町では、平成２２年度までに２千３００人のサポー

ターを目指しております。実績といたしまして、平成１８年度で４１名、平成１９年度で３１名、平

成２０年度で１７回の研修を行いまして６０５名、平成２１年度８月末現在で、これまた１７回行い

まして３９５名、合計の１千７２名現在サポーターの養成をしております。２２年度までに２千４０

０名だったと思います、５％を目指しております。現在、さらに各地区老人会、ふれあいサロンを中

心に開催をしているところでございます。そのサポーターになられた方にお上げするのが、このオレ
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ンジリングでございます。また、地域包括支援センターの主な仕事の１つに、権利擁護の業務があり

ます。これは、例えば悪質な訪問販売の被害に遭った、財産管理に自信がなくなった、虐待にあって

いる人がいる、虐待をしてしまうなど、高齢者や障害者の権利を守るための仕事です。地域包括支援

センターの権利擁護事業の状況ですが、平成２０年度は相談人数２人、２件でございます。平成２１

年度は、相談人数１名、６回の相談を受けております。これにつきましては、全国的に社会福祉協議

会と連携を図りまして調整をしてきたところでございます。 

 それから、法務省が直轄する民法に定めた成年後見人制度、これは後見と補佐と補助の取り組みが

ございますけれども、平成２０年度では相談者が９名、２０件、それからそのうち１名が成年後見人

制度の利用を開始しております。平成２１年度では相談人数が４名の５件、それから大津町の障害者

支援センターでの成年後見人制度の４件でございます。町内の社会福祉法人が支援している成年後見

人制度の事業は、それぞれの施設で多少の違いがございますけれども、その中で多くの利用がある施

設では７５人の利用者の中で、もう既に５２名の方が後見人制度を利用されております。さらに、以

前は先ほど議員がおっしゃったように地域福祉権利擁護事業と申しておりましたけれども、これ制度

の名前が変わりまして、現在は日常生活自立支援事業というふうに名前が変わっております。これに

つきましては、厚生労働省が直轄する制度でございまして、ひとり暮らしや高齢者２人世帯などで福

祉サービスの利用方法がわからないときなど便利な制度で、社会福祉協議会と契約を結んで、低廉な

費用でサービスの利用の援助、日常的な現金管理の援助、通帳、実印など大切なものの預かりサービ

スなどを頼むことができます。ここで一番社会福祉協議会が困っているのが、この生活支援員となら

れる方がいないということです。現在５名の利用があっておりますけれども、生活支援員の方は１名

だけです。ぜひともそういった生活支援員になっていただく人をですね、今後育てていかなければい

けないと、そういった周知もしていかなければいけないということで考えております。今後も包括支

援センター、障害者相談支援センターを中心に、関係団体、施設などと連携を取りながら、相談支援

を推進強化していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 鈴木議員の質問にお答えします。ちょっと時間がなくなってきたようです

ので、短くよろしいでしょうか。障害者の雇用については、障害種の雇用の促進等に関する法律で民

間企業、官公庁問わずに障害者を雇用する義務が課せられております。一般の民間企業については、

５６人以上の企業で１.８、特殊法人で４８人以上の場合に２.１％雇用率です。ただ、国・地方公共

団体の法定雇用率が４８人以上の機関で２.１％となっております。現在、町においては対象となる障

害者の方の職員数は正職員は３名、それから非常勤職員２人の計５名が在職中で、雇用率でいきます

と実質雇用率が２.８４％、先ほど２.１％を上回っている状況であります。雇用率は満たしていると

いうことになります。今後も、この法定雇用率を上回る状況は続けていきたいというふうに思ってお

ります。民間については、ちょっと時間がなくなりましたので、大枠だけ申し上げます。熊本県内の

労働者数１５万５千４７５人で、そのうちの障害者の方の雇用が２千９８０名、前年比で３.８％増加

をし、実質雇用率で１.９１％となっております。これも基準は満たしているところもあります。ただ、
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法定雇用率を達成している企業の割合は５６.４％となっておりまして、少し前年比で１.１ポイント

上昇ということであります。大津町が民間企業にお願いしているかということですけれども、現在、

福祉関係部署、それから労働行政部署で直接町の企業さんにですね、直接雇用については特にお願い

をしていないということです。それで、福祉関係では対応があると思いますが、最後に町長からお話

がありましたように、厳しい景気の状況でありますけれども、町の民間企業に関してもですね、町の

企業連絡協議会の会員の企業さんなどにも理解と協力を求めながら進めていきたいというふうに思っ

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨさん） 満たしているということで、本当によかったなというふうに思っています。

後見人ということでは、とてもほかの人、他人の方のお金をですね、出し入れするのの難しさという

のをとても重くてなかなか生活支援員さんになれる人が少ないのかなというふうに思っています。今

年ですね、成年後見人と育成研修カリキュラムというのが今年行われました。これは１万円で受ける

ことになって、市内でですね、ありました。１週間ありまして、１日でも行けないととても無理だと

いうことで言われていましたので、お金が発生しますが、ぜひともですね、生活支援員さんを増やし

たいとお思いであればですよね、あれば、福祉の町としてはですね、ぜひこういうのを取り組まれて

いるところをですね、大津町でも開催されれば、生活支援員さんが増えるのではないかというふうに

思いましたので、一応提案させていただきます。 

 ３問目の質問は、次の機会にさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） これで、一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後３時４０分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成２１年９月１８日（金） 午前１０時 開議 

                                   

日程第１   諸般の報告 

日程第２   各常任委員会の審査報告について    質疑、討論、表決 

日程第３   委員会の閉会中の継続審査申出書について  議  決 

日程第４   委員会の閉会中の継続調査申出書について  議  決 

日程第５   議案第５７号 町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）請負契約

の締結について 

              一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

  

                 午前１０時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 諸般の報告をします。本日の議事日程並びに報告内容及び平成

２１年第３回大津町議会臨時会会議録及び平成２１年第４回大津町議会定例会会議録及び平成２１年

第５回大津町議会臨時会議録は、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の結果並びに経過につい

て、各委員長の報告を求めます。経済建設常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） おはようございます。ただいまから、経済建設常任委員会に付

託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第４９号関連、議案第５２号、議案第５３号、議案第５５

号、認定第１号関連、認定第４号、認定第５号、認定第７号及び第８号、陳情第２号の１０件であり

ます。当委員会は審議に先立って、９月１０日と１１日の午前中に関係する２６カ所の現地調査を行

い、１４日、１５日にかけて、委員会Ｂ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、

その審議経過の概要と結果を要約してご報告申し上げます。 

 議案第４９号関連は、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）についてであります。 

 経済部農政課関係では、委員より、本会議で質疑があった件で、農業構造改善事業費の工事請負費、

総合交流ターミナル施設改修工事９１万２千円が全額削除され、備品購入費として同額が追加されて
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いる件について、再度確認をしておきたいとの質疑に対し、執行部より、当初、冷蔵庫と給湯器は修

繕工事ととらえていたので工事請負費に計上していたが、備品購入費にすることが適当であると判断

し変更するものであるとの答弁がありました。 

 委員より、費目を変えただけかとの質疑があり、執行部より、そうだとの答弁がありました。 

 委員より、工事請負費や備品購入の線引きはどうなっているのかとの質疑に対し、執行部より、金

額によって指定管理者が行うもの、町で対応するものが協定書によって決められているとの答弁があ

りました。 

 委員より、町と指定管理者の費用負担区分は、協定書には書かれているのかとの質疑があり、執行

部より、協定書は町と指定管理先である高森温泉館との間で締結している。その第６条にリスク分担

の項目があり、その中で表に示してある。施設等の劣化の場合、３０万円未満の小規模なものについ

ては指定管理者、３０万円以上のものは町が協議のうえ行うこととして協定を締結しているとの答弁

がありました。 

 委員より、冷蔵庫は３０万円以上かとの質疑に対し、執行部より、冷蔵庫が５８万３千円、給湯器

が３２万９千円だとの答弁がありました。 

 委員より、鳥獣害防止対策補助金３０万円は、イノシシよけの電気牧柵を設置するための補助金で

あり、２分の１を助成するものである。この補助で牧柵を何台設置できるのかとの質疑に対し、執行

部より、８台程度との答弁がありました。 

 委員より、被害は何月ごろまであるのかとの質疑に対し、執行部より、マルチを張ったごろから１

１月位までだとの答弁がありました。 

 委員より、被害が多発し需要がかなりあるようなので、速やかな執行をするべきだとの質疑あり、

また委員より、今年は被害が多い。シシ罠の要望もあっていると聞いているので、来年から検討すべ

きであるとの意見がありました。 

 次に、商業観光課関係では、委員より、緊急雇用は６カ月と聞いているが今も就業中か。また、継

続して働くことはできるのかとの質疑に対して、執行部より、基本的には６カ月未満の雇用となって

いるが、特殊な事業においては継続することもできるとの答弁がありました。 

 委員より、１０７名の就職相談者があったということだが、相談に対して目に見える成果はあった

かとの質疑に対し、執行部より、７月以降３８名求職があり、１１名の求人があった。求職者のうち

６名が就業しているとの答弁がありました。 

 委員より、６名の採用は全て役場かとの質疑に対し、執行部より、町関係の採用が５名とＮＰＯ法

人１名であるとの答弁がございました。 

 委員より、美咲野中央公園東屋改修工事５２万５千円は、シロアリ被害による柱の取替えである。

ＪＲが建てたものである。移管を受けた後は、町に点検する責任がある。早めに防虫処理等の対処を

していれば、もっと安い経費で済んだはずである。普段から点検管理を十分に行っていただきたいと

の質疑に対し、執行部より、以後、注意するとの答弁がありました。 

 道路整備課関係では、委員より、土木費委託金の護岸雑草処理業務委託金で、一級河川白川の国交
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省と県の補助金の負担はどうなっているのかとの質疑に対し、執行部よりも白川の管理は、熊本市の

小磧橋から下流側が国交省で、上流側は熊本県であるとの答弁がございました。 

 都市計画課関係では、委員より、門出中学通線とは楽善から南下してきて国鉄肥後大津駅で行き止

まりになる駅前楽善線を駅南の国道５７号線につなげるために計画されている道路である。大津駅北

口から東へ進み、社協の駐車場から大津町役場の南側駐車場を通り中学通に抜ける。その門出中学通

線の用地費６８６万３千円を駅前楽善線の建物５件分の調査委託費へ振り替え変更することになって

いる。用地の購入はどうなったのかという質疑に対し、執行部より、地権者がＪＲと個人２名であり、

ＪＲとは現在協議中である。すぐに購入できそうにないとの答弁がありました。 

 委員より、門出中学通線の計画を取りやめたのかとの質疑に対し、執行部より、門出中学通線は当

初どおり計画している。ただルートを少し変更するかもしれないとの答弁がありました。 

 委員より、門出中学通線は町道認定をしている。町は必要であるため町道認定をしているのだから、

見直すのであればその説明が必要ではないかとの質疑に対し、執行部より、駅周辺全体で見直しをし

ているとの答弁がありました。 

 委員より、駅北口から西に進み、踏み切りを渡り南の５７号線にぬける道路の話はどうなっている

のかとの質疑に対し、執行部より、大津駅から西に抜ける道路については、まだはっきりとした計画

はない。ＪＲを横断すれば協議が必要であり、また個人の用地があるので駅前楽善線の件も含めて、

今回委託している駅周辺整備計画の中で検討を行うとの答弁がありました。 

 委員より、今回、建物鑑定委託費を計上している。屋根の一部がかかるとか、家全体がかかるとか、

いろいろの形態があると思うが、道路用地以外の残地についても買収をするのかとの質疑に対し、執

行部より、補助事業なので用地にかかる部分のみを買収する予定である。ただ、残地が生じ、それが

全体の３分の１以下であるときは、本人の申し出があった場合に限り、国・県の指導により購入の検

討をしていきたいと考えているとの答弁がありました。 

 下水道課関連では、質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第４９号関連については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５２号は、平成２１年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正

予算（第２号）についてであります。質疑はなく、採決の結果、議案第５２号については全員賛成で

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５３号は、平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第２号）についてであ

ります。 

 委員より、今後も繰り上げ償還は可能かとの質疑に対し、執行部より、条件がそろえば可能だとの

答弁がありました。 

 採決の結果、議案第５３号については全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第５５号は、平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第２号）についてで

あります。質疑はなく、採決の結果、議案第５５号については全員賛成で原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 
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 次に、認定第１号関連は、平成２０年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。 

 農業委員会関係では、委員より、大津町の遊休農地の状況はどうなっているかとの質疑に対し、執

行部より、５月現在で７２町で、昨年は８４町であるとの答弁がありました。 

 委員より、減っているのは、手当てをした成果かとの質疑に対し、執行部より、遊休農地で耕作を

行った者に補助したり、農業委員さん方に活動をしていただいたからだとの答弁がありました。 

 委員より、耕作者への補助かとの質疑に対し、執行部より、耕作者への補助である。２０年度は自

分の農地で補助されたものもある。数年間遊休農地であったものであり、その解消には変わらないの

で補助の対象になるということであったとの答弁がありました。 

 経済部農政課関係では、委員より、農業指導費補助金について、認定農業者同志会への補助金２５

万円は活動や研修に使われていると思うが、内容はどうなっているのかとの質疑に対し、執行部より、

経営に必要なパソコン研修や地産地消のための先進地研修として、昨年は糸島、大村への研修を行っ

ているとの答弁がありました。 

 委員より、ほ場整備は県営事業となっているが、県と町の仕事内容はどのようになっているのかと

の質疑に対し、執行部より、町は受益者への事業推進等を行い、工事本体等は県が行っているとの答

弁がありました。 

 委員より、県営事業だから負担金があるということだが、県は地元に出てくるのかとの質疑に対し、

執行部より、県も換地委員会などの会議には参加している。ほ場整備は県が工事発注しているとの答

弁がありました。 

 委員より、後継者育成事業について、どのようなことを行っているか。３人の新規就農者があり、

どういう状況かとの質疑に対し、執行部より、独身交流会事業などを行っている。これは、花嫁募集

の事業だが、なかなか結婚まではいかないのが現状である。以前は、２組の結婚が成就したとの答弁

がありました。 

 委員より、新規就農の３人はどのような仕事をしているのかとの質疑に対し、執行部より、路地野

菜、肥育、養豚。２人は後継ぎで、１人がよそからの参入であるとの答弁がありました。 

 委員より、菊池台地の負担金はいつまでの払うのかとの質疑に対し、執行部より、平成３３年度ま

でだとの答弁がありました。 

 委員より、受益農家は何件あるのか。受益面積はという質疑に対し、執行部より、受益面積が約２

３５ヘクタールで、受益農家数は約２３０から２５０戸で把握していたが、現在は少し減っている。

今年は水不足だったので、龍門ダムからの水が使えるということで感謝されているという話を聞いた。

龍門ダムができたので北部畑総が行われたのだとの答弁がありました。 

 次に、商業観光課関係では、委員より、公園管理委託関係について、委託箇所数、業者数、最大委

託金額を示しなさいとの質疑に対して、執行部より、公園の数は、町立公園が６カ所、都市公園が１

０カ所、その他児童公園等が８３カ所ある。このうちトイレ等の清掃委託を１１カ所、樹木等公園管

理委託を２７カ所行っている。委託業者数は清掃委託４社、公園管理委託７社である。その他に矢護

川公園を委託している。委託料が最も高額なのは昭和園管理で、約７００万円であるとの答弁があり
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ました。 

 委員より、以前に公園管理は業者間の話し合いで各公園を輪番で行っていると聞いたことがあるが、

現在もそうかとの質疑に対し、執行部より、すべて入札で行っているとの答弁がありました。 

 委員より、弥護山自然公園管理委託の委託先はどこか。それは年間を通した委託かどうかとの質疑

に対し、執行部より、委託先は菊池森林組合で、年間を通した委託を行っているとの答弁がありまし

た。 

 委員より、林道瀬田裏線改修工事については、他の受益自治体からも負担金をもらっているのか。

またもう少し、他の道も補修した方がよいのではないかとの質疑に対し、執行部より、林道瀬田裏線

関係については、関係市町村から受益面積に応じて負担金をもらっている。林道等の補修については

今後検討するとの答弁がありました。 

 委員より、商業観光費についてかなりの流用があるが、これは財政も流用を認めたわけだろうが、

補正には間に合わなかったのか。事業実施時期のどれ位前に分かったのかとの質疑に対して、執行部

より、実施は７月ブラジルからの研修生の受入があり、当初２名の受入れが５名となった。また、到

着が深夜になり、計画ではホームステイであったが、ホストファミリーへの引渡し等が困難と判断し、

ホテル泊に切り替た。歓迎会や滞在に係る費用についても当初より大幅な経費が必要となった。ブラ

ジル訪問団派遣については、燃油サーチャージの高騰が定まらず出発した後にもかなりの高額となり、

現地での航空運賃に増額となった。現地の滞在費用等についても、現地県人会が用意することとなっ

ていたホテルと移動のための専用車が準備ができておらず、やむなく現地での予約を行い支払うこと

となったことによる流用であったとの答弁がありました。 

 委員より、店舗改装利子補給、活きいき商店街活性事業等については、商工会が実施することはで

きないのかとの質疑に対し、執行部より、商店街を対象として活性化につなげる町独自の補助事業と

しているとの答弁がありました。 

 委員より、活きいき商店街活性事業のこれまでの成果を示せとの質疑に対し、執行部より、事業開

始年度から１４件の利用があり、廃止・中止が９件、現在継続営業５件となっているとの答弁があり

ました。 

 土木部環境保全課関係では、委員より、主要な施策の成果１９３ページの今後の方針で、太陽光発

電システム設置補助金についても見直しを検討するとあるが、どのように見直しを行うのかという質

疑に対して、執行部より、平成１８年度の太陽光の補助開始時に平成２２年度太陽光発電システム普

及割合を町内の世帯の３％に設定し、１８、１９年度に１キロワット当り１０万円の補助を行ってき

た。国の補助が復活し、平成２０年度からは１キロワット当り３万円、ホンダソルテック製は１キロ

ワット当り６万円の補助を行っている。２０年度末現在、７千２００世帯に対し３２０世帯で設置さ

れ、約４.５％の普及率である。今後はより高い目標設定をして補助金の見直しを検討してい 

きたいとの答弁がありました。 

 委員より、一般家庭で太陽光発電システムを設置した場合、設置費用を取り戻すのにどれくらいの

期間が必要か。売電価格が引き上げられると聞いているがいつから実施されるかとの質疑に対して、
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執行部より、売電価格の引き上げは１１月から開始されると聞いている。引き上げられると一般家庭

の設置費用が約２００万円で、補助金を利用した場合約１０年で設置費用を取り戻すことができると

の答弁がありました。 

 委員より、空地の雑草が伸びているとかの苦情があると思うが、大規模な空地については条例等つ

くって指導できるようにできないかとの質疑に対し、執行部より、大津町美しいまちづくり条例があ

るが、お願いをするばかりで雑草に関しては命令等が発せられない状況である。全国的にも空地の雑

草や管理できない家屋が問題化している。今後条例化も含めて検討を行っていくとの答弁がありまし

た。 

 道路整備課関係では、委員より、栄宝製粉の北側の道路拡幅はどうなっていますかとの質疑に対し

て、執行部より、用地交渉を行いあと１件の契約を残している状況で、その分も９月末には目途を付

ける予定である。その契約ができたら工事を発注すると答弁がありました。 

 委員より、陣内踏切の東、文化ホール北側までに２つ踏切があるが、その拡幅計画はあるのかとの

質疑に対して、執行部より、現在のところないとの答弁がありました。 

 委員より、国道５７号線と交差するお菓子の香梅のところの中学通の拡幅計画は進んでいるかとの

質疑に対し、執行部より、県道であるが両側とも店舗があり、用地と高額な補償費の問題で拡幅が難

しいようであるとの答弁がありました。 

 次に、都市計画課関係では、委員より、まちづくり交流センターを含めて事業費の見直しはできな

いのかとの質疑に対し、執行部より、平成１９年度から２３年度までの事業計画であり、その計画で

認可を受けている関係で、事業については執行しなければならないが、見直しについては随時行って

いく予定であるとの答弁がありました。 

 委員より、２３年度までの計画は全体で残り３０億円程度あるが、当初どおり執行するのか、それ

とも見直す考えはあるのかとの質疑に対し、執行部より、縮小できるものは絞っていきたいと考えて

いる。道路については、入札残による縮小が考えられる。年に１回の変更を行っているので、財政と

協議を行っていきたいとの答弁がありました。 

 委員より、交流センターについては、町の宣伝、情報発信基地とかいろいろ言われているが、町は

道の駅に情報発信基地として１億円出資している。また、町の史跡を残すのは大切であるが、観光地

と考えるならば収入に結びつかなければならない。上井手やお倉跡地を町外の入がお金を使って見に

来るとは思えない。交流センター予定地の商店街を中心商店街とよぶならば、その地域の売上や集客

数、大津町以外の人が何人利用しているのか、数字を示して説明しなければならない。そのように考

えれば、これから建てる建物はコンパクトなものでいいのではないかと意見がありました。 

 委員より、役場を建て替えれば交流センターは必要ないのではないか。中心市街地を考えるうえで

は役場の建て替えは必要だとの意見がありました。 

 委員より、まちづくり協議会に参加をしてみて、委員の方たちは電柱の移転とかいろいろ考えられ

るが、つくった後が見えない部分がある。計画したからつくらなければならないというのであれば、

根本的に見直したがいいとの意見がありました。 
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 委員より、門出中学通線、踏切の件、いきあたりばったりの計画に感じられる。用地が確保できる

めどがついてから予算に計上すべきである。補助があるから、とりあえずやるというようなあっせた

姿勢に見受けられるとの意見がありました。 

 執行部より、わかった。今後、見直し等を行っていきたいとの答弁がありました。 

 下水道課関係では、質疑はありませんでした。 

 採決の結果、認定第１号関連は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第４号は、平成２０年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計歳入歳

出決算の認定についてであります。質疑はありませんでした。 

 採決の結果、認定第４号については、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第５号は、平成２０年度大津町公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてであり

ます。 

 委員より、下水道の起債の償還期間は何年間かとの質疑に対して、執行部より、通常２８年、３０

年だが、借換債は５年や７年、平準化債は１０年であるとの答弁がありました。 

 採決の結果、認定第５号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第７号、平成２０年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定については、質

疑はありませんでした。 

 採決の結果、認定第７号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第９号、平成２０年度大津町工業用水道事業会計決算の認定についてであります。 

 委員より、繰上償還を検討するとのことであるが、借入相手側は可能かとの質疑に対して、執行部

より、一括償還時保証金がかかるので、未償還利息と検討しながら繰上償還をおこなうとの答弁があ

りました。 

 採決の結果、認定第９号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決定しました。 

 次に、陳情第２号は、浸透桝型調整池の建設に関する陳情書についてであります。全員賛成で継続

審議となりました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、経済建設常任委員会の委員長報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 続きまして、文教厚生常任委員長新開則明君。 

○文教厚生常任委員長（新開則明君） おはようございます。ただいまから文教厚生常任委員会の委員

長報告を行います。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第４１号、議案第４２号、議案第４３号、議案第４４号、

議案第４５号、議案第４６号、議案第４７号及び議案第４９号関連、議案第５０号、議案第５１号、

議案第５４号、議案第５６号、認定第１号関連、認定第２号、認定第３号、認定第６号及び認定第８

号の１７件及び請願第１号の１件であります。当委員会は審議に先立ち、９月１０日午前１０時より

１４カ所の現地調査を行い、１１日、１４日及び１５日、午前１０時より委員会Ｃ室において、執行

部に説明を求めながら議案の審議を行いました。以下、議案の審議の主な経過と結果についてご報告
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します。 

 議案第４１号、大津町子育て・健診センター条例の制定について報告します。 

 委員より、使用料を徴収する場合はどういう人がどういう目的で使う場合ですかと質疑があり、執

行部より、一般の企業や団体が子育て支援事業と違う会議や集会を行う目的で使用する場合、料金を

徴収することとしていますと答弁がありました。 

 委員より、床がじゅうたん敷きになっているが、飲み物をこぼしたり汚物が付いたりすると雑菌が

繁殖しやすいので、清掃についてはどのように考えていますかと質疑があり、執行部より、本年度は

１０月開所ということもあり、業者による清掃は１回予定しています。じゅうたんについては、タイ

ルカーペット式となっておりますので、その箇所を取り外して容易に洗うことができますと答弁があ

りました。 

 採決の結果、議案第４１号は、全員賛成で原案のどおり可決すべきものと決しました。 

 議案第４２号、大津町立診療所の設置等に関する条例の制定について報告します。 

 委員より、郡内の順番について、菊池市、合志市、菊陽町、大津町の順番と言われましたが、蔓延

の具合によっては期間や順番がかわるのでしょうかと質疑があり、委員より、この順番は菊池圏域４

市町を含む菊池地域新型インフルエンザ対策協議会で決定したもので、まず４週間実施します。菊池

市が２４時間を１週間、その次に合志市、大津町、菊陽町の順番です。蔓延状況に関係なく、菊池市

から始めるという順番で取り決めておりますと答弁がありました。 

 委員より、協議会のメンバーは誰になっているのですかと質疑があり、執行部より、協議会のメン

バーは、医師会、医療機関、薬剤師会、警察、消防、菊池市長、合志市長、大津町長、菊陽町長、教

育分野で菊池教育事務所長、振興局で保健福祉関係部長、事務局として菊池福祉事務所の総務企画、

保健衛生環境課となっておりますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第４２号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第４３号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について報告します。 

 執行部より、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償について説明を受け、採決の結果、

議案第４３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第４４号、大津町立幼稚園入園料及び保育料の減免特別措置条例の一部を改正する条例につい

て報告します。 

 委員より、この改正で対象となる人は何人ですかと質疑があり、執行部より、本年度は５人が対象

になるものと思われますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第４４号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第４５号、大津町乳幼児健康支援一時預かり事業手数料徴収条例の一部を改正する条例につい

て報告します。 

 委員より、地産地消として、子どものおやつに、たとえば大津町のからいもをふかしておやつに提

供するなどを行えば、郷土愛の育成にもつながるかもしれないし、町民の理解も得られるのではない
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でしょうかと質疑があり、執行部より、センターの管理者に予算の範囲内でお願いしていきますと答

弁がありました。 

 採決の結果、議案第４５号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第４６号、大津町学童保育施設条例の一部を改正する条例について報告します。 

 委員より、今まで杉水保育園で行っていた事業を護川小学校で行うということですかと質疑があり、

執行部より杉水保育園では低学年受入れ特別保育地域活動事業を行っていました。今回は放課後児童

健全育成事業で護川小学校の空教室を利用し、敷地内に学童保育施設を整備し行うものですと答弁が

ありました。 

 採決の結果、議案第４６号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第４７号、大津町国民健康保険条例の一部を改正する条例について報告します。 

 委員より、出産の金額を持ってきた根拠、近隣市町との比較はどうですかと質疑があり、執行部よ

り、国におきまして、平成１９年度に各医療機関、私立病院、診療所等の調査が行われ、日本産婦人

科学会が出した費用が３９万円となっております。その結果、３５万円から３９万円と４万円増額と

なっております。並びに、今年の１月から産科医療補償制度の３万円が加わっております。それと併

せて４２万円となっております。郡内市町すべて同額引き上げをやっておりますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第４７号は、全員賛成で可決すべきものと決しました。 

 議案第４９号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）について報告します。 

 福祉部健康福祉課関係。委員より、歳出の予防費４千９６５万円についてですが、外来診療費は１

人当たりいくらになるのですかと質疑があり、執行部より、金額について単価的には、１歳から６歳

までが３千４６０円、再診で１千６０円、診療費の６歳以上について２千７００円、再診が７６０円、

患者数は７千６９６名を予定しています。投薬料としては９万６千６４０円で、患者数に単価を掛け

算出しております。時間外の部分は一般財源を当てています。最終的に、金額は年齢で違いますが、

中学生で診療期間内６千３９５円ですと答弁がありました。 

 委員より、女性特有のがん検診委託について、今までの受診率はどうだったのでしょうか。３０％

で予算化されていますが、どこから持ってきた数字ですか。１００％目指すのが本当ではないでしょ

うかと質疑があり、執行部より、国は当初５０％見込んでいましたが、その後変更され４０％で通知

がきております。大津町の現況としましては、３０％を見込んでいます。平成２０年度の受診者数で

は、子宮がんの検診が１千４４４名、乳がんの検診が１千５４４名とかなり低くなっていますと答弁

がありました。 

 福祉部保険医療課関係。委員より、老人医療費の委託料が不足した理由をもう一度お願いしますと

質疑がありました。執行部より、交通事故での医療費は自費になりますが、保険を使いたい場合は誓

約書を出して保険診療を受けることができます。保険者が負担した分は加害者から返してもらうこと

になりますが、返還の手続きを国保連合会に委託しています。それに伴う委託金が５％ありますので、

今回予想を上回る過去の老人保健医療の返還金が発生しましたので補正するものです。平成２０年４

月からは後期高齢者医療制度に移行していますので、それ以前の老人保健医療にかかる診療分ですと
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答弁がありました。 

 教育部子育て支援課関係。委員より緊急雇用で雇用不安の一部の雇用創出はできるかもしれません

が、食育事業に係る人選の考えを聞かせてください。食育へのこだわりも多く聞かれますので、面接

等で対応してくださいと質疑がありました。執行部より、調理師、栄養士、食育指導士の資格等所持

者を主にして、子育て経験者までの拡大し募集予定です。雇用後の研修会も予定していますと答弁が

ありました。 

 委員より、創生事業のクリスマスイベントがありますが、今後引き続きの開催要望とかないでしょ

うかと質疑があり、執行部より、今年の子育て・健診センター開所イベントととらえてもらい、今回

限りと考えていますと答弁がありました。 

 教育部学校教育課関係。委員より、債務負担行為補正について、大津小学校プレハブ校舎借り上げ

料の金額の根拠は何ですか。また、町内の業者からの聞き取りはありますかと質疑があり、執行部よ

り、プレハブ専門業者からの概算額見積でその額の８０％を計上しておりますと答弁がありました。 

 委員より、プレハブ校舎だけでなく、他のやり方を検討することはできませんか。町内の業者に意

見を聞いてもよいのではないでしょうかと質疑があり、執行部より、大津小学校の分離校開校まで教

室数が不足するため仮設校舎としての利用ですので、プレハブによる借り上げとして検討しました。

この費用の中には、校舎本体のほか必要な備品や分離校開校後の解体撤去費用等も全て含んでいます。

発注方法については、地場企業にも聞いて検討してみたいと思いますと答弁がありました。 

 教育部生涯学習課関係。委員より、武道館西側のフェンスの上部に有刺鉄線がしてあるが、必要な

のですかと質疑があり、執行部より、防犯的な観点で設置してあると思われますが、関係者の意見を

聞いて検討してみたいと思いますと答弁がありました。 

 図書館関係。委員より、登録者数が平成１５年、１６年に比べ１７年度の新規登録者は少なかった

と思います。大津町住民になられた方々に対し、図書館のＰＲをどのように周知されているのですか

と質疑があり、執行部より、現在の図書館利用者の状況は、転入されて来た都市部からの人は利用の

仕方を理解されているようですが、地元に昔から住んでおられる方々は利用が少ないように思えます。

今後は、転入者はもとより、以前から町にお住まいの方にも図書館をＰＲしたいと思います。また、

毎月ブックスタート事業を実施していますが、約３０名程度の中には５名ないし６名は転入者がおら

れます。このような事業の中でも図書館のＰＲを行なっているところですと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第４９号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５０号、平成２１年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について報告します。 

 委員より、出産育児一時金の２５件は予想される数字ですかと質疑があり、執行部より、例年年間

約５０件程度を給付しています。昨年は少し少なかったんですが、半年分として当初の半分の２５件

分を計上していますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第５０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５１号、平成２１年度大津町老人保健特別会計補正予算（第１号）について報告します。 

 執行部より、大津町老人保健特別会計補正予算（第１号）について説明を受け、採決の結果、議案



 141

第５１号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５４号、平成２１年度大津町介護保険特別会計補正予算（第１号）について報告します。 

 委員より、認知症で施設に入れない入院し３カ月たって出なければならないといった相談はありま

せんかと質疑があり、執行部より、認知症だけでなく施設に入れないケースは、施設の建設が進まな

い、認められないためです。町では、認知症の通所施設を１０月に公募する予定であり、また認知症

サポーター養成を進め地域での見守りを進めていきたいと思っておりますと答弁がありました。 

 委員より、解析器を使わなければ調査ができないのですかと質疑があり、執行部より、調査をする

ために自分の筋力を測定することで、介護予防への理解を深めることができるひとつの方法だと考え

ます。県内では大津と山鹿がモデル事業として採択されており、調査を行い、５０％以上の回収を行

い、特定高齢者の把握を進めますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第５４号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第５６号、平成２１年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について報告しま

す。 

 執行部より、大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について説明を受け、採決の結果、

議案第５６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 認定第１号、平成２０年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定について報告します。 

 保険医療課関係。委員より、介護従事者は今後もっと必要となるでしょう。事業のスリム化が必要

ですと質疑があり、執行部より各予防事業もしかりですが、いろいろと展開を図ります。また、６５

歳になられた方を集めて、毎月介護制度の説明を行っています。事業の財源の状況説明、保健師から

基本チェックリストの配布と回収を行い、皆さんの健康が何より必要ですと説明していますと答弁が

ありました。 

 委員より、介護給付費の平成２０年度と２１年度の比較はどうなっていますかと質疑があり、執行

部より、１４億円から１５億円と全体的に上がっていますと答弁がありました。 

 委員より、監査意見書の５ページから７行目に老人福祉費の過年度分は半分が不納欠損、２３ペー

ジ、国保の不納欠損２千３００万円と書かれてあり、これについては何か考えていますかと質疑があ

りました。執行部より、老人福祉費は扶養義務者２名分で、平成１７年入所分でその扶養義務者が行

方不明であり、徴収が不能となっています。今後、平成２３年度には不納欠損が終わる予定です。国

保税は、毎週水曜日に夜間徴収にあたり、特に５月は総務部の課長以上で収納の強化に努めました。

また、３カ月に一度の短期保険証更新時に納税相談しています。この結果、調整交付金のペナルティ

となる現年徴収率９３％をクリアしましたと答弁がありました。 

 老人ホーム関係。委員より、もう２人部屋の時代ではないでしょうと質疑があり、執行部より、現

在３１人の入所人員です。若い方と高齢の方を組み合わせ、緊急時はすぐ知らせてもらえるような配

置として安全を図っています。現在の法律上の施設の基準は、１人部屋で１０.６５平米となっており

ますと答弁がありました。 

 委員より、今後の姿はどう考えていますかと質疑があり、執行部より、昔の法律では措置要件に身
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体が入っていましたが、これがなくなりました。施設の老朽化と共に入所者は減っています。民間で

は一人部屋のよい施設をつくっています。措置をするのでないと困ります。現在民営化を考えており、

建替えの補助金として単県補助があり、１床当たり２４０万円で、用地取得費は対象外、定員５０人

の全個室であれば１億２千万円、ただし、予算の範囲内となりますと答弁がありました。 

 福祉部健康福祉課。委員より、病院群輪番制病院運営事業負担金の額の根拠はどうなっていますか

と質疑があり、執行部より、負担金はかかった費用を集計した金額の人口割りです。人口は平成１７

年の国勢調査の数字を基にしていますと答弁がありました。 

 委員より、民生委員は現在何人ですか、また、民生委員は無報酬だったと思いますが、費用弁償は

どうなっていますかと質疑があり、執行部より、民生委員・児童委員が４４名、主任児童委員が３名

です、また、民生委員法第１０条で民生委員には、給与を支給しないものと定められておりますが、

費用弁償につきましては町から民生委員児童委員協議会への補助金に含まれていますと答弁がありま

した。 

 委員より、おおつかの郷の老人保健施設建設事業貸付金返還金は何年までですかと質疑があり、執

行部より、平成８年から平成２２年までですと答弁がありました。 

 子育て支援課関係。委員より、障害児保育事業について、国や県の補助金はないのですかと質疑が

あり、執行部より、平成１９年度までは補助制度がありましたが、２０年度からは交付税に参入され

たことにより、すべて町の一般財源で事業を支援していますと答弁がありました。 

 委員より、地域子育て支援拠点事業のセンター型とひろば型の違いを教えてくださいと質疑があり、

執行部より、センター型とは地域に出向いて専門的支援を行う事業で、ひろば型とはそこを拠点とし

て週５日以上の事業を行うものです。双方とも、親子の交流の場の提供や相談事業については共通に

行うことになっていますと答弁がありました。 

 委員より、保育園への入園を待機されている人はどのようにされているのですかと質疑があり、執

行部より、育児休暇を取られたり、一時保育や子育てサポートの預かり保育を利用してもらっている

ようですと答弁がありました。 

 教育部学校教育課関係。委員より、奨学金の金額は少なくはありませんか、妥当な金額になってい

ますかと質疑があり、執行部より、例えば県の育英資金については、町の奨学資金より５千円多い額

となっています。また、他の奨学金との併用は、将来返済する場合、多重債務にもなりますのででき

ないこととしています、金額については、授業料等の状況確認をして検討しますと答弁がありました。 

 委員より、年次計画でパソコンの購入をされているが、本年７月の補正により購入されるパソコン

により年次計画は終わるということですか。また、パソコンリース料についてはどうなっているので

すかと質疑があり、執行部より、年次計画で導入いたしました７月の補正予算により一括導入します

ので、購入については終わることになります。なお、現在リースしております児童生徒の情報教育用

パソコンについては長期契約をしていますので、契約の終了期間まで継続することになりますと答弁

がありました。 

 教育部生涯学習課関係。委員より、生涯学習センターの周辺の駐車場の管理については、無断駐車
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が多いようですが、どのような方針をもっておられますかと質疑があり、執行部より、踏切北側の駐

車場については、車止め等の設置により生涯学習センター利用以外の駐車を防止します。墓周辺の放

置自動車等長期の無断駐車については、使用者と移動するよう交渉しておりますと答弁がありました。 

 教育部学校教育課学校給食センター関係。委員より、給食費の１食当たりの単価はいくらですかと

質疑があり、執行部より、幼稚園２２９円、小学校２３１円、中学校２６０円ですと答弁がありまし

た。委員より給食費だけでなく一般会計を合わせると１食当たりの単価はいくらになるのですかと質

疑があり、執行部より、一般会計決算額１億３千９７５万９千９４円÷年間回数１８６回÷３千６５

３人で、２０５円となり、幼稚園４３４円、小学校４３６円、中学校４６５円になりますと答弁があ

りました。 

 委員より、平成２０年度の給食費の繰越額が多いと聞いているがいくらですか。繰越金については

どのようにするのですかと質疑があり、執行部より、平成２０年度繰越額は、１千２３１万２千３１

０円です。繰越金については、昨年度の実績と今年度の上半期の物価変動を考慮しながら１０月に開

催されます給食運営委員会で再度検討しますと答弁がありました。 

 教育部図書館関係。委員より、歳入の図書館使用料で、陶芸教室の使用料については建物自体を貸

出しているのですかと質疑があり、執行部より、管理は図書館が行なっており、大津町図書館条例に

基づき施設使用料としていただいています。毎月利用はあっていますと答弁がありました。 

 採決の結果、認定第１号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第２号、平成２０年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について報告します。 

 委員より、医療費の単価は上がっているのですかと質疑があり、執行部より、新薬の開発や医療技

術の進歩等で上がっていますと答弁がありました。 

 委員より、医療費については公表しているのですかと質疑があり、執行部より、町の医療費につい

ては広報や福祉まつりの展示等で公表しています。また、被保険者には、年１回、１年間の個人の医

療費について通知していますと答弁がありました。 

 委員より、目標値に向けての取組はどうなっているのですかと質疑があり、執行部より平成２０年

度の特定保健指導の実施率が２０.３％、平成２１年度は現在３２.８％で上がってきています。動機

付け支援は初回面接と６カ月後の面接ですので受けられますが、積極的支援は面接と数回の指導を受

けなければならないので、受ける人が少ない状況ですと答弁がありました。 

 採決の結果、認定第２号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第３号、平成２０年度大津町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について報告します。 

 執行部より、大津町老人保健特別会計歳入歳出決算の説明を受け、採決の結果、認定第３号は、全

員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第６号、平成２０年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について報告します。 

 委員より、今後募集する地域密着型の認知症通所介護の施設は需要があるのですかと質疑があり、

執行部より、高齢者数や介護認定者数の推移から認知症の通所施設の需要があると見込んでおり、２

施設を募集する予定ですと答弁がありました。 
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 委員より、住宅改修費の補助は利用者が喜んでいらっしゃる。今後も額は増えると思いますかと質

疑があり、執行部より、住宅改修については入所施設が定員いっぱいということもあり、高齢化によ

る要介護者が増えていますので、住宅改修は今後も増えると見込まれますと答弁がありました。 

 採決の結果、認定第６号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 認定第８号、平成２０年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について報告します。 

 委員より、年金天引きについては、平成２１年度はどうなるのでしょうかと質疑があり、執行部よ

り、年金天引きを原則としますが、希望されれば口座振替も選択できます。納付書による納付はでき

ませんと答弁がありました。 

 委員より、国民健康保険は資格証・短期証を発行していますが、後期高齢はどうなっているのでしょ

うかと質疑があり、執行部より、平成２１年度は滞納者にも３カ月の短期証を交付しています。資格

証は出していません。全額滞納者は４名、未納者は２２名ですが、短期証を渡していますと答弁があ

りました。 

 採決の結果、認定第８号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 請願第１号、教育予算の拡充を求める意見書（案）の提出を求める請願について報告します。 

 委員より、政権交代があっているので、少し時間を置いて国の状況を見た方がよいのではないでしょ

うか。要望が広範囲すぎて説得力に欠けると思いますと意見があり、委員より、国庫負担が２分の１

から３分の１に縮小されたのを元に復元してほしいとのことです。先生たちが子どもと向き合う時間

を確保したいとの要望だそうですと意見がありました。 

 採決の結果、請願第１号は賛成多数で継続審議とすべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は、以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり

賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩します。１１時１５分から開会します。 

午前１１時０４分 休憩 

                    △ 

午前１１時１５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務常任委員長手嶋靖君。 

○総務常任委員長（手嶋靖君） ただいまから、総務常任委員会委員長報告を行います。 

 総務常任委員会に付託されました案件については、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し

上げます。今定例会で本委員会に付託されました案件は、議案第４８号、議案第４９号関連、認定第

１号関連の３件であります。本委員会審議に先だって、９日と１０日に関係する１４カ所の現地調査

を行い、１１日、１４日にかけて委員会Ａ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、

その審議の経過、概要と結果を要約してご報告申し上げます。 

 議案第４８号、公有財産の使用について。総務部総務課関係では、委員より、分収造林契約書第３

条について、広葉樹を植栽予定してありますが、その種類は何ですか。また、熊本市の管理とあるが、
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間伐や下刈りも含むのですかとの質疑に対して、執行部より、商業観光課が熊本市と協議しながら決

定します。現在、近隣で植林している山桜などその他の樹種も同様なものになるかと思います。間伐

等の管理は、熊本市が行いますとの答弁がありました。 

 委員より、分収の方法はどうなっていますかとの質疑があり、執行部より熊本市の担当者との協議

では、木の実やキノコ類の林産物を上げていますが、実際は保険を掛けるまでの火災や水害の際の保

険金を熊本市と分けることになりますとの答弁がありました。 

 委員より、観光目的や水源涵養をしているというＰＲ用が必要と思いますが、看板等を設置する計

画はありますかとの質疑があり、執行部より、水源涵養として啓発は大切なことです。熊本市に確認

しながら要望しますとの答弁がありました。 

 委員より、現在原野に樹木があるが、その所有や分配方法など契約してありますが、またどのよう

に確認するのですかとの質疑に対して、執行部より、今後植林される樹種はわかります。ただ、現時

点の樹種はそのまま活用されますので、お互い相談して検討していきたいと思いますとの答弁があり

ました。 

 採決の結果、議案第４８号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第４９号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）についてです。総務部総務課関係

では、委員より、入札情報システム関連で入札に関することが地元と町外業者の割合はどれぐらいか。

また町内発注の落札率についても努力をしていただくことや、地元の雇用の面でも大変大切と思うも

ので、町内業者も頑張って指導して下さいとの質疑に対し、執行部より、地元と町外業者の割合は出

しておりませんが、平成２０年度は２２９件の入札を行っており、土木関係など町ランクにより地元

でできるものは地元業者へ入札参加していただきたいと思います。そのほか、町内で調達が困難な機

械設備等の大きな入札関係は、町外業者に依頼しており、今後頑張っていただきたいと思いますとの

答弁がありました。 

 委員より、男女共同参画推進費で臨時職員について計上してあるが、賃金、単価はいくらですか。

臨時職員の賃金は全国的に見てどうかとの質疑があり、執行部より、熊本県は全般的に安い賃金だと

言われていますが、今回臨時職員の賃金は大津町ほかの臨時職員と同様１時間当たり７２０円として

いますとの答弁がありました。 

 総務部税務課関係では、委員より、昨今不況の影響で徴税の収納状況はどうか。昨年からの比率は

どうなっているのか。滞納している人には差し押さえをとかもあるが、本当に払えない人には血の通っ

た対応をお願いしたいとの質疑ありました。執行部より、町民税の固定資産税の収納率については、

昨年よりも若干いいようですが、国民健康保険税についてはリストラ等で国民健康保険の加入者が増

えており、昨年に比べて悪くなっていますので、早めに分納等の相談を進めていきたいと思っていま

すとの答弁がありました。 

 企画部企画課関係では、委員より統計調査の調査員は何人かとの質疑に対して、執行部より経済セ

ンサス調査が１５人、全国消費者実態調査が２人ですという答弁がありました。 

 委員より、住民が利用しやすい公共交通の整備をすべきではないかとの質疑がありました。執行部
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より、昨年度の地域公共交通会議を立ち上げています。今年度中の公共交通基本計画の策定に向けて

調査を進めています。その中で、交通弱者と言われるお年寄りや運転免許をお持ちでない方の交通手

段の確保やバス路線のあり方についても検討することになっています。９月の中旬には、町内路線バ

スの事業者へのアンケート調査なども行っていますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第４９号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 認定第１号、平成２０年度大津町一般会計決算認定についてです。 

 議会関係につきましては、質疑はありませんでした。 

 総務部総務課関係については、委員より、阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金があるが、空

港の駐車場が警察の整備により大変よくなった。その反面、送迎で空港に来た人は必ず駐車場に車を

入れねばならなくなったが、駐車料金を取られる。利益を上げている空港などで、少しの時間の駐車

料金を取るべきではないと思うので、協議会で取り上げていただきたいとの質疑がありました。執行

部より、緊急雇用で警察の指導により駐車帯への駐車指導が厳しくなっています。ただ送迎のことや

高齢者、障害者などの利用はスムーズになり、すっきりとしているとのよい評判もありますが、利用

しにくくなったとの意見もあるようです。空港の駐車場、進入路や駐車場の整備も検討されています。

今後、協議会改善ができないか、意見を要望していきたいと思いますとの答弁がありました。 

 委員より、生活線維持補助金について４千３００万円の補助を出し、乗合タクシー補助も支出され

ているが、路線の費用対効果だけでの対応だけでは、この費用でほかの方法や巡回バスなどの導入な

どの見直し、検討をしてみたことはありませんかとの質疑があり、執行部より、桜丘線の廃止や高森

線の見直しなどを進めていたところです。近隣の合志市では、１００円で乗車し、公共施設を中心に

巡回しているようです。路線も３路線あり、１千万円程度の費用だそうです。大津町では、町内巡回

の場所も多く、現在、乗合タクシーの本数を増便するなどで対応しているところです。なお、現在企

画課で地域公共交通会議による町の公共交通について調査やアンケート並びに推進会議を開催し、３

月までにある程度の方向性が出るように進めているところですとの答弁がありました。 

 委員より、裁判員制度で抽出方法はどうなっているのですかとの質疑があり、執行部より、裁判員

の候補者は２０年度４８人が割り当てされ、選挙順名簿に登載されて有権者をコンピュータで抽出す

するシステムがあります。抽出された皆さんは１年間登録され、その中から裁判事例により、さらに

整理され、候補者になります。１回候補者になり裁判員になった方は、５年間は対象外となります。

２１年度は６６人の割り当てとなっていますとの答弁でした。 

 委員より、交通安全施設の工事請負費の形状の中で、要望状況はどうなっていますか。その対応は

どうされていますかとの質疑に対して、執行部より、要望・現地調査を行い入札で実施します。残額

も入札残となって出てまいりますとの答弁がありました。 

 委員より、外灯補助金の地元負担金はどのくらいになりますかとの質疑があり、執行部より、外灯

補助金は町補助が３分の２以内、限度額が３万円です。地元負担は新しい支柱を設置する場合に２万

５千円程度で、電柱に取付であれば５、６千円程度の負担となりますとの答弁がありました。 

 委員より、消防団員の確保は大丈夫ですか。団員等もボランティア的な活動ですし、報酬額等は近



 147

隣の市・町と比べてどうなっていますかとの質疑があり、執行部より、消防団員の確保については、

各分団も苦労しているところです。皆さんに協力していただき、６３０人を確保している状況です。

報酬額は近隣の市・町と同額で対応させていただいておりますとの答弁がありました。 

 総務部税務課関係では、委員より、徴収率は９６.７６％ということだが、未収金は督促などで徴収

するのかとの質問がありました。執行部より、収入未済額を２億１千万円が繰り越しとなります。頑

張って徴収に回りますが、時効などで消滅する不納欠損額が２０年度で１８００万円ほどになります

との答弁がありました。 

 委員より、各種税に保育料、介護保険料など全部加えると未収入額といくらになるのかとの質疑に

対して、執行部より、ほかの収入未済額は把握しておりませんが、徴税収入未済額が２億１千万円、

国保税が１億６千万円ほどとなっていますとの答弁がありました。 

 委員より、職務権限で通帳預金も差し押さえできるのかとの質疑がありました。執行部より、預貯

金調査をして差し押さえを行っています。年間５千件か６千件、預貯金調査を行っています。また徴

収につきましては、日々努力をして行っているところですが、徴収体制では平成２０年度は国保税の

徴収率が９３％を確保できないかもしれないという時期もありましたので、総務部の課長も徴収に回

りまして、平成２１年度はこれに加えて各部長も徴収に回っていただくことにしておりますとの答弁

がありました。 

 総務住民課関係では、委員より、町営住宅入居の基準と単身入居者はどうなっていますかとの質疑

があり、執行部より、入居者審査会を年に２回以上実施しており、入居基準については町内に住所を

有する、勤務している方で所得要件等、同居しようとする親族があることなどがあります。単身入居

については、部屋数などから西嶽住宅と北出口団地を単身入居できる住宅として募集していますとの

答弁がありました。 

 委員より、八代市で重複戸籍が発覚したが、当町はどうか。住宅の入居保証人か、または一番高額

な滞納者はどのくらいかとの質疑があり、執行部より、当町では重複戸籍などはありません。入居の

際は２名の連帯保証人を求めている。高額な滞納者は、滞納額１００万円を超える状況の方が以前訴

訟したが、小さな子がいるため退去ができなかった所帯ですとの答弁がありました。 

 委員より、連帯保証人に求める場合は、早期にしないと役場の怠慢とも取りかねない。滞納者に対

して一般の入居者の不平不満の声があるとの質疑に対して、執行部より、連帯保証人には３カ月滞納

時点で連絡を行って、今後即決和解など法的な手段の検討をし、滞納整理に努めますとの答弁があり

ました。 

 総務部人権推進課では、委員より、人権対策費の補助金、団体活動助成金で団体の事業内容と領収

書などは添付されているか。また、自主財源はいくらかとの質疑があり、執行部より、団体（部落解

放大津支部）では、町の人権施策とも協働いただきながら、あらゆる人権に関する活動を補完する役

割として活動していただいています。補助金の領収書などについては、毎年監査委員の監査を受けら

れており、適切に処理されているものと思います。今後も、町の補助金交付要綱に沿った指導をして

いきたいと思います。また、団体の自主財源は６５万９千円となっていますとの答弁でありました。 
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 委員より、人権対策費報償費についてどんな講師に依頼したかとの質疑に対して、執行部より、講

師の選定については人権に関わる人の中から幅広くお願いしています。最近では、地元優先で考えて

います。平成２０年度は町在住、中沢堅司さんの音楽をお願いしました。また、一昨年はエアロビッ

ク選手大村詠一さんに応援してもらうなど、地元の人を優先してお願いしてまいりましたとの答弁で

した。 

 企画部企画課関係では、委員より、税収が落ち込むなど厳しい状況だが、事業の費用対効果の面な

どから現在の行政運営の状況についてどの程度の評価をしているのかとの質疑がありました。執行部

より、普通交付税の不交付団体から交付団体に変わったことなど、その反動は２１年度に出てくると

思われます。税収も大幅に落ち込んでいますが、このような状況こそチャンスであるとも言えます。

補助金の適正化などいろいろな削減に取り組まなければならない面もありますが、住民の方にあまり

しわ寄せが来ないように住民サービスの維持向上には職員もしっかりと努めていかなければならない

と考えています。また、行政評価については、振興総合計画等評価委員会による外部評価も行ってい

ますが、基本的に町の行財政運営については住民の方に評価していただくものと考えていますとの答

弁でした。 

 委員より、定額給付金の未申請者はどのくらい残っているのか。また、最終的に残った未申請者分

の給付金は、町がもらえるのかとの質疑があり、執行部より、現在３３０件程度です。１１月１日が

申請期限ですので、既に２回ほど未申請者に対して申請していただくよう通知を出しております。２

回目を先々週に出したところ、先週は５０件ほど、それから本日は２０件ぐらい申請があっておりま

す。あくまでも国からもらえるのは実際に申請があって給付した実績の分だけになりますとの答弁が

ありました。 

 委員より、昨年度の地域通貨制度の登録者は８６３名ということだが、そのうち実際に地域通貨の

交換を申請した人はどれぐらいいるのか。また、貯まったポイントは翌年度に持ち越すことはできる

のかとの質疑に対して、執行部より、登録者のうち交換や寄附の申請をした方は２１８人です。なお、

未申請者は翌年度に繰り越すことはできませんが、地域の通過への交換申請がなかった方も、自分が

活動した記録を活動報告書に残すことになるかと思いますとの答弁でした。 

 企画部企業誘致課関係について。委員より、補助金の控除と振興奨励補助金の内訳はどうなってい

ますかとの質疑に対して、執行部より、大津町工場等振興奨励補助金交付要綱では、用地取得補助金

に取得価格の２０％（限度額が２億円）、また施設整備補助金は投下固定資産総額の１０％（これは限

度額の５千万円内）を助成しています。大津南部工業団地の用地の（株）マルエに係る補助金は、用

地取得補助金が４千２３２万５千円、施設整備補助金が限度額の５千万円で、合計９千２３２万５千

円を補助しました。また、同じく大津南部工場団地の（株）アムドに係る補助金は、用地取得補助金

が１千７７５万８千円、施設整備補助金が２千１９万３千円で、合計３千７９５万１千円を補助しま

したとの答弁がありました。 

 委員より、大津町で工業用地の開発計画はありますかとの質疑があり、執行部より、現在大津町で

は計画はありませんが、最近、県が工業団地の調査で市町村に１００ヘクタール程度のまとまった工
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業団地用地の調査があり、大津町も２カ所の報告をしました。県全体では、１１カ所の報告があった

ようですが、今後県としてはコンサルに委託し、すべての候補地の調査をして選定業務を行い決定し

ていくようであります。しかし、県の予算関係で実現するか否かは未定だそうですとの答弁がありま

した。 

 会計課関係で、委員より、基金の預金先はいくつか。また構成比率はどうなっているのか。経営規

模の小さい金融機関はどうしているのかとの質疑があり、執行部より、町内は肥後銀行、ＪＡ菊池、

ファミリー、第一信用金庫、信用組合の５行です。借入起債額の相殺を基準にしているので、起債借

入金残高の割合に従い預金している。残高の多い肥後銀行が４４％、ＪＡが２６％、第一信用金庫が

１７％、ファミリーが９％、信用組合が４％です。利益の少ない金融機関にも中小企業経営対策のた

めに配慮していますとの答弁がありました。 

 採決の結果、認定第１号は、全員賛成で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、総務常任委員長の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、各常任委員長の審査報告は終わりました。 

 これから、各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 経済建設常任委員会委員長に対して、第４９号に対して質疑をいたします。

４９号の補正予算でありますが、６１５の農業構造改善事業費、この中で総合交流ターミナルの件で

ありますが、審議の内容というのを説明されましたが、もう一つ深く聞きたいところが、この備品購

入費というのが町が持つべきか、それとも指定管理者側が持つべきかという点でありますが、委員長

の報告の中に３０万円という線引きをしてあると、３０万円以下と以上という形で町と指定管理者側

を選り分けるという話であったかと思います。この説明書の中によりますと、冷蔵庫と給湯器であり

ますが、５８万３千円と３２万９千円、この額が妥当であるかということがポイントになってくると

思います。冷蔵庫が３０万円以下のものはないのか。例えば、その給湯器も３２万９千円ということ

でありますから、二十数万円とか、十数万円ので事足りはしないかということがポイントになると思

われますので、この点について審議の内容をお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済建設常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） 今の部分ですが、これですね、我々委員会で協定書をですね、

配付していただいて、それをもらったわけですけれども、その中で見まして妥当だというふうなこと

を執行部の方から説明を受けまして、それで納得しました。あれだったら、配付しましょうか。協定

書、いいですか。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、平成２０年度の大津町の各会計の決算の認定について、認定に反対の
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立場から討論を行います。 

 最初に、認定第１号の２０年度の一般会計決算であります。ご承知のとおり、決算によって、それ

による効果というのは、常に予算が執行された、このことに対して結果を検討し、反省点や改善事項

を指摘して、以後の行政やあるいは財政運営の改善に役立てるという目的がございます。私は、その

立場に立って討論を行いたいと思います。一般会計について、毎年指摘をしておりますが、とりわけ

人権関係の決算の内容でありますが、人権が、すべての人の人権が保障をされることは、これはまさ

に当然のことであります。同時に、人々に対して人権が大切だと、そのように語る人たちは人一倍自

ら襟を正さなければ、その説得力はないと言わざるを得ないと思います。そこで、この人権に関する

補助金でありますが、部落解放同盟に対して３８６万円支出がなされております。既に同和対策の特

別法が終了してかなりの年数が経っておりますが、相変わらずこういう事業を続けていけば、特定の

地域がそういうかつての同和対策の地域として事実上これが残っていくわけです。このことは、いわ

ゆる同和対策の解消に逆行するものであると私は考えます。つまり、人権の対策にとっては逆効果で

あると思うわけです。特に、補助金がですね、個人的な懐に支給をされるようなものについては、即

刻改めるべきだと。少なくとも、同和対策の特別法が終了しているわけですから、期限を切って、目

標を持って、こうした特別扱いをいつまでに止めると、こういう方針が必要かと思います。また、成

果報告書には、こうしたかつての差別事例とよく言われておりましたが、全くそういう記載はござい

ません。ということは、ないということです。それから、人権同和教育推進協議会に１２０万円、そ

して学校人権教育研究会、いわゆる教育委員会所管であります。こちらが２５０万円。補助団体に対

する監査委員さんの指摘がなされておりますが、この人権教育研究会ですね、旅費の算出方法の透明

性確保、算出基礎、こういうものを添付すべきであると指摘がなされております。また、毎年この予

算の半分近くを解放に向けて、あるいは解放、冊子の印刷製本代に充てられております。ずっとこう

いうことが続けられているわけであります。補助金についてのこの成果表でありますが、補助の意図

目的でいえば、同和問題を人権擁護の主要な柱に据えると。もうこんな時代錯誤のようなことはです

ね、もうやめるべきであると。もともと学校の教職員がかつて大変経済的にも大変な状況におかれて

いた時代に、教職員が本来は自主的に始めたこういう人権教育だと思います。過去にその成果が上がっ

たことは私は否定をいたしませんが、今の時代にですね、同和問題だけを人権擁護の主要な柱に据え

ると、まさに時代錯誤だと言わなければならないと思います。またこの研究会は、町の教職員が確か

会員であります。以前質疑したときは、全員がこれに入っていると言われておりますが、今後の方針

にも示されておりますが、人権感覚を持った教職員の育成と、教職員が人権感覚を持つことは当然の

業務上必要なことであります。ですから、百歩譲ってもですね、なぜ補助金でその教職員が基本的に

身に付けなければならない資格をですね、なぜ補助金でやっているのか。ここにまさに矛盾があるわ

けであります。人権は、すべての、特に教職員ですから、児童生徒のために活用されるべきである。

また、教職員も非常に多忙だと言われております。こういう事業に補助金を出して延々と続けるとい

うことは、教職員の負担にも私はつながっている。本来、子どもたちと向き合うべき時間まで影響を

及ぼしているのではなかろうかと思うものです。そういう意味で、まさに人権対策には、その目的に



 151

は沿わない補助金であると思います。 

 また、地方自治法は地方自治体の仕事は住民の福祉の充実を進めるとしております。そういう中で、

例えば保育所の整備でありますが、相変わらず保育の入所は定員、本当にぎりぎりの状況です。定員

の２５％を割増して、水増しをして、やっとなんとか町民のニーズに応えていく状況です。これは裏

を返せば、小さい子どもたちの人権、もともと子どもたちの基準面積が狭いわけですから、それにま

た２５％子どもたちがぎゅうぎゅう詰めにされてしまうという意味で、子どもの人権にこそ真剣に対

応して、保育所の整備がもっともっと定員割増でなくても対応できるような予算措置が必要かと思い

ます。 

 また、昨年度の決算でありますから、去年の暮れから問題が持ち上がりました大津中学校と大津幼

稚園の間に民間の開発道路を通そうとした事件がございましたが、これは既にまちづくり基本条例に

反したということで答弁がなされておりますが、私は今朝も行ってみましたが、幼稚園のあの正門前

の安全対策は全く手が付けられておりません。今年度の予算にもそのことが反映がなされていないと

いうことで、この点を指摘して、来年度の政策にぜひこの問題は反映をするべきだと思うわけです。 

 また、学校教育の教育環境の改善も、このとき問題となりましたが、今年は各学校に経済対策で緊

急雇用の人たちが草刈りやら学校の整備やらで非常に学校側から喜ばれているそうですが、これは恒

常的な対策としては保障がなされていないということを指摘しておきたいと思います。 

 最後に、法人税の大幅な落ち込みと、昨年度から始まりました、監査委員の人たちの指摘にもござ

いますが、実質公債費比率が１２.８、もうやがて１３％になろうとしております。この実質公債費比

率は、新たな計算方法となっておりますが、一般会計だけではなく特別会計などの借金も連結をして

計算をされる。１８％が要注意だと言われておりますが、新年度に向けてこうした税収が回復をしな

いことが見込まれる中、不要不急の公共事業などの見直しが求められているのではなかろうかと指摘

をしておきたいと思います。 

 次に、認定第２号は、国民健康保険特別会計の認定ですが、本会議でも短期保険証、あるいは特に

資格証明書のことが委員長の報告でも出されておりましたが、人の命に関わる問題で保険証を渡さな

い、金のあるなしで命が失われるかもしれないということは、絶対避けなければならない問題だと思

いますので、この決算認定に反対をいたします。 

 認定第６号の介護保険特別会計でありますが、この制度は、私は制度そのものが欠陥であると考え

ます。老人の数が増えれば増えるほど負担が増えていく、自動的に増えていく。一方で、これまで介

護保険料が見直しのたびに値上げをされてまいりましたが、介護のサービスは後退をするという、ま

さに当初のうたい文句に逆行する制度だ、欠陥の制度だと考えます。 

 最後に、第８号ですね、後期後継者医療保険特別会計でありますが、今度政権が変わってこの後期

高齢者医療が廃止の方向が打ちだされております。７５歳を過ぎて、先ほど委員長の報告でもこの会

計で滞納された方に短期の保険証をお渡しして指導をしていると、何という冷たい、制度そのものが

ひどい制度だと思うわけです。この現代の姥捨て山制度は廃止をしない限り解決をしない、こういう

立場から反対をするものであります。 
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 以上で、討論を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論はありませんか。金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 私は、認定第１号について、賛成の立場で討論を行っていきたいと思います。

とりわけ同和問題についてですが、さっきの本会議初日の質疑の中で、町側から答弁があっておりま

す。その中身として、部落差別をはじめ様々な人権に関する問題が存在する中、行政が担当する教育

啓発活動とそれを補完するような団体に対しては助成は必要だと考えております。運動団体して、周

辺地域との交流や今年度人権推進課と合流しました町人権啓発福祉センター活動とも連携した町の取

り組み、地域の活動などに積極的に関わり、人権のまちづくりにも取り組まれていますという答弁が

なされております。先ほど学校の先生の人権意識についてもお話があったわけですけれども、とぎす

まされた人権意識は、常に学習が必要だと私は考えております。そういう意味で、学校の先生も人権

意識というのは常に磨いていくという、そういう中で常に学習をされているというふうに感じており

ます。私は、この南杉水人権のまちづくり協議会の構成メンバーとして、今現在も活動をしているわ

けですが、運動体は今、人権のまちづくりに周囲の住民の皆さんとともに重要な役割を担っておられ

ます。大変貴重な役割です。人と人との豊かな関係の構築、そしてその関係を構築しようとするとき

に阻害するもの、例えば高齢者の孤独や障害者の引きこもり、あるいは差別という問題に対して具体

的に解決する能力を地域で確立していく、そのことが人権のまちづくりだというふうに定義づけられ

て、その運動を運動体が牽引していく役割を担っているというふうに考えています。また行動費の問

題ですが、以前は地域の実態として日雇い等といった方が多かった。そういう意味で日当を払ってき

たという経緯があるのではないかと思います。現在はもちろん、そういう人ばかりではございません。

そういう状況をつくったのも解放運動の成果だと私自身は捉えているところです。しかし、解放運動

を担っている皆さんは、未だに高齢者であれば無年金者、若者であれば派遣労働者、そして今日のこ

の経済状況の中で、ご承知のように、現在派遣切りにあっている若者がいます。また、職場を解雇さ

れ、明日の生活に不安を感じ、土地の処分の相談をされている方も実際におられます。こういう状況

ですけれども、いやこういう状況だからこそ、解放運動だけはやり抜くという意気込みで現在人権の

まちづくりに関わっておられます。そういった現実を考えた場合、行動費の問題ですが、確かになく

すべきだという一般的な意味ではわからないでもありません。そこで、現実的な選択として、今後も

運動体と協議をしていくという町の姿勢は理解できるものがあると思います。町長もこの南杉水の人

権のまちづくりを北部地区、ひいては大津町全体に広げていきたいというお考えのようです。 

 私は、そういう意味で、認定第１号について賛成という立場で討論を行いました。議員各位の賛同

をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 私は、議案第４９号に対して、反対の立場を表明するものでございます。 

 先ほど委員長に対して質疑を行いましたが、２０年度は改選前ですけれども、私もこの経済建設委

員会に在籍しておりました。そこでこの指定管理者の導入について、あらゆる疑義を述べてきたわけ

でありますが、この指定管理者制度の難しさが今回露呈したのではないかなと。これは、改善の余地



 153

があるなという感じがいたしました。と申しますのも、その契約の中には、考えられるありとあらゆ

るものを詰め込みましたというふうな説明を受けてきたのでありますが、今回の委員長の報告をお聞

きしまして、質疑による理解の中では、例えば冷蔵庫と給湯器、こういったものの妥当な額、競争入

札をしてこれだけの額が出たのか。例えば、３０万円という線引きをつけるのならば、２９万円しか

しないものをわざと高いものを持ってきて３０万円以上にして町の責任ですよという、請求をする可

能性も出てくるわけでございます。ですから、やっぱりこの備品購入という点については、この契約

書というのは、もう既に取り交わしたものかもしれませんが、かなりの改善点があるのではないかな

と思います。２０年度の決算書を見ましても、この農業構造改善事業費としまして、総合交流ターミ

ナルには２００万円程度の工事請負費が発生しておるということであります。これからこういった備

品購入の名の下に３０万円以上の様々な備品が出てくる可能性もあると考えるからであります。この

備品購入あたりは、請け負った指定管理者側がやはりするべきではないかと。やはり、どうしても安

く見積もっても１００万円は下らないとか、今の１００万円というのは一つの例ですが、それとかそ

ういった備品ではあるけれども、経営にかなりの悪影響を与えてしまうというような額のもの、そう

いったものは町で持つべきかもしれません。ですから、この３０万円と線引きして、この冷蔵庫と給

湯器は妥当な額であったという説明におきましても、私はそれを信憑性のある何らかの資料も持って

おりませんので、この３０万円という線引き自体、もうおかしいのではないかと、そういうふうに考

えます。ですから、今後この契約は確か３年間だったと思いますが、契約の不遡及というものがある

かどうかしりませんが、前に戻って契約を改善するというのは難しいかもしれませんが、やはりこれ

は改善していかなければ、町の持ち出しはどんどん増えてしまうと、そういうふうに考えます。です

から、この議案第４９号に対しては、私は反対の立場を表明するものであります。 

 議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 しばらく休憩いたします。午後１時１０分から始めます。 

午後０時０８分 休憩 

                    △ 

午後１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから採決を行います。 

 まず、議案第４１号、大津町子育て・健診センター条例の制定についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４１号は委員長の報告のとおり可決さ
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れました。 

 次に、議案第４２号、大津町立診療所の設置等に関する条例の制定についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４３号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は

可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４４号から議案第４６号までの３件を一括して採決します。この採決は、簡易表決に

よって行います。お諮りします。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４４号から議案第４６号までの

３件は、委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４７号、大津町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４８号、公有財産の使用についてを採決します。この採決は起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立を願

います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第４８号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第４９号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第３号）についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 
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○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第４９号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第５０号、平成２１年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてを採

決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告

のとおり決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５０号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第５１号から議案第５３号までの３件を一括して採決します。この採決は、簡易表決に

よって行います。お諮りします。各議案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５１号から議案第５３号までの

３件は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第５４号から議案第５６号までの３件を一括して採決します。この採決は、簡易表決に

よって行います。お諮りします。各議案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５４号から議案第５６号までの

３件は、各委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、認定第１号、平成２０年度大津町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。この

採決は起立によって行います。この決算に対する各委員長の報告は認定するものです。各委員長の報

告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第１号は各委員長の報告のとおり認定す

ることに決定いたしました。 

 次に、認定第２号、平成２０年度大津町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第２号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第３号、平成２０年度大津町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員長

の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 
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〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第３号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第４号及び認定第５号の２件を一括して採決します。この採決は、簡易表決によって行

います。この各特別会計の決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員長の報告のとおり認

定することにご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、認定第４号及び認定第５号の２件は、

委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 

 次に、認定第６号、成２０年度大津町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。

この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員長の報

告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第６号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第７号、平成２０年度大津町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第７号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第８号、平成２０年度大津町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採

決します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。

委員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、認定第８号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 

 次に、認定第９号、平成２０年度大津町工業用水道事業会計決算の認定についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委員長の報告

のとおり認定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第９号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定いたしました。 
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日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３、委員会の閉会中の継続審査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査をすることに決定しました。 

 

日程第４ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定しました。 

 

日程第５ 議案第５７号 町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）請負契約の締結

について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、議案第５７号、町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）

請負契約の締結についてを議題とします。お諮りします。議案第５７号は、会議規則第３９条第２項

の規定によって、委員会付託を省略し、会議を審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第５７号は、委員会付託を省略す

ることに決定しました。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。本定例会に追加提案申し上げます前に、案件の説明の

前に、一言お礼を申し上げます。本定例会にご提案申し上げました全ての案件につきまして、ご議決・

ご認定をいただき、誠にありがとうございました。議員の皆様のご意見、謙虚に承らせていただきま

す。今後もご指導とご助言をよろしくお願い申し上げます。 

 早速、議案第５７号の町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）請負契約の締結についてで

ございますが、この物件は７月２９日に条件付一般競争入札の公告を行い、９月８日に入札を実施い

たしました。入札の結果、（株）荒牧組・益田産業（株）・（有）岩下建設建設工事共同企業体、代表者
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熊本県菊池郡大津町大字外牧３３９番地、株式会社荒牧組、代表取締役荒牧鉄矢様と８千７１５万円

で工事請負契約を締結したいと思うものでございます。議案第５７号につきましては、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条に定める予定価格５千万円以上の工事請

負契約でございますので、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、議案につきまして、提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議のうえ、ご議決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。なお、所管部長をして詳細説明を申し上げさせますので、よろしく

お願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 議案第５７号、町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）請負契約

の締結についてご説明を申し上げます。平成１２年に入札の適正化と公共工事に対する国民の信頼を

確保すべく公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行されましたが、大津町におい

ても昨年、平成２０年７月から予定価格５千万円以上の建設工事については、一般競争入札を適用し

ているところです。昨今、国・地方自治体の建設事業費縮小により、建設業界を取り巻く環境が厳し

さを増しております。建設業者の受注機会が減少する中、今回のような比較的大規模な工事について

は、資金負担の軽減、危険負担の分散また技術力の強化等を考慮しながら請負業者の受注機会の拡大

を図るため、特定建設共同企業体方式を採用しております。特定建設工事共同企業体につきましては、

以前は構成員となり得る建設業者をあらかじめ指名する予備指名という手法を取っておりましたが、

より透明性のある事務手続きを確保するため、平成６年、国は諸外国の状況を踏まえ、予備指名制度

を廃止、自主結成方式を採用しており、大津町においても、昨年、大津町特定建設工事共同企業体事

務取扱規程を改正、予備指名を町では廃止し、特定建設工事共同企業体の編成は自主結成方式による

ことといたしております。 

 それでは、議案の内容について説明をさせていただきます。議案集の２ページと説明資料は１ペー

ジをお願いいたします。この工事は、町道本田技研南通線と国道３２５号を４車線で接続するための

道路改良工事であり、建設工事の種類としては土木一式工事となり、町内業者での施工が可能な物件

であります。説明資料の１ページですが、今回の調達方法は、条件付き一般競争入札により入札を行

いましたが、今回入札に参加できる者の資格を明記しております。またこの条件付き一般競争入札の

条件とは、地域の要件、それから工事の実績、技術者の配置などの条件を個々の工事ごとに付けて入

札参加を求めるというものです。今回、条件付き一般競争入札を実施いたしましたので、まず議案の

入札部分について私の方から説明を申し上げ、その後、工事の内容または概要につきましては、土木

部長の説明を行いたいと思います。 

 まず、町内業者での施工が可能なことから、町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）に係

る競争入札参加資格としまして、建設工事の種類は土木一式工事です。 

 次の共同企業体の構成員数は、２社、もしくは３社。構成員の１つに格付等級Ｂの者を含むことと

いたしております。 

 次に、格付等ですけれども、その共同企業体の格付構成を代表構成員、構成員１をＡ、構成員２が
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ＡまたはＢ、構成員３がＢといたしております。町の格付がＡのものを代表構成員とする格付Ａ及び

Ｂによる２社もしくは３社の共同企業体であることとし、格付Ｂの者の技術向上のため、企業体の構

成員のうち１社は格付Ｂの者か含まれることといたしております。 

 次に、この土木一式工事は、町内業者での施工が可能なことから、営業所の所在地で大津町内に主

たる営業所、本社を有することといたしております。 

 次の施工実績に関する事項では、入札参加者の施工実績として、代表構成員、構成員１は、平成１

１年度以降、元請として町内において完成した土木一式工事で、請負金額が３千万円以上の施工実績

を有すること等を参加資格の要件といたしております。 

 また一番右の配置予定技術者に関する事項としまして、配置予定技術者の資格を提示しております。

以下の条件をすべて満たす技術者を専任で配置できることとし、１で左の先の平成１１年度以降、町

内において完成した３千万円以上の土木一式工事で管理技術者、主任技術者または現場代理人として

の施工経験を有すること。原則として、全工程に従事していることを要すると。２で、土木一式工事

に係る管理技術者資格者証及び管理技術者講習修了証を有する者。３では、当該入札参加者と直接的、

恒常的な雇用関係、３カ月以上雇用関係にある者ということで、これらを参加要件としております。

平成２１年７月２９日に条件付き一般競争入札の公告を行いました。 

 次の２ページをお願いいたします。工事名は、町道本田技研３２５号線道路改良工事（２工区）で

す。工事の内容は、説明書記載のとおりでありますが、詳細につきまして、後ほど土木部長からご説

明します。本案件は、共同企業体への発注ということで、８月１３日に競争参加資格の確認を行って

おりますが、申請を行った６社すべてに入札参加資格が確認されました。その後、９月８日に入札参

加者６社で入札を行いました。入札参加者及び入札金額は、右に記載のとおりです。入札の結果、（株）

荒牧組・益田産業（株）・（有）岩下建設建設工事共同企業体様が８千７１５万円で落札となりました。

工期は、議会議決承認を経て、町長が契約を成立させる旨の意思表示を通知した日の翌日から、平成

２２年３月１５日までといたしております。予定価格は、左の下に記載のとおりです。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第５７号、町道本田技研３２５号線道路改良工事

（２工区）の工事の概要について説明いたします。説明資料集の３ページをお願いいたします。これ

が全体の路線図になります。今回の工事につきましては、赤く示しております部分が範囲に入ってお

ります。本田技研南通線から国道３２５をつなぐ部分の一部になります。 

 ４ページをお願いいたします。４ページが平面図になります。赤く塗りつぶしてある部分について、

今回の施工範囲になります。今回の工事範囲につきましては、延長が２６０メーターになります。本

年３月議会議決をいただき契約した部分の、今回の部分はその東側の部分になります。 

 ５ページをお願いいたします。今回の部分における標準断面図を示しております。道路幅員は車道

４車線、それから両側歩道植樹帯を含めまして１９.７５メーターになります。敷地につきましては、

図面に示しておりますように、北から南の方に傾いておりますので、南側の部分につきましては一部
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盛り土の部分が必要になってきております。また、図面の右側の方に車道部、歩道部及び民地への車

両乗り入れ部等の舗装構成を記載しております。 

 ２ページの方にお戻りいただきたいと思います。車道が４車線で６.７５メーター掛ける２の１３.

５メーター、それから植樹帯が中央にありまして幅員が１.２５メーター、歩道が両側にありまして２.

５の２、５メーターになります。合わせて１９.７５メーターになります。また、掘削工、路対盛り土

工、路床盛り土工、側溝工、舗装工については、記載のとおりです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 質疑いたします。 

 今回の入札結果を見てみますれば、やはり落札されたところの額は予定価格の９４.９５％というこ

とであります。ひとつは、この説明資料の中にですね、この入札金額、こういった形で各入札参加者

と入札金額が書いてありますが、これにパーセンテージあたりを入れたらおもしろいかなと。棒グラ

フとかにすればまだおもしろいんでありますが、説明資料であるならば、もう少しわかりやすくする

のがよろしいかと思われます。この入札金額を見てみますれば、落札者が９４.９５、一番高い価格を

出したところが９７.４７％ということであります。この価格を見てですね、この大津町の業者ですか

ら非常に大津町はこういった公共工事があってよろしいんでありますが、やはり高止まりはよくない

ということであります。この競争入札、条件付き競争入札をして、この落札者が妥当な額であるとい

うのは、あくまでも予定価格を下回ったからとしかその理解することができないのか。例えばですよ、

この道路ですから、第１工区、今まで工事をした部分と比較して、例えば舗装あたりの１立米とか、

そういった価格にすると、舗装単価と申しますか、そういったやつがあるかどうかわかりませんよ。

そういったやつで比較して、１工区と２工区を比較して、高くなったらやっぱりおかしいんじゃない

かなと思ったりします。１工区の落札価格よりもですね、低くなるのが絶対条件と私は思うわけです。

ですから、その価格、１工区と比べたときのですね、この落札価格は立米当たりとか、平米当たりと

か、私わかりませんが、安い単価に流れているのかどうかですね。そこは非常に重要であると思いま

す。すると、この競争入札がうまく働いていると思われます。それと、この入札参加者の中で、この

荒牧組、この共同企業体ですたいね、これが落札しておりますが、この企業体は１工区のときに落札

したことがあるのかないのか。それと、逆にですね、この中で一番高い入札金額を付けたこの長田建

設・村上建設・木村工業建設共同体、これは１工区で落札したことがあるのかどうか。これが一番高

い値段を出してですね、１工区も全然落札していないということになるならば、やる気がないという

ふうに感じます。１工区が取れなかったから、２工区は是が非でも取ってやるぜというのが入札の競

争の原理ではないかと思われますので、そこのところもお聞きしたいと思います。 

 それと、この説明資料の中の５ページの中にも右下に作業機関で株式会社ウエスコとあります。要

するに、ここが出したものが予定価格に関わってくるものかと思いますが、このウエスコというとこ

ろ、私わかりませんので、その会社について、きちんとした会社であるという信憑性があるかどうか
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わかりませんので、この会社についてのご説明もお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 永田議員の質疑にお答えします。 

 ９４.９５％で今回落札をいただいております。工事の金額については、私たちの方では入札時に工

事の詳しい内訳書、明細書等提出を求めておりまして、こちらの技術の道路整備課、土木の方で精査

をしてこの金額でできるということを確認した上で入札決定をいたしているところです。舗装単価で

言うその１平米当たりの比較といいますか、そこについては私の方ではちょっと把握できませんので、

土木部長の方からご説明したいと思います。 

 それから、入札参加共同企業体で、まず長田建設（株）・村上建設（株）・木村工業建設工事共同企

業体さん、こちらの方は１工区を落札いただいております。 

 それから、もう１つですけれども、設計業務を請け負いました（株）ウエスコですか、こちらの方

については、設計業務の受託ということで入札に結果でウエスコと契約をいたしたところです。この

ウエスコさんでやっていただいているということであります。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、単価の関係なんですが、工事の関係につきましては、先ほどウエスコの説明がありましたけ

れども、ウエスコさんというのは測量会社になります。測量会社が現地を測量して、図面を書いて数

量を上げてきます。その数量に基づいて、県の統一単価、あるいは市場単価等を調査して、町の方で

設計価格を上げます。それに基づいて入札という形で、業者さんが入札されるという形になりますの

で、毎年といいますか、年度ごとにそれぞれの単価が変わりますし、それぞれの単価がですね、変動

が激しいときにつきましては３カ月とか、そのあたりで変動もありますので、そういう単価の変動を

見ながら、そのとき、設計時期において請負金額といいますか、設計金額が変わってくるという形に

なっております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

 今の答弁の中でですね、こう聞かれたからこう答えたという形で、税金を少しでも競争入札によっ

て有効に使わせるというような意図は、町長ではございませんのでそういったことにしかならないの

かもしれないけれどもですね、私が再度質疑するのは、こういった、１工区、２工区分けましたよね。

こういった工区があって、１つの道でございます。ということは、１工区を何分割かにして、そのやっ

てまいりました。ということはですよ、本当に競争の原理が働いているのならば、その単価的なもの

というのは業者は出すと思うんですよ。例えば予定価格の９５じゃなからんと取れないと。というこ

とは、立米当たりの単価がこれぐらいになるなと、立米か何かが正しいか何かはわかりませんが、と

いうことはですよ、この工区を５分割なら５分割した、４分割なら４分割したならば、一番最初の落

札価格よりも２番目、３番目、４番目、５番目がですね、段々安くなるのが本当じゃないかと思うん

ですよ。またしきり直しじゃこれはないんですね。１工区の１分割目、２分割目がその値段だったな
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らば、２工区に行ったときにはもっと安くせんと取れんぞと考えるのが本当の入札じゃないかなと思

うんです。だから１工区と比較しましたかということです。１工区と比較して、逆に高くなっとった

なんていうのは、ばらまきの公共工事ではないかなと感じるからであります。１工区との比較ですね、

これはそのさっき言った立米でするのか、平米でするのかわかりませんが、そういったところを最低

でもないと説得力がないと思うんです。それによって、この契約金額が何と申しますか、妥当な金額

というふうな理解が示されるのではないかなと、そう思います。じゃないと、町内の業者ばっかりで、

恐らくこの入札参加者というのは、恐らく顔見知りばっかりですよ、これはもう町内ですから、こら

わかったことです。しかしながらこういったときには、きちんと線引きして、よし競争だぞと、我々

が取ってやるというようなですね、我々はもう安く材料を仕入れることができるんだからうちが勝つ

というような、そういった競争原理にはほど遠いものになりはしないかということです。１工区との

比較は、何らやってないのかどうか、再度質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 私の方から、落札率でちょっと比較をしたいと思います。今回２工区の方

は９４.９５、先ほど永田議員ご指摘のとおりですが、前回の１工区よりも下がっているということで、

企業さんの経営努力の方で下がってきたんじゃないかというふうに思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、設計する上でどういうふうな形で今設計しているかということなんですが、例えば先ほど言

われました舗装単価をどのようにして出すかなんですが、これにつきましては、大体国土交通省の方

で、例えば１平米するにの機械が、どういう機械があって、それを動かすのにどの程度人間がいる、

燃料がいるという歩がかりがあります。それに基づいて単価を、その時々のそれぞれの単価、例えば

燃料がいくらとか、機械の借り上げがいくらとか、そういう形で毎年毎年そのあたりは変わってきま

すので、それに基づいて単価を出していますので、それと測量事務所といいますか、それが出した数

量にですね、掛けて計算をしていますので、それをそれぞれの工区によって前回よりもさらに下げる

というようなことはやっておりません。そういう歩がかりに基づいて設計をしていますので、そのあ

たりはご理解いただきたいと思います。そういう形で土木工事、建築、ほとんどの事業一緒なんです

けれども、公共工事はそういう形で設計単価を出して入札をさせているという形になっております。 

○１２番（永田和彦君） その都度ですね。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） はい。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これから採決を行います。議案第５７号、町道本田技研３２５号線道路改良工事（第２工区）請負

契約の締結についてを採決します。この採決は起立によって行います。議案第５７号は、原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。以上で、会議を閉じます。 

 平成２１年第６回大津町議会定例会を閉会します。 

午後１時５３分 閉会 
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